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地域の実情に応じた自殺対策推進のための包括的支援モデルの構築と展開 

方策に関する研究（H29-政策-指定-004）

研究代表者  本橋 豊   自殺総合対策推進センター長、京都府立医科大学特任教授 

研究分担者 椿  広計  統計数理研究所名誉教授 

研究分担者 藤原武男 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授 
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研究分担者 清水康之 ＮＰＯ法人自殺対策支援センターライフリンク代表 

研究要旨：【目的】平成 29 年 7月に自殺総合対策大綱が策定され、今後の我が国の自殺対策のビジョン

として「生きることの包括的支援としての自殺対策」が提示され具体的な施策群が示された。喫緊の自

殺対策の課題は地域自殺対策計画に基づく基礎自治体の自殺対策推進を強力に支援することである。大

綱において重点課題として示された子ども・若者対策（ＳＯＳの出し方教育及びソーシャルメディア対

策等を含む）、関連諸施策との連動に基づく地域自殺対策包括支援モデルの具体的な展開、地域自殺対

策を支える最新の統計分析とその活用、適切な医療保健福祉モデルの構築に関して、本研究では科学的

根拠とともに政策的方向性を示す。本研究の目的は自殺対策基本法及び自殺総合対策大綱の趣旨を踏ま

え、地域における自殺対策推進のための包括的支援モデルと展開方策を確立し、地域自殺対策の推進に

必要な政策的・実務的支援の展開方策を具体的に提言することができるようにすることである。これに

より厚生労働行政における自殺対策の施策展開に資することを最終的な目標とするものである。 

【方法】以下の１０の研究課題について、政策科学、疫学、質的調査法等の手法を用いて各研究を実施

した。（１）地域自殺対策計画の推進に向けてー関連制度・施策と自殺対策の連動～第７６回日本公衆

衛生学会総会（鹿児島市）シンポジウム～の開催、（２）第 2回国際自殺対策フォーラム「日本の自殺

対策のイノベーションを支えるエビデンス」の開催、（３）自殺対策における適切な精神科医療体制の

在り方に関する研究～自殺対策拠点病院のコンセプト構築、（４）平成 29 年度メディア・カンファレ

ンス(JSSC主催）～若者の自殺対策と報道のあり方を考える～の開催、（５）市町村地域自殺対策計画策

定に資する実践的ツールとしての地域自殺対策政策パッケージの開発と公表、（６）エビデンスに基づ

く自殺問題の総合対策の確立に向けた研究、（７）子どもの貧困と自殺対策に関する研究～都市部にお

ける課題解決方策～、（８）死因究明制度と連動した死亡情報データの活用による自殺対策の推進に 

関する研究、（９）教育現場での自殺対策の推進―命の教育プロジェクトの実践―、（１０）カンボジア

王国における自殺の状況と自殺対策に関する研究、（１１）自殺対策と生活支援の関連に関する研究。 

【結果及び考察】（１）地域自殺対策計画の推進に向けてー関連制度・施策と自殺対策の連動を第７６

回日本公衆衛生学会総会（鹿児島市）シンポジウムとして開催し、４人のシンポジストの議論を踏まえ

て、地域における自殺対策と関連する諸制度の連動の重要性について議論を深めた。（２）第 2回国際

自殺対策フォーラム「日本の自殺対策のイノベーションを支えるエビデンス」を開催し、基調講演では、 
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韓国における自殺予防の最新の取組が紹介された。シンポジウムでは学際的観点からの最新の自殺対策

の学術発表が行われた。（３）自殺対策における適切な精神科医療体制の在り方に関する研究～自殺対

策拠点病院のコンセプト構築では、自殺未遂を把握できる医療機関には、一般医療・精神医療という独

立した２つのシステムと対応力の観点から４つのパターンを想定し、４つのパターンの課題が抽出され

た。（４）平成 29 年度メディア・カンファレンス(JSSC主催）～若者の自殺対策と報道のあり方を考え

る～においては、座間事件をテーマに自殺とメディアの関係、そして自殺対策におけるマスメディアの

役割について議論を行った。（５）市町村地域自殺対策計画策定に資する実践的ツールとしての地域自

殺対策政策パッケージの開発と公表に関する研究においては、完成した地域自殺対策政策パッケージを

平成２９年１２月２８日に自殺総合対策推進センターのホームページに公表し、全国自治体の自殺対策

政策担当者に送付した。（６）エビデンスに基づく自殺問題の総合対策の確立に向けての研究において

は、目的外申請に地域コードを含めるか、国民生活基礎調査ミクロデータ自体を法的位置づけが明確に

なりつつあるオンサイト拠点で利用可能とする活動の必要性が明らかにされた。（７）子どもの貧困と

自殺対策に関する研究～都市部における課題解決方策～においては、子どもの貧困は保護者のメンタル

ヘルス、ソーシャルキャピタルを部分的に介して子どもへの関わりの貧しさに有意に関連しており、そ

れが直接子どもの自己肯定感の低さにも関与していることが明らかにされた。さらに、保護者の関わり

の貧しさが子どもの学校でのソーシャルキャピタルを部分的に介して子どもの地域での関わりを低く

することで子どもの自己肯定感を低くしていた。（８）死因究明制度と連動した死亡情報データの活用

による自殺対策の推進に関する研究においては、海外の事例と比較すると本邦の死亡情報データは不十

分であり、無理心中を含む自殺事案を分析し予防対策を講じるには今後の改善が必要であること、無理

心中事案では母子間に加え、介護中や成人親族間の無理心中も多く指摘できることが分かった。無理心

中事例の遺族対応には、自殺に加えて殺人事案としての状況下におかれるため、今後その対応について

は専門家による検討が不可欠である。（９）教育現場での自殺対策の推進―命の教育プロジェクトの実

践―においては、①ＳＯＳの出し方に関する教育の実践、②命の教育 Yes/No学習カードゲームの作成

を実施し、これらを通じて北海道教育大学モデルとしての SOSの出し方に関する教育の確立を第一歩と

した。（１０）カンボジア王国における自殺の状況と自殺対策に関する研究においては、同国の自殺対

策及びメンタルヘルス対策は母子保健対策などと比べて遅れており、日本の総合的な自殺対策の手法を

公共政策輸出することが有用であると考えられた。（１１）自殺対策と生活支援の関連に関する研究に

おいては、自殺は複合的な生活困難の連関の中で起きる一つの帰結として把握できることから、自殺対

策は、本来様々な生活困難に対応する一般的な生活支援の一環として実施することに有効性があること

になると考察された。このような観点は、自殺対策基本法に基づく自殺対策の支柱とされている概念で

あるが、現状ではその意義が充分に解明されているとはいえない。本研究では、多様な生活困難と自殺

リスクとの間の連関を具体的に解明してゆくことを通じて、自殺対策がもつべき生活困難一般との連関

を明らかにしうる。 
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Ａ．研究目的

平成２９年７月に自殺総合対策大綱が策定

され、今後の我が国の自殺対策のビジョンとし

て「生きることの包括的支援としての自殺対策」

が提示され具体的な施策群が示された。喫緊の

自殺対策の課題は地域自殺対策計画に基づく基

礎自治体の自殺対策推進を強力に支援すること

である。大綱において重点課題として示された

子ども・若者対策（ＳＯＳの出し方教育及びソ

ーシャルメディア対策等を含む）、関連諸施策

との連動に基づく地域自殺対策包括支援モデル

の具体的な展開、地域自殺対策を支える最新の

統計分析とその活用、適切な医療保健福祉モデ

ルの構築に関して、本研究では科学的根拠とと

もに政策的方向性を示す。本研究の目的は自殺

対策基本法及び自殺総合対策大綱の趣旨を踏ま

え、地域における自殺対策推進のための包括的

支援モデルと展開方策を確立し、地域自殺対策

の推進に必要な政策的・実務的支援の展開方策

を具体的に提言することができるようにするこ

とである。これにより厚生労働行政における自

殺対策の施策展開に資することを最終的な目標

とするものである。

Ｂ．研究方法

平成 29 年度の研究で行われた研究プロジェ

クトの研究方法を以下に簡潔に示す。

（１） 地域自殺対策計画の推進に向けてー関 
連制度・施策と自殺対策の連動～第７６回日本

公衆衛生学会総会（鹿児島市）シンポジウム

27～ （本橋）： 
2017 年 2 月に「地域自殺対策計画の推進に向

けてー関連制度・施策と自殺対策の連動」と題

するシンポジウムを第 76 回日本公衆衛生学会

総会（鹿児島市）で行うことを研究代表者が日

本公衆衛生学会に提案した。平成 28 年 4 月にシ

ンポジウムは採択された。自殺対策と関連する

諸制度として、地域包括ケアシステム、子ども

の貧困、生活困窮者自立支援制度、労働安全衛

生法と職場のメンタルヘルス制度を取り上げ、

それぞれの専門家をシンポジストに依頼した。

（２）第 2 回国際自殺対策フォーラム：日本の

自殺対策のイノベーションを支えるエビデンス

（本橋）： 基調講演者には、韓国の慶熙大学

校医科大学精神健康医学教室の白宗祐教授を招

聘し、「韓国の国家自殺予防戦略の最新動向」

という講演をしていただいた。午後のシンポジ

ウムでは、「日本の自殺対策のイノベーション

を支えるエビデンス」というタイトルで４人の

研究者の発表を行い、それぞれの研究内容につ

いて討議を行った。

（３）自殺対策における適切な精神科医療体制

の在り方に関する研究～自殺対策拠点病院のコ

ンセプト構築～（近藤）：これまでに国内外で

行われてきた広範な自殺関連研究から得られた

知見をもとに、地域の医療保健福祉資源を踏ま

えた実現可能な自殺未遂者支援策、有効な精神

科医療体制の在り方を提案する。より具体的に

は、自殺未遂者発見の発端となる医療現場の性

格に応じた支援のパスにおける課題を整理し、

医療機関が地域資源と有効に連携しながら未遂

者支援を実施できるための方策を検討する。

（４）平成 29 年度メディア・カンファレンス

(JSSC 主催）～若者の自殺対策と報道のあり方

を考える～（本橋、金子）： 
平成 29 年 10 月 30 日に発覚し 9 人の遺体が

発見された座間事件を題材として、平成 30 年 2
月 20 日午後に開催した。話題提供は、東京新聞

（中日新聞東京本社）の事件記者、NHK のディ

レクター（福祉番組ハートネット TV 担当）、

毎日新聞社医療福祉部の記者に依頼した。平成

28 年度のメディア・カンファレンスでの議論の

要旨、及び新しい自殺対策大綱におけるマスメ

ディア／メディアに関する言及内容の紹介、若
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者の自殺の統計資料を提示した。

（５）市町村地域自殺対策計画策定に資する実

践的ツールとしての地域自殺対策政策パッケー

ジの開発と公表（本橋）： 平成 28 年 7 月の自

殺総合対策大綱の公表を受けて、本研究班内で

大綱の内容に合わせた政策パッケージの骨子案

の見直しを行った。平成 28 年 10 月に開催され

た班会議及び日本公衆衛生学会総会の自殺対策

に関するシンポジウムにおける討議内容を踏ま

えて、研究代表者と研究分担者で最終的な骨子

案を作成した。最終骨子案について、厚生労働

省自殺対策推進室ならびに民間団体の意見等を

求め、それらの意見を反映させた上で最終的な

公表案を確定した。

（６）エビデンスに基づく自殺問題の総合対策

の確立に向けて（椿、久保田）： 統計ミクロ

データを探索的に分析できるオンサイト拠点の

形成準備を行うとともに、国民生活基礎調査ミ

クロデータを目的外申請で分析する方法を検討

した。厚生労働省国民生活基礎調査匿名化デー

タの K6 をアウトカム変数とする探索的データ

解析に基づき生成された仮説を基に、地域情報

との関連性を検討すべく国民生活基礎調査の目

的外申請を行った。

（７）子どもの貧困と自殺対策に関する研究～

都市部における課題解決方策～（藤原）： 2017
年に実施した「足立区子どもの健康・生活実態

調査」における小４、小６、中２におけるデー

タを解析した（N=1652）。この調査では、子ど

もの自己肯定感を子ども自身が答えており、ま

た貧困状況については保護者が答えている。貧

困状況は年収、生活必需品の有無、ライフライ

ンの支払い困難の３つの視点から評価した。家

庭レベルでは保護者のメンタルヘルス、保護者

のソーシャルキャピタル、保護者の子どもへの

関わり、学校レベルでは学校のソーシャルキャ

ピタル、地域レベルでは子どもの地域における

親以外の大人との認知、放課後の居場所とし、

アウトカムを子どもの自己肯定感として貧困状

況との関連を構造化方程式モデルによって因果

構造を検討した。

（８）死因究明制度と連動した死亡情報データ

の活用による自殺対策の推進に関する研究（岩

瀬）： 
① コロナー制度及びメディカルエグザミナー

制度下での死亡情報データを分析する。

② 本邦における死亡情報データの活用例とし

て無理心中 Homicide-Suicide に関する先行研

究での分析を参照し、千葉大学での解剖例を加

えながら、本邦における死亡情報データの現状

に考察を加え、今後の在り方を検討する。

（９）教育現場での自殺対策の推進―命の教育

プロジェクトの実践―井門）： 
① SOSの出し方に関する教育の授業実践につ

いては，１時限(50 分)で実施することを前提と

して，自尊感情に働きかけるワークと，SOS の

出し方を教えるレクチャーの２つの内容から構

成した。

②命の教育 Yes/No 学習カードゲームの作成

WEB 上で学ぶことのできる「命の教育 Yes/No
カード学習」(旧自殺対策 Yes/No カード学習)
サイトを開設した。

(http://www.ido-labo.com/edu4life/)．当サイト

ではゲーミング・シミュレーション教材を用い

た学習を可能にしている。

③命の教育プロジェクトのウェブサイトの構築

と更新を行い、

(http://www.ido-labo.com/edu4life/)、研究成果

を広く公表した。

（１０）カンボジア王国における自殺の状況と

自殺対策（本橋）：2017 年 12 月 5 日から 9 日

にかけてカンボジア王国を訪問し、カンボジア

王国政府保健省（Ministry of Health：MoH）、

WHO カンボジア事務所、現地 NGO 団体 TPO
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（Transcultural Psychosocial Organization）、

国際協力機構（Japan International 
Cooperation Agency; JICA）の協力者との協

議・ヒアリングを行った。

（１１）自殺対策と生活支援の関連に関する研

究（猪飼）：平成 29 年度においては、神奈川県

小田原市において、同市と共同で、生活保護・

生活困難と自殺リスクの連関に関する市民アン

ケートを実施した（平成 30 年 2,3 月実施）。本

アンケートの特徴は、生活保護利用に関する態

度や生活困難の実態と、日本版 K6 等に基づく

メンタルヘルスの状況との関連を分析できる構

成となっていることであり、平成 30 年 5 月現在

データ入力作業中であり、平成 30 年において詳

細な分析を行う予定である。

Ｃ．結果と考察

（１） 地域自殺対策計画の推進に向けてー関

連制度・施策と自殺対策の連動～第７６回日本

公衆衛生学会総会（鹿児島市）シンポジウム 27
～（本橋）： 
近藤克則氏（千葉大学）は、地域包括ケアにつ

いて、社会参加とうつ及び自殺には密接な関連

が示唆され、社会参加を勧めることで地域のソ

ーシャル・キャピタルが強化され、要介護者の

減少や自殺者数の減少につながる可能性がある

と指摘した。藤原武男氏（東京医科歯科大学）

は、子どもの自己肯定感は家庭環境、学校環境、

社会環境による影響を受けており、自己肯定感

を高めるためには教育環境や社会環境に働きか

けていくことが重要であると指摘した。生水裕

美氏（滋賀県野洲市）は、野洲市では様々な悩

みを抱えた市民の相談を部局横断的に対応でき

る仕組みを構築しており、相談を受けた人に対

して同意書を取り庁内で本人の悩みの問題を情

報共有できるようにする。庁内のほかにも法律

家や社会福祉協議会にも情報共有を行うことで、

多様な課題に対応できるようにすることが大切

であることを強調した。そして相談者の抱える

課題（税金滞納、借金、収入低下、家族がうつ

病等）を整理して必要な部署につなぐとともに、

食糧支援など緊急支援が必要な場合には市役所

が対応することで、生きることの包括的な支援

を行うことができることを示した。生越照幸氏

（弁護士法人ライフパートナー法律事務所）は、

労災行政訴訟や安全配慮義務違反に基づく損害

賠償請求訴訟の弁護士としての経験を踏まえ、

使用者、労働者、産業医、弁護士等が関係を密

にして、職場におけるメンタルヘルス体制を構

築し企業として取り組んでいくことが重要であ

ることを示された。

以上、４人のシンポジストの議論を踏まえて、

地域における自殺対策と関連する諸制度の連動

の重要性について議論を深めた。

（２）第 2 回国際自殺対策フォーラム 日本の

自殺対策のイノベーションを支えるエビデンス

（本橋）： 
基調講演では、韓国における自殺予防の取組

の新たな転換点として、新大統領である文在寅

（ムン・ジェイン）氏の新政府において、自殺

予防に努めるすべての組織、例えば韓国自殺予

防センター、韓国いのちの電話、市民安全連合

などは、更なる政策を賦活化するために報道関

係者と協力して国会でフォーラムを開催された

こと、新政府の国家討議 100 項目の中に自殺予

防が取り入れられたことなど、最新の情報が提

供された。

シンポジウム「日本の自殺対策のイノベーショ

ンを支えるエビデンス」では以下の演者により

研究成果の報告がなされた。１）藤原佳典：高

齢者ボランティアと協働するソーシャル・キャ

ピタル強化による自殺対策の推進に向けた研究、

２）上田路子：政治経済学の観点から見た自殺

対策、３）久保田貴文：総合的自殺対策に資す
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る公的ミクロデータの統合的探索的政策形成支

援モデルの開発、４）伊藤次郎：ＩＣＴを活用

した自殺対策の推進。討議された内容は、ソー

シャル・キャピタルの強化による地域自殺対策

の推進の可能性、政治経済的要因が自殺率に及

ぼす国際比較研究、公的ミクロデータの統合的

探索によるエビデンスの集積、ＩＣＴ技術を活

用した若者に対する相談事業の構築などであり、

いずれも喫緊の自殺対策の課題であった。

（３）自殺対策における適切な精神科医療体制

の在り方に関する研究～自殺対策拠点病院のコ

ンセプト構築～（近藤）： 
医療機関は自殺未遂の情報を把握しやすく、

自殺未遂者にタイムリーに介入するための発端

となるのに適している。自殺未遂を把握できる

医療機関には、一般医療・精神医療という独立

した２つのシステムと対応力の観点から以下の

４つのパターンが想定される。すなわち、①一

般救急医療施設（精神科医不在）、②一般救急

医療施設（精神科標榜）、③精神科クリニック、

④精神科病院、である。

①一般救急医療施設（精神科医不在）

救急病院に入院となる患者のうち精神科関連

の事案は 10％弱にのぼるともいわれるが、身

体医療と精神医療が長年分離されてきた経緯か

ら、多くの救急病院は精神科医が不在の中で、

自殺未遂など精神科的対応をしなければならな

い。特にこれまで精神科受療歴がない人では自

殺未遂による救急医療利用で初めて事例化する

ため、救急医療での初期対応は極めて重要であ

る。こうした問題意識から、PEEC（救急医療

における精神症状評価と初期診療）という教育

プログラムが主に救急医学の分野で実施されて

いる。

 初期対応後に精神科的ケアを提供する流れと

して、救命救急センターが精神保健福祉士

(PSW)を雇用してケアする例（加藤, 2017）、

行政が設置した自殺予防センターに情報提供し

てケアを提供する例（辻本ら, 2017）、連携関

係にある地域の精神科医療機関につなぐ例（い

わゆる縦列モデル）などのフローがありうる。

②一般救急医療施設（精神科標榜）

いわゆる精神科を有する総合病院にて精神科

リエゾンサービスを行っている医療機関である。

地域医療の中核的役割を担う総合病院に精神科

が設置されていることで、身体合併の有無にか

かわらず未遂者に対して速やかに精神科的ケア

を提供できる点でもっとも望ましい形態である

が、実情は精神科を置かない病院が多い。

総合病院や救急告示病院で精神科的ケアを提

供することへのインセンティブとして、救命救

急入院料加算（初回精神疾患診断治療評価）、

救急患者精神科継続支援料、精神科リエゾン加

算など、未遂者への対応に診療報酬上の算定が

可能となっている（石井ら, 2017; 大高, 2018, 
Kanehara et al., 2015）。また有床総合病院精

神科へのインセンティブとして、精神科急性期

医師配置加算、総合入院体制加算、DPC にお

ける医療機能評価係数などでも評価されるよう

になっている。

③精神科医療施設（診療所）

自殺未遂者は精神科通院をしている者が多く、

精神科外来では多くの患者が程度の差こそあれ

自殺念慮ないし希死念慮を有している。いわば

精神科外来の日常診療はすべて自殺予防に通ず

るといえる。また、自院通院患者については予

約外・時間外でも対応する、いわゆるミクロ救

急が望ましく、支援には心理社会的治療や地域

資源との連携が不可欠であるが、精神科医１名

と受付だけで運営される多くの小規模なクリニ

ックではこうした対応が困難である。未遂者支

援については、クリニックが輪番で初期救急に

対応する、救急医療機関と精神科医療機関のネ

ットワークを構成する（里村, 2017）など、地
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域によって独自の取組がなされている。

④精神科医療施設（病院）

精神科病院はいわゆるハードな救急に適して

おり、警察官通報事例や一般救急医療機関にて

身体的救急治療が終了してもなお切迫した自殺

念慮が持続している場合に転送される。とはい

え、精神科医療機関であっても自殺念慮の対応

はスタッフに大きな負荷がかかるものであり、

対応力向上のための自殺未遂者ケア研修（精神

科救急版）が実施されている。

精神科病院の多くが利便性のよくない立地に

あること、低い診療報酬の設定から人員配置が

制約されていることなどから、自院通院者であ

っても時間外対応しない精神科医療機関が多く、

居住地から離れた輪番病院に入院となってかか

りつけ医療機関や地域資源との連続性が確保し

にくい点が課題である。

（４）平成 29 年度メディア・カンファレンス

(JSSC 主催）～若者の自殺対策と報道のあり方

を考える～（本橋、金子）： 
話題提供では、１）事件報道の現場で課題に

なるメディアスクラム、実名報道の背景と課題

が語られ議論された。２）若者の「死にたいと

安心して云える場」の提供を志向した番組作成

の経緯と当事者の声を拾い上げることができる

ような工夫が紹介され議論された。３）事件の

背景に迫る事を目的とした企画や検証報道が紹

介され課題を議論した。今回のメディア・カン

ファレンスでは座間事件をテーマに自殺とメデ

ィアの関係、そして自殺対策におけるマスメデ

ィアの役割について議論を行った。討論のなか

では、WHO 等の自殺報道に関するメディアガ

イドラインの意義にも触れつつ、息苦しさを感

じる若者や、若者を取り巻く社会に対してマス

メディアが果たすことのできる積極的な役割を

確認するとともに、今後の検討課題が語られ

た。

（５）市町村地域自殺対策計画策定に資する実

践的ツールとしての地域自殺対策政策パッケー

ジの開発と公表（本橋）： 

地域自殺対策政策パッケージは「基本パッケー

ジ」と「重点パッケージ」から構成されている。

基本パッケージは、ナショナル・ミニマムとし

て全国的に実施されることが望ましい施策群で

ある。重点パッケージは、平成 29 年７月 25 日

に閣議決定された新たな自殺総合対策大綱で示

された重要な施策に基づき、地域において優先

的な課題となりうる施策について詳しく提示し

たものであり、自治体の地域特性に応じて地域

における自殺対策をより効果的に実施するため

に、基本パッケージに付加することが望まれる

施策群である。地域自殺対策政策パッケージで

は、基本パッケージとして、５つの施策を挙げ

ている。すなわち、地域におけるネットワーク

の強化、自殺対策を支える人材の育成、住民へ

の啓発と周知、生きることの促進要因への支援、

児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育、の５

つである。いずれも地域自殺対策の推進におい

て、すべての自治体で取り組むことが望ましい

施策群である。なお、「ＳＯＳの出し方に関す

る教育」については、命や暮らしの危機に直面

したときの問題の整理や対処方法を、児童生徒

の段階でライフスキルとして身につけてもらう

重要な取組であり、すべての自治体において早

急に取り組んでいただきたいという趣旨で基本

パッケージの中に組み入れられている。完成し

た地域自殺対策政策パッケージは平成２９年１

２月２８日に自殺総合対策推進センターのホー

ムページに公表するとともに、全国自治体の自

殺対策政策担当者に送付された。

（６）エビデンスに基づく自殺問題の総合対策

の確立に向けて（椿、久保田）： 
平成 29 年度末現在，オンサイト拠点に対する

政府統計ミクロデータ提供は，総務省，経済産
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業省の2省にとどまった。平成22年度国民生活

基礎調査目的外申請を，平成 28 年度に明らか

にした K6 リスク要因と地域特性の関連を明ら

かにするために実施した。しかし，国民生活基

礎調査には地域コードは存在しても，それを実

調査地域と紐づける情報が含まれていないとい

う理由で，目的外申請は不調に終わった。総務

省への照会により，地域コードと調査区との照

合は別途行政情報としては存在することは判明

した。従って，今後の目的外申請に地域コード

を含めるか，国民生活基礎調査ミクロデータ自

体を法的位置づけが明確になりつつあるオンサ

イト拠点で利用可能とする活動が必要である。

（７）子どもの貧困と自殺対策に関する研究～

都市部における課題解決方策～（藤原）： 
子どもの貧困は、保護者のメンタルヘルス、

ソーシャルキャピタルを部分的に介して子ども

への関わりの貧しさに有意に関連しており、そ

れが直接子どもの自己肯定感の低さにも関与し

ていた。さらに、保護者の関わりの貧しさが子

どもの学校でのソーシャルキャピタルを部分的

に介して子どもの地域での関わりを低くするこ

とで子どもの自己肯定感を低くしていた（全て

p<0.05）。 
この結果から、子どもの貧困によって子どもの

自己肯定感が下がるメカニズムとして、親の関

わりの貧しさが挙げられる。これは貧困状況に

あっても子どもに積極的に関わることができれ

ば子どもの自己肯定感を高めることができる可

能性を示唆しており、家庭における子どもへの

関わりを促すような政策が求められる。

子どもの貧困が子どもの自己肯定感を低くす

る媒介要因として、保護者の子供への関わりの

貧しさ、地域の子どもへの関わりの貧しさがあ

ることがわかった。これらにアプローチする政

策が子どもの自殺対策となる可能性がある。

（８）死因究明制度と連動した死亡情報データ

の活用による自殺対策の推進に関する研究（岩

瀬）： 
① コロナー制度及びメディカルエグザミナー

制度下での死亡情報データ： アイルランドで

はコロナーが初動調査で内因死と確定した死以

外の死について法医学医師による解剖が行われ、

外因死とされた死について検死審問が開かれる。

平均 4～5 ヵ月後に審問が終了すると、その死亡

証明などの書類は登記官を経て中央統計局に渡

り、統計局は必要なら警察に周辺情報を要求し

あらためて死因を決定し死亡登記を行う。自殺

を含む外因死に関してはコロナーと統計局職員

によって詳細な調査を経た死亡情報データが作

成されている。

オーストラリア全土及びニュージーランドでは

自殺を含む全コロナー事案に関して、National 

Coronial Information System (NCIS)という詳

細なデータベースを有し、コロナー、法医学医

師だけでなく、研究者や政府機関、消費者団体、

製造者団体などの各団体も倫理委員会の承認が

あればアクセス可能であり、事故の再発防止、

自殺予防、新しい政策の立案に役立っている。

自殺については、ビクトリア州に Victorian 
Suicide Register (VSR)があり、ビクトリア州で

発生した自殺死亡のあらゆる情報を登録・管理

している。

米国の人口にして約 6 割の地域で実施されてい

るメディカルエグザミナー制度は、法医学医師

であるメディカルエグザミナーが周辺調査も含

めた死亡調査の全過程を管轄するものであり、

視察調査を行ったニューメキシコ州では、約 10

名のメディカルエグザミナーと、約 110 名の調

査官 investigator が調査に当たっていた。メデ

ィカルエグザミナー事案とされたものは、すべ

て Web データベースとして集積され、機関専属

の疫学者によって分析が行われ、Web 上に公開

されている。こうした死亡調査に基づいて、再
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発防止策を検討するための様々な Fatality 

Review が行われている。米国のメディカルエグ

ザミナー制度は州や都市によって異なり、地方

ではコロナー制度によっているところもあるが、

死亡情報を市や郡 county 単位でデータベー化

し活用している地域が大多数である。

② 本邦の死亡情報データと無理心中事例での

活用： 

本邦の死亡情報データと無理心中事例での活

用： 千葉大学法医学教室で法医解剖が 2006

年から 2016 年の 11 年間に行われた法医解剖事

例から、無理心中を図ったとされる事例につい

て調査した。ここでは、暫定的に無理心中を「加

害者が殺人を犯しその 7 ヵ日後以内に自殺した

事例で自殺未遂も含む」と定義した。

これらの結果は、前述の先行研究とはかなりの

乖離が見られる。母集団が少ないため、軽々に

は言えないが、以下が指摘できる。

1.先行研究と比べると親子間が少なく、かつ親

による子の殺害はさらに少ない。

2.親による子の殺害の中では母親による子殺し

が多いのは先行研究と類似している。

3.パートナー間や子による親の殺害は、介護疲

れ等に係る場合が多く、その割合も先行研究よ

り高い。そのことは被害者の年齢からも分かる。 

4.パートナー間の殺害では男性が多いが、それ

は自他殺における男女比率と類似している。

 無理心中の遺族に対する説明やカウンセリン

グに関して事件当初の対応は一般の自殺と同様

に警察によって行われているが、一部その課題

も指摘されている。

（９）教育現場での自殺対策の推進―命の教育

プロジェクトの実践（井門）： 
① ＳＯＳの出し方に関する教育の実践

実践前のアンケートは回答者が 121 名（有効

回答数 106 名）、実践後のアンケートは回答者

が 127 名（有効回答数 113 名）であった。有効

回答数が少ない理由は、そばセットの結果から

回答の信頼性が低いと判断された回答を除外し

たためである。

社会的自尊感情の平均値は実施前が 15.21 点、

実施後が 15.36 点となりほとんど変化は見られ

なかった。基本的自尊感情の平均値は実施前が

19.59 点、実施後が 19.69 点となりほとんど変

化は見られなかった。

SOSの出し方についての知識が定着したかに

ついて、実践前後で回答傾向に差があるかどう

かカイ二乗分析を行ったところ、図 1 のように

「こころの調子が悪くなっても、助けを求める

ことができれば回復することができると思いま

す」の設問のみ、とてもそう思うと答えた生徒

が有意に増加していた（χ2 (3, N=243)=8.74, 
p<.05 ）。実践後の質問紙では「今日の講座で新

しく学んだこと、印象に残ったことがあったら

教えてください」という設問に自由記述式で回

答を求めた。55 名の生徒から、「辛いときもま

わりの人に相談すれば、少し心がかるくなるこ

とを知った」、「命は大切だと知った」、「何

かあったら相談することが大切だと思った」、

「今日の講座で SOS の時の対処方法とかがわ

かったので良かったです。」、「そうだんでき

るところがあんなにあるとはおもわなかった」

といった講座の目的を理解できたという内容の

感想が記入されており、一定の成果を挙げたと

いえるものであった。

② 命の教育 Yes/No 学習カードゲームの作成

Yes/No カードゲームを作成した。今後は、こ

うした問題点を修正して、質問数については今

日的な状況を見据えつつ、随時増やしていこう

と考えている。また、自殺総合対策に関しては、

児童生徒や若者向けの「SOS の出し方」と保護

者や教師向けの「SOS の気づき方」に分けた設

問形式にするなどの工夫を図ることも必要だと

考えている。質問と解説等を整えた後、このカ
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ード学習の学習効果についての調査研究を進め

たい。

（１０）カンボジア王国における自殺の状況と

自殺対策（本橋）： 

カンボジア王国は、1970 年以降の内戦及び

ポル・ポト政権下のクメール・ルージュによる

大量虐殺によって、医療従事者の激減等、保健

サービスを支える基盤及び社会基盤も壊滅的打

撃を受けため、現在でも精神医療の専門病院が

なく、精神保健分野は人材育成、法整備はじめ

取組が立ち遅れている。精神科医の数は少なく、

精神科による医療の提供は都市部に限定されて

いるため、地方ではメンタルヘルスサービスの

提供ができていない。また、ポル・ポト政権下

でのクメール・ルージュによる大量虐殺が、

人々のこころの健康に現在も影響を与えている。

社会における精神疾患に対する偏見、差別も非

常に強い。紛争終結後のカンボジア政府も、メ

ンタルヘルスサービスの整備・推進の必要性は

認識しているものの、上述の特殊性に加えて、

国民の健康における優先課題が、母子の健康向

上や感染症分野における対策が優先されてきた

ことなどにより、メンタルヘルス対策は非常に

遅れている。精神保健分野に関する統計システ

ムの整備は急務であるが、自殺対策については、

自殺による死亡に関するデータの報告、登録シ

ステムが確立されておらず、ほとんど何も行わ

れていないのが現状である。精神保健・自殺対

策分野においては統計システム構築の支援や自

殺報告システムの確立、あるいは精神医療専門

の拠点づくりへの支援、さらには住民による傾

聴の研修実施や自殺対策としての多様な啓発手

法などへの技術協力も可能と思われる。精神科

医や精神科専門の看護師が圧倒的に不足してい

るカンボジア王国の精神保健・自殺対策の推進

においては、日本の総合的な自殺対策の手法が

有効であると考えられる。したがって、包括的

自殺対策としての自殺対策基本法や自殺総合対

策大綱などの法体系とともに、地域自殺対策の

推進ツール（地域自殺実態プロファイルや地域

自殺対策政策パッケージなど）を提供及び情報

発信していくことが国際協力として有効である

と考えられる。

（１１）自殺対策と生活支援の関連に関する研

究（猪飼）： 
自殺は、複合的な生活困難の連関の中で起き

る一つの帰結として把握できる。従って、自殺

対策とは、本来様々な生活困難に対応する一般

的な生活支援の一環として実施することに有効

性があることになる。このような観点は、自殺

対策基本法に基づく自殺対策の支柱とされてい

る概念であるが、現状ではその意義が充分に解

明されているとはいえない。そこで本研究では、

多様な生活困難と自殺リスクとの間の連関を具

体的に解明してゆくことを通じて、自殺対策が

もつべき生活困難一般との連関を考察する。 

得られた研究成果は、自殺対策あるいは自殺

対策を包含する生活支援政策の文脈に貢献して

ゆくことになる。具体的には、現在厚生労働省

が取り組んでいる、包括的な生活支援制度であ

る「地域共生社会」構想に対して、有効な視座

を提供できるものと考えられる。

Ｆ．健康危険情報 なし 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

1） １．論文発表  
・岩瀬博太郎, 石原憲治, 山口るつ子, 大屋夕希

子：革新的自殺研究推進プログラム 研究報告

書（平成２９年度）自殺対策と連動した死因究

明と法医学研究～特に無理心中と子どもの死に

焦点をあてて～. 2018.4 

２．学会発表

１）2．学会発表 
・本橋豊：地域自殺対策計画の推進に向けてー
関連制度・施策と自殺対策の連動 第76回日本
公衆衛生学会総会, 鹿児島, 2017年10月 
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・本橋豊：世界から見た日本の自殺総合対策 
（基調講演）平成30年日本自殺総合対策学会、
東京、平成30年3月15日 
・藤原武男「子どもの自己肯定感とメンタルヘ
ルスー自殺対策との関連」、第76回日本公衆衛
生学会総会、平成29年11月1日、鹿児島 
・Takebayashi, T., Kubota, T., & Tsubaki, 
H. (2016) Risk profiles for severe mental 

health problem: Classification and 
regression tree analysis. Proceedings in 
Computational Statistics 2016 (COMPST

AT2016). 
・竹林由武・椿広計・久保田貴文 (2016). 自殺
手段の経年変化 -潜在成長曲線モデルによるパ
ターン抽出-, 第6回自殺リスクに関する研究会,
統計数理研究所,東京 
・椿 広計(2017)公的統計作成に用いるミクロ
データの本格的研究利用開始を前にして－経
緯・現状・あるべき姿，公的統計ミクロデータ
研究コンソーシアムシンポジウム基調講演，20
17. 7/25, 東京
・椿 広計(2017) 統計ミクロデータ利活用の意

義：－経済的統計から統計的経営への転換－，

第 4 回データサイエンティスト協会シンポジウ

ム，2017.10/23 東京. 
・椿 広計(2017) データによる問題解決人財育

成－総務省 EBPM 研修への日本品質管理学会

の取組み-，共同研究集会「平成 29 年度官民オ

ープンデータ利活用の動向及び人財育成の取組

み」，2017. 11/17, 東京． 
・Tsubaki, H. (2017) Keynote Speech: New 
Data sources of Japanese official statistics in 
Big data era, Seminar on Statistical Capacity 
United Nations SIAP (Statistical Institute for 
Asia and the Pacific) and Statistics Bureau of 
Japan, 2017. 12/8, Tokyo. 
・椿 広計(2018) データに基づく問題解決，総

務省政策評価に関する統一研修(中央研修)，
2018.1/16 東京 
・石原憲治, 大屋夕希子, 岩瀬博太郎：自殺対

策と連動した死因究明と法医学研究～特に無理

心中と子どもの死に焦点をあてて～. 日本自殺

総合対策学会. 2018.3.15. 東京. 

・大屋夕希子, 石原憲治, 岩瀬博太郎：異状死

発生後の遺族に対する法医解剖説明～海外法医

学研究所視察からの報告～. 日本トラウマティ

ックストレス学会. 2018.6.9、別府 

・井門正美，井上博文「北海道教育大学教職

大学院における『命の教育』プロジェクト」，

日本学校教育学会第 32 回研究大会，2017 年 8
月

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況

  なし
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 ─ ≤

⌐ ∆╢ ╩ ∫≡⅝√ ⅛╠⁸

◔▪≤ ─ ⁸₈♀꜡ ₉─

ⅎ ⁸ ⱴⱠ☺ⱷfi♩ ─≡⇔≥ꜟכ♠

₈ ⅎ╢ ₉◦☻♥ⱶ⌐≈™≡ ⇔√⁹  

≥╙─ ─ ≤⇔

≡─ ─ ╛ⱷfi♃ꜟⱫꜟ☻─

╩▪►♩◌ⱶ≤⇔≡⁸∕─ ╩ ꜠ⱬꜟה

꜠ⱬꜟה ꜠ⱬꜟה ꜠ⱬꜟ≢ ∆

╢↓≤≢ ≥╙─ ┼─ ╩ ╖√⁹ 

≢

⌐ ╦╣≡™╢ ≤

─ ─ ╩ ⇔√⁹ 

≢│ ⌐╟╢

╩ ⌐ ∆╢↓≤⅜ ≤⌂∫

≡™╢↓≤⅛╠⁸ ╩ ╘√ ─

ⱷfi♃ꜟⱫꜟ☻ ≤ ─ ⌐≈™

≡⁸ ─ ⅛╠ ⇔√⁹ 

 

C  

29 11 1 10 30 12

00 ⁸ ☿fi♃כ 4

4⌐≡◦fiⱳ☺►ⱶ⅜ ↕╣√⁹ ─

│ 200 ≢№∫√⁹ 

⌂ ─♃▬♩ꜟ│ ─≤⅔╡∞∫√⁹ 

◔▪◦☻♥ⱶ≤ ─  

☿fi♃כ  

 

≥╙─ ≤ⱷfi♃ꜟⱫꜟ☻כ

≤─  

 

≤ ─ ⇔ 

√ ⌐≈™≡ 

 

 

╩ ╘√ ─ⱷfi♃ꜟⱫ 

ꜟ☻ ≤ ─  

ꜝ▬ⱨⱤכ♫♩כ  

 

 

 
 

 ─  
 

─  

 ◦fiⱳ☺►ⱶ ≢ ╩ ─╟℮⌐

⇔√⁹ 

─ ⌐╗↑≡⁸ ─

꜠ⱬꜟ≢ ≤↕╣╢ ≤ ─

─ ⌐≈™≡ ╩ ™√™⁹ ╠╣

√ ה ─ ≢ ╩ ⌐

⇔≡™ↄ↓≤⅜ ╘╠╣╢ ⌐⁸

≤ ─ ™ ≤─ ╩ ∆╢

↓≤≢⁸╟╡ ─№╢ ─

⅜ ⌐⌂╢↓≤╩ ⇔≡╙╠℮↓≤⅜

≢№╢⁹ ≢ ↕╣√ ≤ ∆

╢ ─ ╩⁸ ─ ≢ ⌐≥─

╟℮⌐ ╘≡™∫√╠╟™─⅛⌐≈™≡⁸

⅜ ╘╠╣╢↓≤╩ ⇔√™⁹ 
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2  ─ ☻ꜝ▬♪  

 

◔▪◦☻♥ⱶ≤ ─  

☿fi♃כ  

 

│ ⌐ ↄ⁸ ≠ↄ╡≤⇔≡─

⅜ ⌐⌂╢⁹ ≤⇔≡─

◔▪ ─ ≤ ≠ↄ╡⅜ ╗↓≤≢

≤⇔≡ ⌐╙≈⌂⅜╢≤ ⅎ╠╣╢⁹           

⁸ ≢│ ─ ≤ ◔

▪◦☻♥ⱶ─ ⅜ ≤⌂∫≡⅔╡⁸2040

⌐ ↑√ ─ ≤⇔≡⁸♀꜡ ⁸

┘ ─ ה ⅜ ╘╠╣

≡™╢⁹ ≤─ ≢ ⅎ┌⁸JAGES

ⱪ꜡☺▼◒♩─ ≤⇔≡⁸ ≤℮≈

─ ⌐≈™≡─ ⅜ ⇔≈≈№╢⁹

≤ ─ ≢│ ⌐ ⌂

⅜ ╘╠╣⁸ ≤℮≈ ┘ ⌐│

⌂ ⅜ ↕╣√⁹ ╩ ╘╢↓

≤≢ ⅜ꜟ♃Ⱨꜗ◐הꜟꜗ◦כ♁─ ↕

╣⁸ ─ ╛ ─ ⌐≈⌂⅜

╢ ⅜№╢⁹↓─╟℮⌐ ◔▪≤

─ │ ≢№╡⁸♀꜡ ─ ⅎ

╙ ⌐│ ≢№╢⁹ 

 

≥╙─ ≤ⱷfi♃ꜟⱫꜟ☻כ

≤─  

  

 ⁸ ≥╙─ ⌐ │ ╠╣

⌂™⁹∕─ ≤⇔≡⁸ ─ ≥╙─

─ ↕⅜ ⇔≡™╢ ╙ ⅎ╠╣

╢⁹ ≥╙─ ⌐ ⇔≡│⁸  

⁸ Ⱡ◓꜠◒♩⁸ה ─ⱷfi♃ꜟ ⁸

⁸ ⸗ꜟכ꜡

☻▬꜠ⱪ♪כ◘⁸ꜟ♦ ⅜ ┼─

╩ ⇔≡ ⌐ ┘≈ↄ≤™℮ ╩ ⅎ╢

↓≤⅜≢⅝╢⁹↓─ ╩ ∆╢ ≤⇔≡

─ ╩ ≤⇔≡

╩ ⇔√─≢⁸∕─ ─ ╩ ∆⁹

≤⇔≡ ─ ⅜ ─ ↕≤

⇔≡™√⁹╕√⁸ ╟╡Ⱡ◓꜠◒♩─

⅜ ─ ↕≤ ╩⇔≡™√⁹

≢│◒ꜝ☻─ ╛ ┼─ ─ ↕

⅜ ─ ↕≤ ⇔≡™√⁹ ╟

╡⁸ ≥╙─ │ ⁸

⁸ ⌐╟╢ ╩ ↑≡⅔╡⁸

╩ ╘╢√╘⌐│ ╛ ⌐

⅝⅛↑≡™ↄ↓≤⅜ ≢№╢≤ ⅎ╠╣√⁹ 

 

≤ ─ ⇔√

⌐≈™≡  

  

 ─ ≢│ ₁⌂ ╖╩

ⅎ√ ─ ╩ ⌐ ≢⅝╢

╖╩ ⇔≡™╢⁹ ╩ ↑√ ⌐ ⇔≡
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╩ ╡⁸ ≢ ─ ╖─ ╩

≢⅝╢╟℮⌐∆╢⁹ ─╒⅛⌐╙ ╛

⌐╙ ╩ ℮↓≤≢⁸

⌂ ⌐ ≢⅝╢╟℮⌐⌂╢⁹∕⇔≡

─ ⅎ╢ ⁸ ⁸ ⁸

⅜℮≈ ╩ ⇔≡ ⌂ ⌐≈⌂

←≤≤╙⌐⁸ ⌂≥ ⅜ ⌂

⌐│ ⅜ ∆╢⁹ ⅜ ⌂

⌐│⁸ ⌐ ∂≡ ⌐≈⌂→√╡

⌐≈⌂→√╡∆╢⁹ ╩ ⇔⁸ ╩

⅞⁸ ┼ ↑≡ ⌂≥╩ ™⁸

⅛╠─ ╩ ∆↓≤╩ ∆⁹∕─√

╘⌐⁸ ⅜ №╢™│ ≢⅝╢

⌂≥╩ ⇔ ⌂ ╩ ∫≡™ↄ↓≤

⅜ ≢№╢⁹ 

╩ ╘√ ─ⱷfi♃ꜟⱫꜟ

☻ ≤ ─  

ꜝ▬ⱨⱤכ♫♩כ  

 │ ─ ≤⇔≡─ ─

╩ ╢↓≤│╙∟╤╪ ∞⅜⁸∕─

⌐⅔™≡ ─ⱷfi♃ꜟⱫꜟ☻─ ╩⅝∟╪

≤ ℮↓≤╙ ≢№╢⁹ 

─ⱷfi♃ꜟⱫꜟ☻≢│⁸

─ ⌐╟╢ⱷfi♃ꜟⱫꜟ☻♅▼♇◒ ─

26 82 ⁸ ⌐⅔↑

╢ ─ ─ ⌂≥⁸ⱷfi♃ꜟⱫꜟ☻

─ ≢ ⌂ ⅎ╩ ⇔≡⅔ↄ ⅜№

╢⁹ ╛ ⌐ ≠ↄ

─ ≤⇔≡─ ╩ ╕

ⅎ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⅜

╩ ⌐⇔≡⁸ ⌐⅔↑╢ⱷfi♃ꜟⱫꜟ☻

╩ ⇔ ≤⇔≡ ╡ ╪≢™ↄ↓≤⅜

≢№╢↓≤⅜ ═╠╣√⁹ 

D  

─ ─ ⅜ ╕╢

⌐⅔™≡⁸ ≤ ∆╢

─ ⌐ ∆╢◦fiⱳ☺►ⱶ╩ ∆╢↓≤

⅜≢⅝√↓≤│ ⌐⅛⌂∫≡™√⁹ 

  ⅜ ─ ∞↑⌐ ╩ ∆─≢│

⌂ↄ⁸ ∆╢ ╛ ╩ ⇔√ ≢⁸

⌐⅔↑╢ ⌂ ─ ╩ ╣╢╟℮⌐

∆╢↓≤⅜ ≢№╡⁸↓─↓≤│ ─

⌐ ↕╣≡™╢↓≤≢№╢⁹ 

F  ⌂⇔ 

G  ⁸64 10

⁸2017 ⁸◦fiⱳ☺►ⱶ 27─ ⁹ 

  ⌂⇔ 

  

─ ⌐ ↑

כ≡ ה ≤ ─  76

, , 2017 10

. 

H ─ ה  ⌂⇔ 
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⌐ ∆╢ ─≡⇔≥ꜟכ♠

Ɽ♇◔כ☺─ ≤

   ☿fi♃כ ⁸

   ☿fi♃כ ה

   ☿fi♃כ

   ☿fi♃כ

  ☿fi♃כ

─ ╩ ↕∑╢ ≢⁸ ⌐⅔™≡│ ─

≡⇔≥ꜟכ♠─╘√─ Ɽ♇◔כ☺╩ ⇔ ⇔√⁹ Ɽ♇◔

─☺כ ◖fi☿ⱪ♩⌐≈™≡│⁸ ╛ ≤─ ╩ ≡ ⌂ ╩ ⇔

⌂ ╩ ↕∑√⁹ ─ ─ ╩ ↑≡⁸

≢ ─ ⌐ ╦∑√ Ɽ♇◔כ☺─ ─ ⇔╩ ∫√⁹ ⌐ ↕

╣√ ┘ ─ ⌐ ∆╢◦fiⱳ☺►ⱶ⌐⅔↑╢ ╩ ╕ⅎ

≡⁸ ≤ ≢ ⌂ ╩ ⇔√⁹ ⌐≈™≡⁸

⌂╠┘⌐ ─ ╩ ╘⁸∕╣╠─ ╩ ↕∑√ ≢ ⌂ ╩

⇔√⁹ ≤ Ɽ♇◔₈│☺כ Ɽ♇◔₈≥₉☺כ Ɽ♇◔₉☺כ⅛

╠ ↕╣≡™╢⁹ Ɽ♇◔הꜟ♫ꜛ◦♫⁸│☺כⱵ♬ⱴⱶ≤⇔≡ ⌐ ↕╣╢↓≤⅜

╕⇔™ ≢№╢⁹ Ɽ♇◔⁸│☺כ 29 25 ⌐ ↕╣√ √⌂

≢ ↕╣√ ⌂ ⌐ ≠⅝⁸ ⌐⅔™≡ ⌂ ≤⌂╡℮╢ ⌐≈™≡ ⇔ↄ

⇔√╙─≢№╡⁸ ─ ⌐ ∂≡ ⌐⅔↑╢ ╩╟╡ ⌐ ∆╢√

╘⌐⁸ Ɽ♇◔כ☺⌐ ∆╢↓≤⅜ ╕╣╢ ≢№╢⁹ Ɽ♇◔⁸│≢☺כ

Ɽ♇◔⁸≡⇔≥☺כ ≈─ ╩ →≡™╢⁹∆⌂╦∟⁸ ⌐⅔↑╢Ⱡ♇♩꞉כ◒─ ⁸

╩ ⅎ╢ ─ ⁸ ┼─ ≤ ⁸ ⅝╢↓≤─ ┼─ ⁸ ─

─ ⇔ ⌐ ∆╢ ⁸─ ≈≢№╢⁹™∏╣╙ ─ ⌐⅔™≡⁸∆═≡─

≢ ╡ ╗↓≤⅜ ╕⇔™ ≢№╢⁹⌂⅔⁸₈ ─ ⇔ ⌐ ∆╢ ₉⌐≈™≡│⁸

╛ ╠⇔─ ⌐ ⇔√≤⅝─ ─ ╛ ╩⁸ ─ ≢ꜝ▬ⱨ☻◐ꜟ≤⇔

≡ ⌐≈↑≡╙╠℮ ⌂ ≢№╡⁸∆═≡─ ⌐⅔™≡ ⌐ ╡ ╪≢™√∞⅝√™≤

™℮ ≢ Ɽ♇◔כ☺─ ⌐ ╖ ╣╠╣≡™╢⁹ ⇔√ Ɽ♇◔כ☺│

⌐ ☿fi♃כ─ⱱכⱶⱭכ☺⌐ ∆╢≤≤╙⌐⁸

─ ⌐ ↕╣√⁹ 
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A  

Ɽ♇◔כ☺│

⅛╠ ⌐⁸ ┘ ⌐≡

⅜ ╘╠╣╢↓≤⅛╠⁸

─ ≡⇔≥ꜟכ♠ ⌐ ≡╠

╣╢╟℮⌐⁸ ☿fi♃כ⅜

╩ ╘≡⅝√⁹ 

⌐ ↕╣√

≢│⁸ Ɽ♇◔כ

☺⌐ ⇔≡ ─╟℮⌂ ⅜⌂↕╣≡™╢⁹ 

─₈ ─ ≤ ⌐⅔

↑╢ ₉─₈ ꜠ⱬꜟ─ ⌂

╩ ◘▬◒ꜟ╩ ∂≡ ∆╢₉─ ⌐

⅔™≡⁸₈ │⁸ ⌐╟╢

─ ╩ ∆╢√╘⁸

☿fi♃⁸≡™⅔⌐כ ┘ ╩

─ ↔≤⌐ ⇔⁸∕╣∙╣─

⌐⅔™≡ ∆═⅝ ╩╕≤╘√

Ɽ♇◔כ☺╩ ∆╢↓≤⌐ ⅎ≡⁸

┘ ⅜ ⇔√ Ɽ♇◔כ☺─

─ ╩ ⇔⁸ ╩

╕ⅎ≡∕╣∙╣─ Ɽ♇◔כ☺─ ╩ ╢

↓≤≢⁸╟╡ ─ ™ Ɽ♇◔כ☺╩

⌐ ∆╢↓≤≤⌂∫√⁹ 

≤│⁸↓─╟℮⌐⇔≡ ≤

⅜ ⇔⌂⅜╠⁸ ⌂  

◘▬◒ꜟ╩ ∂≡⁸ ╩ ⌐ ↕∑⌂

⅜╠ ⇔≡™ↄ ≢№╢⁹₉ 

↓─╟℮⌐ Ɽ♇◔כ☺│ ⌐

╟╢ ╩ ∆╢√╘⌐ ℮  

─ ≤⇔≡ ≠↑╠╣⁸ ⌂ Ɽ♇

─☺כ◔ │ ☿fi♃כ⅜

℮╙─≤↕╣√─≢№╢⁹ 

≥╙│⁸ ─ ╩ ↕

∑╢ ≢⁸ ⌐⅔™≡│

─ ≡⇔≥ꜟכ♠─╘√─

Ɽ♇◔כ☺╩ ↕∑╢↓≤≤⇔√⁹

Ɽ♇◔כ☺─ ◖fi☿ⱪ♩⌐≈™

≡│⁸ ╛ ≤─ ╩ ≡

⌂ ╩ ⇔ ⌂ ╩ ↕∑√⁹ 

B  

 ⌐ ∫√ ╩ ╕ⅎ≡⁸

↕╣√ ─ ╩ ⇔⁸

⌐⅔↑╢ ─ ╩ ∫√⁹ 

⌐≈™≡│ ⱪכꜟ◓ ≢─ ╩

╙≤⌐ ⇔√⅜⁸∕─ ─ ⌐≈™≡

│⁸ ⌐ ╦╣√ ┘

◦fiⱳ☺►ⱶ─ ≢

↕╠⌐ ╩ ∫√⁹↕╠⌐⁸

⌐⅛↑≡ ─ ╩ ∆╢  

┘ ⌐ ╦╢ ─  

╩ ⇔√ ≢⁸ ╩ ⇔√⁹ 

C  

 ─ ⅛╠─

⌐≈™≡  

 ≢│⁸₈ ⅎ ₉

≤⇔≡₈ ∆╢ ≢ ⅎ╢₉⁸₈ ─

⌐ ≠⅝ ∆╢₉⁸₈♩♇ⱪ⌐ ⇔≡╙╠

℮₉⁸₈ ≤ ⌐ ∆╢₉≤™℮

≈─ ⅜ ╘╠╣╢≤⇔√⅜⁸↓─ ⌐≈™

≡│ ≢│ ⇔⌂⅛∫√⁹ ⌐⅔™

≡⁸ ╛ ⅎ ⅜ ↕╣√↓≤⅛

╠ ─ ╩ ∆╢↓≤│ ╩ ↄ

⅜№╢≤™℮↓≤≤⁸ ⌐⅔™≡│↓╣

╠─ ⅜ ╡ ╣╠╣≡™╢↓≤⅛╠ │

↑╢≤™℮↓≤╙ ∞∫√√╘≢№╢⁹ 

 ╕√⁸ ≢│⁸₈ Ɽ♇

₈≥₉☺כ◔ Ɽ♇◔₉☺כ─ ≈⌐

↑≡™√⅜⁸ ≢│₈ Ɽ♇◔₉☺כ≤

₈ Ɽ♇◔⁹√⇔≥₉☺כ Ɽ♇◔כ☺≤
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╩ ⇔√ │⁸ Ɽ♇◔כ☺╙

Ɽ♇◔כ☺≤ ⌐ ⌂ ≢№╡

↕╣╢↓≤─⌂™╟℮⌐≤™℮ ™╩ ╘≡

₈ Ɽ♇◔⁹╢№≢─╙√⇔≥₉☺כ Ɽ

₈│☺כ◔♇ ⱪ꜡ⱨ□▬ꜟ≢ ╠⅛⌐

⌂∫√ ⌐ ∂≡⁸ Ɽ♇◔כ☺⌐

ⅎ≡∕─ ≢ ⌐ ∆╢↓≤⅜ ╕╣

╢ ₉≤ ≠↑√─≢№╢⁹ Ɽ♇◔

─☺כ ─ ≤ │⅔⅔╗⌡

⌐ ∂√ ≢ ≤⌂∫≡™╢⁹ 

 ─  

 ≢│⁸ Ɽ♇◔כ☺⅜ ┘

─ ─ ⅜ ⌐⅔™≡

⌐ ≢⅝╢╟℮⌐∆═⅝≢№╢≤™℮

◘▬♪─ ╩ ╕ⅎ≡⁸ ⌂ ╛

⌂ ≠↑╩ ⌐∆╢╟℮⌂ │ ↄ

≤⇔√⁹∕─ ⁸ ─ ─ Ɽ♇

─☺כ◔ ╛ ⌐≈™≡│ ⌐

╘≡⁸∆←⌐ Ɽ♇◔כ☺╙ ≤ ╩

≢⅝╢╟℮⌂ ≤⇔√⁹ Ɽ♇◔כ☺─

⅜ 32 ╕≢⁸ Ɽ♇◔כ☺─ ⅜

33 57 ≢№╢⁹∕⇔≡⁸ Ɽ♇◔כ☺─

≤⇔≡ 58 85 Ɑכ☺╕≢╩ ╛⇔≡™

╢⁸↓─ ⌐≈™≡│⁸

⁸ ⁸ ⌐⁸

ⱪ꜡ⱨ□▬ꜟ─ ⌐ ≠ↄ ─

─ ⁸ ↕╣╢ Ɽ♇◔כ☺ ⅜ ↕

╣≡™╢⁹™∏╣╙ ─ ╙⌐♃כ♦─

≤≠ↄ⸗♦ꜟ ⌂ ─ ≤ Ɽ♇◔

─☺כ ≢№╡⁸ ⱪ꜡ⱨ□▬ꜟ≤

Ɽ♇◔כ☺╩ ⌐≥─╟℮⌐ ⇔√╠

™─⅛⌐≈™≡─ ⌂ ╩ ⇔≡™

╢⁹ 

 86 339 ╕≢│⁸ ─ ─

≤⌂∫≡™╢⁹57 ╕≢⌐ ↕╣√ ─

╩◒ꜞ♇◒∆╢≤⁸ ─ ─

∆╢ ⌐ ╪≢™⅝ ≢⅝╢╟℮⌐

≢│ꜞfi◒⅜ ╠╣≡™╢⁹ 

 Ɽ♇◔כ☺│ ⌐ ↕

╣√ ⱪ꜡ⱨ□▬ꜟ⁸ 29 11

⌐ ╟╡ ↕╣√₈

─ ⅝₉⁸₈

─ ⅝₉≤ ⌂ ╩ ⇔≡™╢⁹

ⅎ┌⁸ ⁸ Ɽ♇◔כ☺⌐

∞∫√ ⸗♦ꜟ

⸗♦ꜟ Three-level Model of 

Interconnecting Suicide Countermeasures

│⁸ ⅜ ≢ ⌐⅔™≡ ∆╢

─ ™₈ ─

⅝₉⁸₈ ─ ⅝₉⌐

↕╣╢↓≤⌐⌂∫√⁹↓─ ⸗♦ꜟ│

⌐ √⌐ ↕╣√₈

─ ₉─ ╩ ☿fi♃

ꜟ♦⸗⅜כ ⇔√╙─≢№╡⁸ ─

≢№╢⁹∕─ ≤│ ─≤⅔╡≢№

╢⁹ 

 ─ ⌐ ∂≡꜠ⱬꜟ↔≤─

╩ ⌐ ↕∑╢ 

ה ה ─꜠ⱬꜟ↔≤

─ ╩ ↕∑╢  

⌐ ╢ ─ │⁸ ─ ≈─꜠

ⱬꜟ⌐ ↑≡ ⅎ⁸↓╣╠╩ ⌐ ↕∑

╢↓≤≢⁸ ⌐ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

₁ ─ ⌐ ╡ ╗ ╩

℮₈ ─꜠ⱬꜟ₉ 

╩ ⌐ ⅎ╢ ⌐ ⇔≡ ⌂

╩ ℮√╘─ ⌐╟╢ ⌂

≥─₈ ─꜠ⱬꜟ₉ 

⁸ ⁸ ─ ╖─ ╛

⌐ ╦╢₈ ─꜠ⱬꜟ₉ 

─ ╩ ⇔√╙─⅜ ⸗♦ꜟ≢№

╢⁹ 
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 Ɽ♇◔כ☺─  

 ⌐ ↕╣√ Ɽ♇◔כ☺─ │

─≤⅔╡≢№╢⁹ 

 

  

 

з Ɽ♇◔כ☺≤│ 

з  Ɽ♇◔כ☺─  

⌂ ⅎ   

з  Ɽ♇◔כ☺─ ⌐ 

≈™≡  

и ⱪ꜡ⱨ□▬ꜟ≤  

Ɽ♇◔כ☺ 

и  ⱪ꜡ⱨ□▬ꜟ⌐≈™≡

  

и  ⱪ꜡ⱨ□▬ꜟ─ ≤  

Ɽ♇◔כ☺─   

й Ɽ♇◔כ☺ 

й  ⌐⅔↑╢Ⱡ♇♩꞉כ◒─  

й  ╩ ⅎ╢ ─  

й  ┼─ ≤  

й  ⅝╢↓≤─ ┼─   

й  ─ ─ ⇔ ⌐ ∆╢  

  

к Ɽ♇◔כ☺  

к ה╙≤    

к ה    

к    

к ה    

к    

к  Ɫ▬ꜞ☻◒   

к    

к    

л ─ Ɽ♇◔כ☺ 

─   

л  ─   

л  ₩50 ─   

л  50 ─   

    

    

─ ⅝   

 

 ⱪ꜡ⱨ□▬ꜟ≤

Ɽ♇◔כ☺─ ⌐≈™≡ 

 ⱪ꜡ⱨ□▬ꜟ≤

Ɽ♇◔כ☺╩ ⇔≡ ⌐ ↕╣√

╩ ∆╢ⱪ꜡☿☻⌐≈™≡│⁸

Ɽ♇◔כ☺─ ─ ─ ⌐ ⇔√⁹ 
 

 
 
 

4.  

 ⅜ ⌐⌂∫≡ ╩ ╘√

Ɽ♇◔⁸│☺כ ⌐ ⇔√

ⱪ꜡ⱨ□▬ꜟ≤ ╦∑≡⁸ ↕∑╢

① 子ども・若者 ② 勤務・経営

③ 生活困窮者 ④ 無職者・失業者

⑤ 高齢者 ⑥ ハイリスク地

⑦ 震災等被災地 ⑧ 自殺手段

地域自殺実態プロファイルの分析に基づく地域特性の把握と課題の整理

地域特性に最適化された効果的な地域自殺対策計画を策定する

地域自殺対策政策パッケージを活用した計画策定の方向性の確認

① 地域におけるネットワークの強化

② 自殺対策を支える人材の育成

③ 住民への啓発と周知

④ 生きることの促進要因への支援

⑤ 児童生徒のSOSの出し方に関する教育

基本パッケージ 重点パッケージ

人口規模を考慮した施策の検討 重点パッケージの中から最適の施策群を選択

基本パッケージに加えて地域の特性に対応する重点パッケージを選択して計画を立案する
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↓≤⅜≢⅝√⁹ Ɽ♇◔כ☺│ ⌂╢

≢│⌂ↄ⁸ ─ ≤ ⇔√ ≢

╩ ─≡⇔≥ꜟכ♠─╘√╢∆ ≢№

╢⁹ ⌐ ≠ↄ Evidence-

based Policy-Making ⅜╕∆╕∆ ≤⌂╢

≢⁸ Ɽ♇◔כ☺│

⌐ ≠ↄ ╩ ∆╢ ⌂ כ♠

ꜟ≤⇔≡ ∆╢↓≤⅜ ↕╣╢⁹ │↕

╠⌐⁸ ≢ ↕╣√╟℮⌐⁸ ≤

⅜ ⇔⌂⅜╠⁸ ⌂ ◘▬◒

ꜟ╩ ∂≡⁸ ╩ ⌐ ↕∑⌂⅜╠

⇔≡™ↄ ⅜ ╘╠╣╢⁹ ≤

⅜ ⇔⌂⅜╠⁸ ⌂ ◘▬◒

ꜟ╩ ∂≡⁸ ╩ ⌐ ↕∑⌂⅜╠

⇔≡™ↄ ╩ ⇔≡™ↄ√╘⌐⁸ Ɽ

╢⌂╠↕─☺כ◔♇ ≤ ≥ꜟכ♠─

⇔≡─ ╩ ⇔≡™ↄ ⅜№╢⁹ 

 ╩ ⇔∕╣╩ ⇔≡™

ↄ⌐№√∫≡ ╘╠╣≡™╢ │⁸

Ɽ♇◔כ☺⌐ ↕╣≡™╢╟℮⌐⁸

─≡⇔≥Ⱶ♬ⱴⱶהꜟ♫ꜛ◦♫─

⌐ ⅎ≡⁸ ⱪ꜡ⱨ□▬ꜟ≢

↕╣≡™╢╟℮⌂ ≢─ ⌂ ╩

≤⇔≡ ⇔≡™ↄ↓≤≢№╢⁹∕─

√╘⌐│⁸ ™ ─ ≤ ⅜

≢№╢⁹ ⱪ꜡ⱨ□▬ꜟ≤

Ɽ♇◔כ☺╩ ⇔⁸ ─ ₁⌂

╛ ─ ╩ ╢↓≤≢⁸

◘▬◒ꜟ⌐ ≠ↄ ⌐⅔↑╢ ⌂

⅜ ↕╣╢↓≤⅜ ↕╣╢⁹ 

 ⌂⇔ 

 

  

1) Yutaka Motohashi, Yoshihiro Kaneko and

Koji Fujita: The Present Trend of Suicide 

Prevention Policy in Japan. Suicide Policy 

Research 1(1), 1-7, 2017. 

2) Yutaka Motohashi, Kayako Sakisaka,

Yoshihiro Kaneko, Koji Fujita and Manami 

Ochi:  Launch of the New General 

Principles of 

Suicide Prevention Policy in Japan. 

Suicide Policy Research  1(1), 14-15, 

2017. 

3) Japan Support Center for Suicide

Countermeasures (translation): The General 

Principles of Suicide Prevention 

Policy~Realizing a Society in Which No One 

Is Driven to Take Their Own Life. Cabinet 

Decision, 25th July 2017. Suicide Policy 

Research. 1 (1), 16-45, 2017. 

4)  ─ ⅛╠─ꜞ◌Ᵽꜞכ

√⌂ ⌐╙≤≠ↄ

, 64, 27-31, 2018. 

5) ☿fi♃כ  

Ɽ♇◔כ☺ ☿fi♃⁸כ

⁸2017 12  

https://jssc.ncnp.go.jp/policypackage.php 

  

─ ⌐ ↑≡

כ ה ≤ ─  76

, , 2017 10

. 

 ⅛╠ √ ─  

 30

⁸ ⁸ 30 3 15  

─ ה  ⌂⇔ 
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2 ⱨ◊כꜝⱶ 
─ ─▬ⱡⱬכ◦ꜛfi╩ ⅎ╢◄ⱦ♦fi☻

2018 1 20  

   ☿fi♃כ ⁸

    
  ☿fi♃כ

  ☿fi♃כ ה

ⱨ◊כꜝⱶ│ ⌐ ∆╢ ₁⌂ ╩ ─ ⅜ ⇔⁸⅔ ™─

╩ ∆╢↓≤╩ ≤⇔≡™╢⁹ ⌐│⁸ ─

─ ╩ ⇔⁸₈ ─ ─ ₉≤™℮ ╩⇔≡™√∞™√⁹

─◦fiⱳ☺►ⱶ≢│⁸₈ ─ ─▬ⱡⱬכ◦ꜛfi╩ ⅎ╢◄ⱦ♦fi☻₉≤™℮♃▬♩ꜟ≢

─ ─ ⅜№∫√⁹ 

≤ ≢│⁸ ⌐⅔↑╢ ─ ─ √⌂ ≤⇔≡⁸ ≢№╢

ⱶfiה☺▼▬fi ─ ⌐⅔™≡⁸ ⌐ ╘╢∆═≡─ ⁸ ⅎ┌ ☿fi

⁸כ♃ ™─∟─ ⁸ ⌂≥│⁸ ⌂╢ ╩ ∆╢√╘⌐ ≤ ⇔≡

≢ⱨ◊כꜝⱶ╩ ↕╣√↓≤⁸ ─ 100 ─ ⌐ ⅜ ╡ ╣╠╣√↓≤

⌂≥⁸ ─ ⅜ ↕╣√⁹ 

◦fiⱳ☺►ⱶ₈ ─ ─▬ⱡⱬכ◦ꜛfi╩ ⅎ╢◄ⱦ♦fi☻₉≢│ ─ ⌐╟╡

─ ⅜⌂↕╣√⁹ Ⱳꜝfi♥▫▪≤ ꜟ♃Ⱨꜗ◐הꜟꜗ◦כ♁╢∆ ⌐╟

╢ ─ ⌐ ↑√ ⁸ ─ ⅛╠ √ ⁸

⌐ ∆╢ Ⱶ◒꜡♦כ♃─ ⸗♦ꜟ─ ⁸

╩ ⇔√ ─ ⁹ ↕╣√ ─ꜟ♃Ⱨꜗ◐הꜟꜗ◦כ♁⁸│ ⌐╟╢

─ ─ ⁸ ⅜ ⌐ ╓∆ ⁸ Ⱶ◒꜡♦כ♃─

⌐╟╢◄ⱦ♦fi☻─ ⁸ ╩ ⇔√ ⌐ ∆╢ ─ ⌂≥≢№╡⁸™∏╣╙

─ ─ ≢№∫√⁹   
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A  

ⱨ◊כꜝⱶ│⁸ ─ ⌐ ⇔

≡ ⌂ ╩ ℮↓≤╩ ≤⇔≡™

╢⁹2018 1 20 ⌐ ↕╣√

ⱨ◊כꜝⱶ≢│₈ ─

─▬ⱡⱬכ◦ꜛfi╩ ⅎ╢◄ⱦ♦fi☻₉≤™

ⱴ─╙≤⌐⁸כ♥℮ √⌂ ⌐

╙≤≠⅝ ↕╣╢ ─ ─

⌐≈™≡⁸ ╩ ⇔√⁹ 

2017 7 25 ⌐ ↕╣√

≢│⁸ ─ ≤⇔≡ ─

≈⅜ ↕╣√⁹∆⌂╦∟⁸ ⅝╢↓≤─

⌂ ≤⇔≡ ∆╢⁸ ≤

─ ⌂ ╩ ⇔≡ ⌐ ╡ ╗⁸

─ ⌐ ∂≡꜠ⱬꜟ↔≤─ ╩

⌐ ↕∑╢⁸ ≤ ╩ ≤⇔

≡ ∆╢⁸ ⁸ ⁸

⁸ ⁸ ┘ ─ ╩

⇔⁸∕─ ה ╩ ∆╢⁸≢№╢⁹ 

ⱨ◊כꜝⱶ≢│⁸ ≤⇔≡⁸

─ ─

╩ ⇔⁸ ╩⅔ ™⇔√⁹ 

╕√⁸ ─◦fiⱳ☺►ⱶ≢│⁸

─ ⌐≈⌂→╢√╘─ ─ ⌐≈

™≡ ╩ ⇔⁸ ┼ ≢⅝╢↓≤╩

≤⇔√⁹ 

 

B  

ⱪ꜡◓ꜝⱶ│ ─≤⅔╡≢№∫√⁹ 

2018 20  

  

50  

ⱪ꜡◓ꜝⱶ  

 

  ☿fi♃כ  

─  

 

 ( ☿fi♃כ) 

♃▬♩ꜟ ─ ─

 

 

⁸

 

─  

◦fiⱳ☺►ⱶ ─ ─▬ⱡⱬכ◦ꜛ

fi╩ ⅎ╢◄ⱦ♦fi☻ 

Ⱳꜝfi♥▫▪≤ ꜗ◦כ♁╢∆

ꜟ♃Ⱨꜗ◐הꜟ ⌐╟╢ ─ ⌐ 

↑√  

☿fi♃כ

 

─ ⅛╠ √  

 

⌐ ∆╢ Ⱶ◒꜡♦כ♃

─ ⸗♦ꜟ─  

 

╩ ⇔√ ─  

OVA    

  

C  

 ╟╡  

─ ─  

 ⁸ 

  

 

│⁸OECD ⌐⅔™≡ 13 ≢

⅜ ╙ ⅛∫√⁹2011 ⅛╠ │ ₁

⌐ ⇔≡⅝≡™╢⁹2016 ─ │

13,092 ≢⁸2011 ─ 15,906 ≤ ⇔≡

17.7 ─ ≢№∫√⁹2016 ─ │

10 25.6 ≢№╡⁸↓╣│ 20 ─

─ ≢№╢⁹ ≢│ ⅜ ─ ≈

≢№╢↓≤╩ ⅎ╢≤⁸ ⅛≈ ⌂ ≢
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№╢⁹ 

KASP │ 2003 ⌐

↕╣⁸ ↄ─ ◐ꜗfiⱭכfi╩

⇔≡⅝√⁹2004 ≤ 2008 ⌐│⁸

│ ╩ ⇔√⅜⁸≥─

╙ ⅝⌂ ⌐│≈⌂⅜╠⌂⅛∫√⁹2011

⁸ │ ╩ ↕∑√⁹ ─

╙№∫≡⁸↓─ │ ─

⌂ ≤⌂∫√⁹≤╡╦↑ ⌐⅔™≡

⌂ ⅜ ╣⁸ ⌂ ─

⌐╟∫≡ ─ ⅜ ⇔√⁹

⅜▪♪fiכꜞ◒☻│≢ ↕╣√⁹♁►ꜟ

─ ⁸ ⅎ┌ ≢│⁸ ⅜ ↕╣

⅜ ⇔√⁹2011 ⌐│

⅜ ─ ⱪ꜡◓ꜝⱶ╩

⇔√⁹ ─ⱪ꜡◓ꜝⱶ≢│⁸ כ◔⌂

☻╩ ∆ⱦ♦○ ⌐╟╡ ─ ◦◓♫ꜟ

─ ⁸ ꜞ☻◒─ ⌂ ⁸

╛ ┼─ ╩≥─╟℮⌐ ℮⅛⌐

≈™≡ ⅎ╢ ≢№∫√⁹ ☿fi

כ♃ KSPC │↓─ⱪ꜡◓ꜝⱶ─ ⌐ ╘⁸

↓╣╕≢⌐ 37 ─ ⅜↓─ⱪ꜡◓ꜝ

ⱶ╩ ⇔√⁹ ↑⁸ ↑⁸

↑─ⱪ꜡◓ꜝⱶ╙ ↕╣⁸ ≢│∕╣╩

∆╢↓≤⅜ ≢№╢⁹ 

☿fi♃כ│ 2011 ─

⌐ ∂≡ ↕╣√⁹☿fi♃₈│כ◔fi♅ꜗ

♫ ₉≤™℮ ╩ ∆╢ꜞ

╩fiכfiⱭꜗ◐כ꜠ ↕∑⁸ ╙↓╣⌐

⇔√⁹╕√⁸☿fi♃כ│ ꜞ♫כꜗ☺─

☻♩ ≤ ⇔≡ ⌐ ∆╢ ╩

™⁸ⱷ♦▫▪ ─⸗♬♃ꜞfi◓╩ ↑≡™

╢⁹47 ─ ≢│⁸ ⌐ ⇔≡

⌐⅔↑╢ ⱪ꜡◓ꜝⱶ╩ ⇔≡™

╢⁹ⱪ꜡◓ꜝⱶ╩ ⇔√ ≢│⁸ ⇔≡

™⌂™ ≤ ⇔≡ ⅜ ⇔√⁹

☿fi♃כ≢│ 2015 ⁸

≤ ⇔≡⁸ ┘

─ ⌂╠┘⌐ ╩

∫≡™╢⁹♁►ꜟ ─ ⱡ►◊fi ⁸

◒□fi☺ꜙ ⌂≥™ↄ≈⅛─

≢│⁸↓─╟℮⌂ ⌂ ⌐╟╡

⅜ ∆╢↓≤≢ ─ ╩

⇔≡⅝√⁹ 

 ─ │ ─ ─

⌐ ⌂⅛╠∏ ╩ ↑≡™╢⁹ ⌐ ─

│ ─ ◐ꜗfiⱭכfi─ ⅝⌂ ≤

⌂∫≡™╢⁹ ⌐│⁸2000 ⁸

⌐╟∫≡ ╩ ∫√ ₁⅜ ─ ↕

⌐≈™≡─ ⌐ ∆╢ ╛⁸

ꜝ▬ⱨꜞfi◒⅜ ╩ ⌐ ⅎ√ ≢

№╢⁹↓╣╠─ ⌐ ⅎ╢ ≢⁸ ─

│ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔⁸2006

⌐ ╩ ↕∑√⁹ ╩

⌐⇔√ ꜠ⱬꜟ─ ⅜ ⇔√↓

≤│ ⅝⌂ ≢№╡⁸↕╠⌐ │ Action-

J ─╟℮⌂ ⌐ ≠ↄⱪ꜡◓ꜝⱶ⌐╙

⇔√⁹ ╩ ⇔⁸ ⌐

≢◌Ᵽכ≢⅝╢ ╩☻ⱦכ◘

⇔√↓≤╙ ⅜ ⅝™⁹↕╠⌐ ─

☿fi♃כ⅜ ─

─ ╩ ™⁸ ─ ⅜ ∆╢

♩♇ⱪ☿Ⱶ♫כ╩ ⇔≡™╢↓≤│ ⌐

∆╢↓≤≢№╢⁹ⱨ▫fiꜝfi♪─ ∆═≡

─ │ ╕√ ─ ≢ ╣√

≢№╢⁹↓─ ≢ ∆═⅝│⁸

─ ⌐╟╡⁸ ⇔√ ↄ─ ⅜∆═≡

─ ╩ ⇔⁸ ╘─↓≤┌╩⅛↑⁸

⅜ ⌐ ∫√ ╩ ∆╢≤™℮ ╩

∫√ ≢№╢⁹ 

 ⌐⅔↑╢ ─ ─ √⌂

│ 2017 ⌐№∫√⁹ ≢№╢

ⱶfiה☺▼▬fi ─ ─

₈ 1 ₉⌐⁸ ⅜ ⇔√─≢

-24-



№╢⁹ │ ⌐≈™≡ √∟⅜ ╡

╪≢⅝√↓≤╩ ⅎ√⁹ ⌐ ╘╢∆

═≡─ ⁸ ⅎ┌ ☿fi♃⁸כ

™─∟─ ⁸ ⌂≥│⁸ ⌂╢

╩ ∆╢√╘⌐ ≤ ⇔≡

≢ⱨ◊כꜝⱶ╩ ⇔√⁹∕─ ⁸

─ 100 ─ ⌐⁸ ⅜ ╡

╣╠╣√⁹ │╟╡ ⌂

╩ ∆╢╟℮ ⇔√⁹ ─

⌐ ⅎ╢⅛√∟≢⁸ ⅜ ₁⌐

╩ ⇔⁸ ↕╣√ ⅜

≢ ↕╣╢↓≤≤⌂∫√⁹2 ⌐│⁸

⌐╟╢ ⱨ◊כꜝⱶ⅜ ≢

⇔⁸ ⌐╟╡ ↕╣√ 5 ─

╩ ∆╢ ⅜ ⌐ ╦╣╢⁹↕╠

⌐⁸2020 ╕≢⌐ 200 ⅜ ↕╣

√ ⱪ꜡◓ꜝⱶ╩ ∆╢≤™℮ ╩

∆╢√╘⁸ ╩ ∆╢ⱨꜟ♃

▬ⱶ ─ ⅜ ╦╣╢↓≤≤⌂∫≡™╢⁹

↓─ ─√╘⌐ │ ╩ ↑╢⁹

─ ⌐│ ╙ ↕╣╢⁹╕

√ ⅜ ↕╣⁸ ─ ─╙≤⁸

↕╕↨╕⌂ ─ ⌐╟∫≡ ─

╩ ⇔≡™ↄ ≢№╢⁹ 

 │⁸▪☺▪─ ≢ ─ ╩

⇔√ ─ ≢№╢⁹ │↓─ ⌂ ╩

ⅎ╢ ─ ≢№╢⁹ │

─ ↄ─ ≢ ⇔ ╢ ⌂ ≢№╢⁹

─ ≤⇔≡⁸ ⌐ ↑≡ ⌂

╩ ℮↓≤⅜≢⅝╢╟℮⌐⁸ ≤ ─

≤ ⅜ ↄ↓≤╩ ⇔≡™╢⁹ 

 

◦fiⱳ☺►ⱶ  

Ⱳꜝfi♥▫▪≤ ꜗ◦כ♁╢∆

ꜟ♃Ⱨꜗ◐הꜟ ⌐╟╢ ─ ⌐

↑√  

☿fi♃כ

≤ ⱶכ♅  

 

╦⅜ ─ │ 2003 ╩Ⱨכ◒⌐

≤⇔≡│ ₁⌐ ⌐№╢⅜⁸19

─ ⌐≈™≡│⁸600 ≤╒╓ ┌™

≢№╡⁸ ⌐ ╘╢ │ ↄ⌂∫≡™

╢⁹ ∕↓≢⁸ (2016 4

)⌐⅔™≡│⁸ ≥╙⅜ ⌐ ™ ╘╠

╣≡™╢≤ ∂√ ⌐ ≢⅝╢ ⌐₈SOS₉

╩ ∆↓≤⅜≢⅝╢╟℮⌂ ╩⁸ ─ ≢

∆╢↓≤⌐ ╩ ≡≡™╢⁹ 

∕╣⌐ ⅎ≡⁸ ─ ≢№╢

╩ ←↓≤│⁸ ⅜ ™ ≥╙╛

─╖⌂╠∏⁸ ╩ ∫√╡⁸ ⇔√╡⁸

≢ ╩ ⇔√ ⌐≤∫

≡╙ ≢№╢⁹∕─√╘⌐│ ╩ ∆

╢ ⌐ ≤∆╢◘ⱳכ♩⅜ ╠╣╢╟℮⌂◖

Ⱶꜙ♬♥▫╩ ∆╢ ⅜№╢ ( ╠⁸

2017)⁹ 

≢│⁸ ₁│⁸2004 ⁸ ⌐╟

╢ Ⱳꜝfi♥▫▪ⱪ꜡◓ꜝⱶ

ΓREPRINTS®Δ╩ ה ⇔≡⅝√⁹ ⁸

400 ─ Ⱳꜝfi♥▫▪⅜ ╩

≤⇔√ 14 ─ 80 ⅛ ─ ⁸ ⁸

⁸ ─ ╩ ⌐ ⇔

─ ╖ ⅛∑╩ ∫≡™╢⁹ 

ΓREPRINTS®Δ⌐≈™≡│ ⌐⅔™

≡ ≥╙≤ Ⱳꜝfi♥▫▪⌐ ⇔≡⁸∕─

⅜ ↕╣≡™╢ (Fujiwara et 

al. 2009; Yasunaga et al. 2016)⁹ 

↓─╟℮⌂ ⱪ꜡◓ꜝⱶ

(intergenerational program)│♁הꜟꜗ◦כ

◐ꜗⱧ♃ꜟ─ ╩ כ♁⁹╢™≡⇔≥

◦ꜗꜟ◐ꜗⱧ♃ꜟ│⁸ ₁─ ╩ ⌐

∆╢↓≤⌐╟∫≡⁸ ─ ╩ ╘╢↓≤

─≢⅝╢⁸₈ ₉₈ ₉₈Ⱡ♇♩꞉₉◒כ

≤™∫√ ─ ≤ ↕╣≡⅔╡⁸
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╛ ⌐≤∫≡ ≢ ─№╢Ⱬ

ꜟ☻ⱪ꜡⸗כ◦ꜛfi ≤ ⅜ ™⁹ 

 ↓℮⇔√ ╩ ╕ⅎ≡⁸ ─ ⱪ꜡☺

▼◒♩≢│⁸ √⌐ ( )

≤ ( )╩ⱨ▫כꜟ♪≤

⇔√⁹ΓREPRINTS®Δ╩ ⇔≡⁸ ⌐

⇔≡⁸ ╩ ꜗ◦כ♁⁸⌐╙≥≥╢╘

ꜟ◘ⱳה♩כⱠ♇♩꞉כ◒╩ ∆╢ ⱪ꜡

◓ꜝⱶ╩ ∆╢╙─≢№╢⁹∕─ ⱪ꜡◓

ꜝⱶ│ ─ Ⱳꜝfi♥▫▪⌐╟╢ ⌐

╪∞ ─ ╖ ⅛∑─Ɽכ♩≤ ─

⌐╟╢ ─Ɽכ♩⅛╠ ↕╣╢⁹ 

│⁸ ╖ ⅛∑Ⱳꜝfi♥▫▪⅜

⌐ ⇔≡₈ ─ ↕₉╛₈≈⌂⅜╡₉⌂≥╩

≤⇔√ ╩ ℮ ⌐ ╕⇔™ ╖

⅛∑─№╡ ╛ ─ ⌐≈™≡⁸

ΓREPRINTS®Δ◦♬▪Ⱳꜝfi♥▫▪≤

⅛╠⌂╢꞉כ◐fi◓◓ꜟכⱪ╩ ∟

→ 5 ─ ╩ ⌡≡⁸ ⅝─ ╩

∆╢⁹ 

™∏╣│⁸↓╣╠─ ⱪ꜡◓ꜝⱶ╩ ⇔≡⁸

≤ Ⱳꜝfi♥▫▪⅜ SOS ─ ╩№→

√™ ─ ⅝ ↑ ≤⌂╢↓≤╙ ⇔≡™

╢⁹ 

 

─ ⅛╠ √  

 

 

╩ ╗ ↄ─ ≢ │ ⅝⌂

≤⌂∫≡™╢⁹ WHO ─ ⌐

╟╢≤ ≢ 1 3000 ⁸30 ⌐ 1 ⅜

╠ ╩ ∫≡™╢⁹╕√⁸ 45 ≢

─ │ 60 ╙ ⇔≡⅔╡⁸ ─

│ ≢╟╡ ⇔≡™╢⁹↓─╟℮⌂

⁸ │ ╩ ⇔≢╙ ╠∆

√╘⌐ ⅜≢⅝╢─≢№╤℮⅛⁹╕√

╩ ─ ≤⇔√ ≢⌂ↄ≤╙ ₁

─ ─ ╩ ∆╢╟℮⌂ ╩ ℮↓≤

≢ ⌐ ™ ╕╣╢ ₁─ ╩ ⌂ↄ∆╢↓

≤⅜≢⅝╢─≢№╤℮⅛⁹ ≢│⁸

╛♃כ♦ ╩♃כ♦─ ™≡⁸ ≤

≤─ ╩ ∆╢ ⁹ 

≤ ⌐│ ⌐ ™ ⅜№

╢↓≤⅛╠ ╩ ∆╢ ╛

│ ⌐ ╩ ⅎ╢ ⅜№

╢⁹∕↓≢⁸1980 ─ 21 ◌ ─

╩♃כ♦ ™ ─ ⅜ ─

≤≥─╟℮⌐ ⇔≡™╢⅛⌐≈™≡ ╩

∫√⁹ ≢│ ─ │ ⅜ ה

∆╢ ─ ⌂ ≤⇔≡ ™⁸

─ ╛ ╩ ⌐ ╘╢

⅜ ╩ ∆╢≤⅝⌐│ ⅜ ∆

╢ ⌐№╢↓≤╩ ╠⅛⌐⇔√⁹ 

↕╠⌐⁸ ⌐≥─╟℮⌂ ⅜ ⌐

╩ ⅎ╢─⅛╩ ∆╢√╘⌐⁸

⅜ ╛ ⌐ ⇔╗ ₁─ ╩ ∆

╢╟℮⌂ ╩ ⇔√ ⁸ ─ ⌐

≈⌂⅜╢⅛≥℮⅛╩ ─ ╩♃כ♦

™≡ ⇔√⁹∕─ ⁸ ╛

⌂≥─ ─ ⅜ ─ ⌐

╩ ⅎ╢↓≤╩ ∆╢ ╩ √⁹ 

 

⌐ ∆╢ Ⱶ◒꜡♦כ

♃─ ⸗♦ꜟ─  

 

 

 ─ꜞ☻◒⅜ ∆╢ⱪ꜡☿☻⌐

⅔™≡│⁸ ה ה ה ≤™∫√

⌂ ─ ─ ⅜ ∆╢↓≤⅜

↕╣≡™╢⁹⇔⅛⇔⌂⅜╠⁸∕─

─Ɽ♃כfi⌐≈™≡─ │ ≢

⇔≡™╢⁹ ₁│⁸ ₁─ ◒ꜝ☻♃ꜞfi

◓ ╩ ( ⁸ ⁸
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)⌐ ⇔⁸ ≤ ∆

╢ ⌂ ─ ⌂ ─Ɽ♃כfi⌐≈

™≡ ╩ ∫≡⅝√⁹∕─ ⁸

⅜⁸1) ─ ⌂ꜞ☻◒ ≢№╢

╩ ∆╢ K6╩ ╪≢™╢↓≤⁸

2) ⌂☻♩꜠☻⌐ ⅎ⁸ ⌂ ⁸

⌐ ∆╢ ╩ ╪≢⅔╡⁸ ⌂ꜞ

☻◒ ─ ─Ɽ♃כfi╩ ∆╢ ≢

⅜ ™↓≤╩ ╠⅛⌐⇔√⁹

─Ɽ♃כfi ─ ⁸ ─Ɫ▬ꜞ☻◒

( ⁸ ⁸ )≢│⁸

⇔≡ ☻♩꜠☻≤ ⅜

─ ╩ ∆╢ ≢⁸ ☻♩꜠☻

≤ ─ ─Ɽ♃כfi⅜ ≢

⌂╢↓≤╩ ╠⅛⌐⇔√⁹ 

 ╩ ⌐ ╘╢√╘⌐│⁸ ꜠

ⱬꜟ≢─ ─ ⌐ ∂√ ─ ⅜ ╘

╠╣≡™╢⁹∕─√╘⁸ ≢│⁸↓╣╕≢

─ ╩ ╕ⅎ√ ≢⁸ ⌐≈

™≡ 33 ⌐ ≠ↄ ╩ ™⁸

╩ ⇔√ ╩ ™⁸ ꜞ☻◒

─ Ɽ♃כfi╩ ∆╢⁹ 

 

╩ ⇔√ ─  

OVA  

 

─ 15 ⅛╠ 39 ╕≢─ ─ ⅜

≢№╡⁸ ⇔≡╙ ⌐⅔↑╢

─ │ ⌂ ⅜ ™≡™╢⁹▬fi♃כⱠ

♇♩ ≢ ∆╣┌ ⌂ ─ ⅜

⌐ ≢⅝⁸╕√ ≢│ ─ ≢

╩ ∑⌂™ ─₈ ⌐√™₉─ ≢

╣≡™╢⁹2017 ⌐│₈ ⌐√™₉≤

≢≈┬╛™√ ⅜ ⌐⌂╡⁸ ╩ ╦╣

╢≤™℮ ╕⇔™ ╙ ⅝≡⇔╕∫√⁹ 

 ⁸ ─ │♥◐☻♩≢ ≢⅝╢ⱷ

ꜞⱪ▪☺כ☿♇ ╩ ⌂◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛ

fi─ ≤⇔≡ ⇔≡™╢⁹ ⌂≥

╦⌂™◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi ⌐╟╢

│⁸ ⌐≤∫≡ ⅜ ™⁹ ⌐☼כ♬─

╟╡ⱴ♇♅⇔√♥◐☻♩≢─ ─ ≤

─ ⅜ ≤⌂∫≡™╢⁹ 

 │ ╩ ⅎ√ כꜞ♩►▪⌐

♅∆╢√╘⌐⁸2013 ╟╡▬fi♃כⱠ♇♩╩

כⱤכ◐♩כ◕√™ ╩ ∫≡⅝√⁹

⌐│ ◄fi☺fi╩ Ɫ▬ꜞ☻◒ ─☻◒

≥◓fi♬כꜞ ≡⁸₈ ₉₈ ⌐√

™₉ ╩ ◄fi☺fi≢ ═≡™╢ ─

⌐כ◙כꜚ─ ⇔⁸ ╩ ⇔⁸▬

fi♃כⱠ♇♩ ≢ ╩ ↑╢ ─ ╩

⇔⁸◘▬♩⌐ ∆╢↓≤≢⁸▬fi♃כⱠ♇♩

≢ ╩ ⌐ ↑⁸ ─ ╩▪☿

☻ⱷfi♩⇔⁸ ≢ ∆╢↓≤⅜ ⌂

⌂ ┼≈⌂⅞⁸ ╢₈▬fi♃כⱠ♇

כⱤכ◐♩כ◕ה♩ ₉≢№╢⁹ 

≤─◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi │ⱷהꜟכ

♅ꜗ♇♩╩ ⌐⁸ ⌐ ∂≡ ה ≢

─ ╙ ∫≡™╢⁹↓╣╠─ │

⁸ ─ ⌐╟╢♅

≢ⱶכ ℮⁹ 

≢│ ╩ ⇔√ ╩╟╡

⇔≡™ↄ√╘⌐⁸↓╣╠▬fi♃כⱠ♇♩כ◕ה

כⱤכ◐♩ ─ ─ ╙

╗ ─ ⌂ ─ ╛ ⁸ ─

≤ ⌐ ↑√ ─ ⌐≈™≡ ↕╣

√⁹ 

 

D.  

≢│⁸ ⌐ ─ ─

─ ╩⇔≡™√∞™√⁹ ⌐⅔↑╢

─ ─ √⌂ ≤⇔≡⁸

≢№╢ ⱶfiה☺▼▬fi ─

⌐⅔™≡⁸ ⌐ ╘╢∆═≡─ ⁸

ⅎ┌ ☿fi♃⁸כ ™─∟─
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⁸ ⌂≥│⁸ ⌂╢ ╩

∆╢√╘⌐ ≤ ⇔≡ ≢ⱨ◊כ

ꜝⱶ╩ ↕╣√⁹∕─ ⁸ ─

100 ─ ⌐⁸ ⅜ ╡ ╣╠╣

√⁹↓─↓≤│ ⅜ ─ ⌐

⌐ ∆╢↓≤╩ ⇔⁸ ⌂↓≤∞

∫√⁹ ─ ⌐⅔™≡⁸

─ ─ ⅎ┌

─ ⅜ ╡ ╣╠╣⁸ ─

─ ⌐ ∆╢↓≤⅜ ↕╣╢⁹ ─

≢╙ ╣╠╣√⅜⁸ ≤ ⅜ ─

⌐№√∫≡ ⌂ ╩ ℮↓≤

≢⁸ ─ ─ ─ ⌐≈⌂⅜╢↓

≤⅜ ╕╣╢⁹ 

─◦fiⱳ☺►ⱶ⌐⅔™≡│⁸ ─

─ ⌐ ∆╢ ⅜ ↕╣√⁹♁

─ꜟ♃Ⱨꜗ◐הꜟꜗ◦כ ⌐╟╢

─ ─ ⁸ ⅜ ⌐

╓∆ ⁸ Ⱶ◒꜡♦כ♃─

⌐╟╢◄ⱦ♦fi☻─ ⁸ ╩

⇔√ ⌐ ∆╢ ─ ⌂≥⁸™

∏╣╙ ─ ─ ─ ⌐ ⅛

∆↓≤─≢⅝⌂™ ≢№╡⁸∕─ ─

⅜ ◦fiⱳ☺►ⱶ≢ ↕╣√ │ ⅝

™⁹ ╩™⅛⌐ ─ ⌐ ⅛⇔≡™

ↄ⅛⁸ ⅝ ⅝ ─ ╩ ∆╢⁹ 

 ⌂⇔ 

 

 ⌂⇔ 

 2 ⱨ◊כꜝⱶ 

 

─ ה  ⌂⇔ 
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◌fiⱲ☺▪ ⌐⅔↑╢ ─ ≤

    ☿fi♃כ ⁸

   ☿fi♃כ

    ☿fi♃כ ה

  ☿fi♃כ

WHO ☿fi♃⁸≡⇔≥כ WPRO ⌐ ∆╢◌fi

Ⱳ☺▪ ⌐⅔↑╢ ┘ ─ ╡ ╖─ ≤ ⌐≈™≡ ╩ ∂≡ ╠⅛

⌐⇔⁸ ─ ⌂ ─ ≤ ─ ╩ ℮↓≤╩ ⌐ ╩ ⇔√⁹

2017  12  5 ⅛╠ 9 ⌐⅛↑≡◌fiⱲ☺▪ ╩ ⇔⁸◌fiⱲ☺▪

Ministry of Health MoH ⁸WHO ◌fiⱲ☺▪ ⁸  NGO  TPO Transcultural 
Psychosocial Organization ⁸ Japan International Cooperation Agency; JICA ─

≤─ ╩◓ⱥ▪ꜞfiה ∫√⁹

≤ ◌fiⱲ☺▪ │⁸1970 ─ ┘ⱳꜟהⱳ♩ ─◒ⱷכꜟהꜟכ☺ꜙ⌐╟

╢ ⌐╟∫≡⁸ ─ ⁸ ╩☻ⱦכ◘ ⅎ╢ ┘ ╙ ╩

↑√√╘⁸ ≢╙ ─ ⅜⌂ↄ⁸ │ ⁸ │∂╘ ╡ ╖⅜

∟ ╣≡™╢⁹ ─ │ ⌂ↄ⁸ ⌐╟╢ ─ │ ⌐ ↕╣≡™╢√╘⁸

≢│ⱷfi♃ꜟⱫꜟ☻◘כⱦ☻─ ⅜≢⅝≡™⌂™⁹╕√⁸ⱳꜟהⱳ♩ ≢─◒ⱷכꜟהꜟכ

☺ꜙ⌐╟╢ ⅜⁸ ₁─↓↓╤─ ⌐ ╙ ╩ ⅎ≡™╢⁹ ⌐⅔↑╢ ⌐ ∆

╢ ⁸ ╙ ⌐ ™⁹ ─◌fiⱲ☺▪ ╙⁸ⱷfi♃ꜟⱫꜟ☻◘כⱦ☻─ ה ─

│ ⇔≡™╢╙──⁸ ─ ⌐ ⅎ≡⁸ ─ ⌐⅔↑╢ ⅜⁸ ─

╛ ⌐⅔↑╢ ⅜ ↕╣≡⅝√↓≤⌂≥⌐╟╡⁸ⱷfi♃ꜟⱫꜟ☻ │ ⌐ ╣≡

™╢⁹ ⌐ ∆╢ ◦☻♥ⱶ─ │ ≢№╢⅜⁸ ⌐≈™≡│⁸ ⌐╟╢

⌐ ─♃כ♦╢∆ ⁸ ◦☻♥ⱶ⅜ ↕╣≡⅔╠∏⁸╒≤╪≥ ╙ ╦╣≡™⌂™─⅜

≢№╢⁹ ה ⌐⅔™≡│ ◦☻♥ⱶ ─ ╛ ◦☻♥ⱶ─ ⁸№╢

™│ ─ ≠ↄ╡┼─ ⁸↕╠⌐│ ⌐╟╢ ─ ╛ ≤⇔≡─

⌂ ⌂≥┼─ ╙ ≤ ╦╣╢⁹ ╛ ─ ⅜ ⌐ ⇔

≡™╢◌fiⱲ☺▪ ─ ה ─ ⌐⅔™≡│⁸ ─ ⌂ ─ ⅜

≢№╢≤ ⅎ╠╣╢⁹⇔√⅜∫≡⁸ ≤⇔≡─ ╛

⌂≥─ ≤≤╙⌐⁸ ─ ꜟכ♠ ⱪ꜡ⱨ□▬ꜟ╛

Ɽ♇◔כ☺⌂≥ ╩ ┘ ⇔≡™ↄ↓≤⅜ ≤⇔≡ ≢№╢≤ ⅎ╠╣╢⁹
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A  

≢│ 80 ⅜ ⌐╟╡ ⇔

≡⅔╡⁸ ⌐╟╢ │ ─

─ 1.4%╩ ╘⁸ ≢│ 17 ≢№╢

2015 1)⁹ ⌐╟╢ ─ 78 │

≢ ⇔≡⅔╡⁸ │ ─

20 ™╢≤ ↕╣╢ 1)⁹ ⁸ⱷfi♃ꜟ

│ Global Burden of Disease ≢

─ ─ 14 ╩ ╘≡⅔╡⁸∕╣╠╩

⇔√ 75 ─ ₁│ ⌐⅔╡⁸

─ ┼─▪◒☿☻╩ ⇔≡™⌂

™ 1)⁹

World Health 

Organization ⁸WHO │↓╣╠╩ ╕

ⅎ⁸WHO Mental Health Gap Action 

Programme mhGAP ╩ ∟ →⁸

─ ⌐≈™≡ ≤ ⅜

─ ≢ ⇔⁸ ╩ ╘ ≢─

─ ⌐ ╡ ╖│∂╘≡™╢ 2)⁹

WHO≢│⁸Mental Health Action Plan 2013-

2020╩ 2013 5 ─WHO ≢

⇔⁸ΓNo health without mental 

healthΔ≤™℮ ╙ →╠╣√⁹↓─

≢│⁸2020 ╕≢⌐ ╩ 10

↕∑╢≤™℮ ⅜ →╠╣≡™╢⁹

⁸ │ 2015 9 ◒כꜜכꜙ♬⁸

⌐⅔™≡⁸₈ ⌂ ◘Ⱶ♇

♩₉╩ ⇔⁸190╩ ⅎ╢ ─

─╙≤⁸2016 ⅛╠ 2030 ╩ ≤∆╢₈

⌂ ₉ Sustainable 

Development Goals ⁸SDGs ╩ ⇔

√⁹SDGs│ 17 ⁸169─ ⅛╠

↕╣⁸↓─℮∟ 3 ─₈∆═≡─ ₁⌐

≤ ╩₉ Ensure healthy lives and 

promote well-being for all at all ages ─

3.4.2⌐│ ⅜ ≤⇔≡ ↕

╣√ 3)⁹ │ ≤≤╙⌐ ≢

╙⁸ ─ ≤⇔≡ ─

⅜ ╠⅛⌐↕╣≡™ↄ↓≤≤⌂╢⁹

☿fi♃⁸│כWHO ☿

fi♃כ Collaborating Center ⁸

WHOCC ≢№╢↓≤⅛╠⁸WHO 

WHO Regional Office for the 

Western Pacific ⁸WPRO

─▪☺▪─ ⌐⅔↑╢ ┘

⌐⅔↑╢ ─ ⅜ ⌂Ⱶ♇

◦ꜛfi≤⌂∫≡™╢⁹

⁸WPRO─ ─ ≈≢№╢◌fiⱲ

☺▪ ⌐⅔↑╢ ─ ╡ ╖─ ≤

⌐≈™≡ ╩ ∂≡ ╠⅛⌐⇔⁸

─ ⌂ ─ ≤ ─

╩ ℮↓≤╩ ⌐ ╩ ⇔√⁹◌fiⱲ☺

▪ │⁸ᵑ ─ ⅜⌂ↄ⁸

│ ⁸ │∂╘ ╡ ╖⅜

∟ ╣≡™╢⁸ᵒ1970 ─ⱳꜟהⱳ

♩ ≢─ ⅜⁸ ₁─↓↓╤─

⌐ ╙ ╩ ⅎ≡™╢≤─ ⅜

№╢↓≤⌂≥⅛╠⁸WHOCC≤⇔≡ ∆═

⅝ │ ™≤ ⅎ╠╣╢⁹

B  

2017 12 5 ⅛╠ 9 ⌐⅛↑≡⁸

☿fi♃כ│WHOCC≤⇔≡⁸

WPRO ─ 1≈≢№╢◌fiⱲ☺▪ ╩

⇔⁸◌fiⱲ☺▪ ⌐⅔↑╢ ─

╡ ╖─ ≤ ⌐≈™≡⁸◌fiⱲ☺▪

Ministry of Health MoH ◌fi

Ⱳ☺▪ Dr. Chhit Sophal⁸WHO ◌

fiⱲ☺▪ ─Dr. Liu Yunguo⁸Dr. Yel 

Daravuth⁸ NGO  TPO
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Transcultural Psychosocial Organization ─

◌fiⱲ☺▪ Dr. Chhim Sotheara⁸

Japan International Cooperation 

Agency; JICA ─ №≠↕ ⁸ ≤

─ ╩◓ⱥ▪ꜞfiה ∫√⁹

─ ┘ ╩ ∫√ │

─ ╡≢№╢⁹

ה ⅝ ╡╩ ∫√

2017  

12 5

WHO◌fiⱲ☺

▪

◌fiⱲ☺▪ ⌐⅔

↑╢ ┘

─ ┘ ⌂

≥⌐≈™≡

Dr. Liu Yunguo, M.D., MPH. 
WHO Representative and Head of 
Country Office in Cambodia 

12 6 ◌fiⱲ☺▪ ◌fiⱲ☺▪ ⌐⅔

↑╢ ┘

─ ┘

⁸ ─

⌐≈™≡

◌fiⱲ☺▪ ⌐⅔↑

╢ ⌐≈™

≡

Dr. Chhit Sophal, M.D,  
Psychiatrist, Director 
Department of Mental Health and 
Substance Abuse. Ministry of 
Health,Cambodia 

Dr. Azusa Iwamoto, M.D., MSc. 
Chief Advisor (JICA) 
National Maternal and Child Health 
Center 

12 7 WHO◌fiⱲ☺

▪

◌fiⱲ☺▪ ⌐⅔↑

╢ ┘

─ ╡ ╖─ ≤

⌐≈™≡

Dr. Yel Daravuth, M.D. 
National Professional Officer of Tabacco 
Free Initiative, Substance Abuse and 
Mental Health 

12 9 Transcultural 
Psychosocial 
Organization 
(TPO) 
Cambodia 

◌fiⱲ☺▪ ⌐⅔↑

╢ ─ ┘

NGO⌐╟╢

─ ╡ ╖─ ≤

⌐≈™≡

Dr. Chhim Sotheara, M.D., M.P.M., Ph.D. 
Senior Consultant Psychiatrist, Executive 
Director of Transcultural Psychosocial 
Organization (TPO) Cambodia 

⌐ ⇔√ ╛⁸WHO⌐╟╢

⁸ ─◓ⱥ▪ꜞfiה ⌐ ≠⅝

╩ ∫√⁹

C  

◌fiⱲ☺▪ ─

◌fiⱲ☺▪ │▬fi♪◦♫ ⌐№╡♃

▬⁸ꜝ○☻⁸ⱬ♩♫ⱶ≤ ╩ ⇔≡™╢⁹◌
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fiⱲ☺▪ ─ ⌂ ה ה │

⌐ ∆ ╡≢№╢ 4)⁹ │ 1,557 ⁸

│ 2.6≤⌂∫≡⅔╡⁸ │

⌐№╢⁹ ─ 97.1%│◒ⱷכꜟ ╩

≤⇔≡⅔╡⁸ │ 74%≤⌂∫≡™

╢⁹╕√⁸ │ 90 ╩ ⅎ╢╙

──⁸ │ 47%⁸ 54%

⌐≤≥╕∫≡™╢⁹╕√ ─ 97.7%⅜ ≢

№╢ ╩ ⇔≡⅔╡⁸▬☻ꜝⱶ │

1.1%⁸◐ꜞ☻♩ │ 0.5% ≤ ↕╣≡™

╢ 5)⁹ │ ⅜ ↄ⁸◌fiⱲ☺▪

─ │24.0 2015 ≢№╢6)⁹

1 №√╡ (GNI)│1,070 ♪ꜟ

2015 ≢№╡⁸ ─ ≢│2015 

⌐ ╘≡ ⅛╠

(lower middle income economies, 1,026-4,035 

USD/GNI per capita) ⌐ ⇔√⁹2011-2014

⌐⅔↑╢  GDP │ 7 ╩

⇔⁸ │ ⌐ ⇔≡™╢⁹ ╩

≤⇔≡ ≢ ↕╣╢

│⁸2008 34.0 ⁸2010 22.1 ⁸2012 

17.7%≤ ⌐№╢ 7)⁹ 

◌fiⱲ☺▪ ─ ⌂ ה ה  

2015  1,557  

1 №√╡ GNI 2015  1,070 ♪ꜟ 

2016  69  

2015  24.0  

5 (  1000 №√╡) 31 

(TFR) 2015  2.6 

(2011 -2016 ) 74% 

(2011 -2016 ) 47  54  

ꜚ♬☿ⱨ 2017

◌fiⱲ☺▪ ─ ≤

⁸ ─ ≤

2-1. ◌fiⱲ☺▪ ─ ≤

─

　◌fiⱲ☺▪ ≢│⁸1975 79 ─ⱳꜟה

ⱳ♩ ⌐⁸ⱨꜝfi☻ ⌐ ↕

╣≡™√ ⅜ ↕╣√⁹╕√⁸ ─

800 ─℮∟⁸ 200 ⅛╠300

⅜◒ⱷכꜟהꜟכ☺ꜙ⌐╟∫≡ ⌂≥

╙ ╗ ↕╣⁸ ⌐ ╛ ⌂≥─

│╒≤╪≥⅜ ↕╣√√╘⁸ⱳꜟהⱳ♩

⌐ ◦☻♥ⱶ⅜ ↕╣√╙─

─⁸1980 ─ ─ │ ≢№∫

√⁹1990 ⌐ ╡⁸◌fiⱲ☺▪

⅜ ≤⇔≡─ ◦☻♥ⱶ╩

↕∑⁸ ╛ⱡꜟ►▼ כ─○☻꜡

⅛╠─ ─╙≤⁸ ─ ⱪ꜡

◓ꜝⱶ╛ ─ ⁸ ─ ⁸

⌂≥─ⱷfi♃ꜟⱫꜟ☻◘כⱦ☻─

⌂≥╩ ⇔≡⅝√8)⁹

1991 ─ ⁸ ─ ≤

⇔≡⁸₈ 2003-2007

Health Strategic Plan HSP1 ₉9)⅜

⌐╟╡⁸2003 ⌐ ↕╣√⁹HSP1 │⁸

₈ ≡─◌fiⱲ☺▪ ⁸ ⌐ ≤ ≥╙─

╩ ≤⇔≡ ╩כ♃◒☿ ↕

∑⁸∕╣⌐╟╡ ╛ ─ ⌐

∆╢₉↓≤╩ ⌐⁸◌fiⱲ☺▪Ⱶ꜠♬
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▪ⱶ CMDGs Cambodian 

Millennium Development Goals ─ ⌐

∫√ ╩ →⁸6≈─ ᵑ

─☻ⱦכ◘ ⁸ᵒ ⁸ᵓ ─ ⁸ᵔ

⁸ᵕ ⁸ᵖ ≤⁸∕╣

∙╣─ ╩ ╘√⁹₈

2008-2015 HSP2 ₉10)≢│⁸HSP1⌐ ⅝

⅝⁸ ≡─ ⁸ ⌐ ⁸ ⁸ ≥╙

─ ⌐ ╡ ╗↓≤≤⇔⁸3≈─

ᵑ ⁸ᵒ ⁸ᵓ ≤∕─

─ ⅜ →╠╣√⁹ⱷfi♃ꜟⱫꜟ☻

│ ⌂≥≤≤╙⌐⁸ᵓ ≤∕─

─ ⌐ ╕╣√⁹HSP2⌐│⁸HSP1⌐

⌂⅛∫√ ╩ ╘⁸ ≤ ╩

⸗♬♃ꜞfi◓∆╢ ╖╩ ╪≢™╢─⅜

≢№╢⁹₈ 2016-2020

HSP3 ₉11)≢│⁸HSP2─ 3≈─

⅜ ↕╣ ◦☻♥ⱶ─♬כ☼⌐ ⇔√

⅜ ↕╣ 4≈─ ≤⌂∫√ ⁸ⱷfi

♃ꜟⱫꜟ☻⌐ ⇔≡│⁸₈℮≈ ─ ─

╩ 2015 ─ 2 ⅛╠⁸2020 ⌐│ 50 ⌐

⅝ →╢₉≤™∫√ ⅜ →╠╣≡™

╢⁹ ╩ ∫√ ─ Dr. Chhit Sophal

⌐╟╣┌⁸◌fiⱲ☺▪ ⌐⅔↑╢ ≢

│⁸╕∞ ╛ ⌐ ⅜ ⅛╣

≡⅔╡⁸ │ ≢│№╢╙──⁸

≢№╡ ╣≡™╢≤™℮↓≤≢№∫

√ 8)⁹

⌐⁸ ⱦ☻⌐≈™≡≢№╢⅜⁸◌fiכ◘

Ⱳ☺▪ │ ─ 1995 ⌐ ↕╣√

☺♇꜠ⱦ☻◌Ᵽכ◘ 12)⌐ ≠⅝⁸

1995 │ 10-20 ⌐ ≈─₈

₉ operational health district ≢

╩☻ⱦכ◘ ⇔≡™╢⁹ ≈─

⌐│ 1⅛ ─ ⅜ ↕╣⁸↕╠⌐

꜠ⱬꜟ≢│ ꜞⱨ□ꜝꜟ

⅜ ↕╣≡™╢⁹╕√⁸ 1-2 ↔≤⌐

1 ⅛ ─ ☿fi♃כ Health Center ╩⁸

╕√  2000-3000 ⌐1 ⅛ ─ ☿

fi♃כ Health Post ╩ ∆╢↓≤╩

⁸┌╣╟⌐(13♃כ♦─ ⁹2015╢™≡╘

⌐78 ─ ⅜№╡⁸ ─

⅜8 ⁸ ( ⁸ )⅜

24 ⁸ ⅜78 ⁸ ╙ ℮ ☿

fi♃כ ┘ ⅜1,049 ⅛ ≤⌂∫≡™╢

 2 ⁹ ╩ ≤⇔√ ≢

№╢ Health Equity Fund(HEF)⅜№╢⅜⁸

⌐│ │ ≢№╢√╘⁸

│ ⌐ⱨꜞ⁸╡№≢☻☿◒▪כ

⌐ ─ ™ ⌐│ ⅜ ⇔ ™

∟ ⅜ ≤⌂∫≡™╢⁹

│№╢⅜⁸ │ ╘≡ ╠╣≡™╢

⁹◌fiⱲ☺▪ ⌐│ ⅜4 ⇔⅛

⌂™ 2016 ⁹2013 ⅛╠⁸ ⁸

⁸ ─ ⅜

↕╣⁸2014 ⅛╠│ ─

⅜ ↕╣≡™╢⁹ ⅜ ⇔≡™╢

─│ ≢№╢⁹ ☿fi♃⁸כ

☿fi♃כ │ ╩ ℮⅜⁸ ⁸

⅜ ⌐№√∫≡™╢⁹

2014 ─ WHO Human Resources for 

Health Country Profiles CAMBODIA14)⌐╟╣

┌⁸◌fiⱲ☺▪ ⌐⅔↑╢ │2,144

(2011 ⁸ 1000 №√╡0.15 )⁸

Registered, Graduate, Professional 

│5,389 2011 ⁸ 1000 №√

╡ 0.38 ⁸ │2,053 1000

№√╡ 0.15 ,2011 ≢№╡⁸ │

╘≡ ╠╣≡™╢⁹ 1000 №√╡─

─ ≢│ ≥♃כ♦─ ⌂╢ ─
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≢№╢⅜ ─▪☺▪─ ≤ ⇔≡

╙ ⌂™ 15)⁹

2 ◌fiⱲ☺▪  

 8 

⁸

 
24 

 78 

☿fi♃כ(Health Center) 

☿fi♃כ (Health Post) 
1,049 

Annual Health Financing Report 

2015 

╙◌fiⱲ☺▪⌐⅔↑╢ 1,000 №√

╡─ │ ╘≡ ⌂ↄ⁸ ⌐ │ⱳ

♩ⱳהꜟ ⌐ ↄ⅜ ↕╣√⅛⁸

⌐ ⌐ ⇔√ ⅜ ⅛∫√⁹

─ │ ⌐ ╠╣⁸ ⇔√ ≢

╙⁸WHO⌐╟╢ ▪☺fiⱲ◌│≢♃כ♦─

≢╦∏⅛56 ≢ ↄ ╩

∆╢≤60 ⁸ ─ │40 

≢ ↄ ╩ ∆╢≤43

⁸ ≤⇔≡ ↄ │1,100 ≤⌂∫

≡™╢15)⁹╕√WHO ⅜ ⇔⁸◌fiⱲ☺▪

≢ ╩ ∆╢ ≢№╢

ה Department of Mental 

Health and Substance Abuse ⅜ ⇔√

─ ⱪ꜡ⱨ□▬ꜟ16, 17)⌐╟╣

┌⁸◌fiⱲ☺▪ ⌐│

National Mental Health Plan │№╢╙─

─⁸ ⌐ ∆╢ │ ⇔⌂

™⁹╕√ ─ ≢│

⅜ ↕╣⁸2013 ╙↕╣

≡™╢⅜⁸ ⌐⅔↑╢

⌂≥─ │ ≢№╢⁹╕√

≤│ ⌂╢ ╡ ╖⅜ ╘╠╣╢ ╛

╩ ≤⇔√ ─ ⁸

╙ ≢№╢⁹ ─ ⌐╟╣

┌⁸◌fiⱲ☺▪⌐│2016 ≢

─ │⌂ↄ⁸ ─ ⁸

╕√ ⌐⅔™≡ ╙ ╘√ ≢

⌐ ⇔≡™╢10, 11)⁹╕√⁸ ≢

⌐ ⇔≡™╢ │63 ⁸ ≢│

⌂™⅜ ⌐ ⇔≡™╢ │ ╙

╘≡112 №╢⁹ ≥╙⁸ ─ ┼─

─☼כ♬─┼ ╩ ∫≡™╢ │◌

fiⱲ☺▪ ≢1 ─╖≤⌂∫≡™╢⁹

⌂ │ ≢ 1.1 ≤

↕╣≡™╢⁹╕√⁸ ≢─ ⌐

∆╢ ≤⇔≡─ │♀꜡≤

⌂∫≡™╢⅜⁸ ⌐╟╢ ─

≤⇔≡235 ⅜ ↕╣≡™╢⁹

─ ⱬכ☻≢ ┼─

│ 300,000,000ꜞ◄ꜟ 74,300

♪ꜟ⁸ 807 ⁸2016 ≤ ↕╣≡⅔

╡⁸ ─ ─ 0.02%╩ ╘╢⌐ ⅞⌂

™⁹╕√∕─ │ ─ ⁸

⅜⌂™↓≤╙№╡⁸ ↄ│ ≤⇔≡─

≤ ↕╣≡™╢⁹

⌂ ╩ ⅎ╢ ⌐ ∆╢

≤⇔≡⁸↔ↄ │⌐☻כ◔─ ⅜ ╩

∆╢≤ ↕╣≡™╢⅜⁸ ⌐│ ╘≡

╠╣≡™╢≤ ╦╣╢⁹ ⌐ ∆╢

⌐♃כ♦ ⇔≡╙⁸◌fiⱲ☺▪≢│ ≢│

ⱬכ☻─╙─⅜ ≢№╡⁸ ⱬכ☻─

│ ≢│⌂™⁹ ≢─ ⌂

─♃כ♦ ≈≢№╢ ⌐♃כ♦─ ⇔

≡│ 3⌐ ↕╣≡™╢╟℮⌐ ⅜

⇔≡™╢⅜⁸ ꜠ⱬꜟ─ ⌐≈™≡─

│ ⌐ ╠⅛⌐↕╣≡™⌂™⁹
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⌐╟╢◌fiⱲ☺▪⌐⅔↑╢ ─ 2011 -2015  

Cambodia National Police ♦כ♃  

2-2. ⱳꜟהⱳ♩ ⌐⅔↑╢ ─

◌fiⱲ☺▪─ ╛ ≢ ∆═

⅝↓≤│⁸1970 ⅛╠ 20 ⌐╦√╢

⁸ ⌐ 1974-1979 ─ⱳꜟהⱳ♩ ─

◒ⱷכꜟהꜟכ☺ꜙ⌐╟╢ ─ ╙⌂™ ─

☺▼ⱡ◘▬♪ ⁸ ⁸ ╩ ∂ↄ∆

╢ ⌐╟╢ ≢№╢⁹ ─ │

800 ≢№∫√⅜⁸∕─℮∟─200 ⅛╠

300 ─◌fiⱲ☺▪ ⅜ ╛ ≢ ╩

≤⇔√≤™╦╣≡™╢ ⌂ │ ╙

≢№╢ ⁹ ─ⱳꜟהⱳ♩ ≢│

ה ─ ⅛╠ ┼─ ⅜≈↑

╠╣√↓≤⅛╠⁸ ₁─ ≢─ │

╙ ™≡™╢≤™╦╣≡⅔╡⁸ ─

╩ ╗ │ ╙ ™⁹ ╛ ⁸ ─

≢ ╩ ↕╣√↓≤ ⌐╟╡⁸ 40

⅜ ⇔√ ≢╙ ─◌fiⱲ☺▪ ⅜

⌐ ™ ╩ ∫≡™╢≤↕╣╢ 18)⁹∕╣╠─

│ ─ √∟─╖⌂╠∏⁸ ≥╙√∟

─∕─ ─ ⌐ ─ ≤⇔≡ ↄ ∫≡™

╢⁹∕─√╘ ─ ─◔▪⌐ ╙ ─

╩ ↄNGO ╛19)⁸ ─ ⅜

≤⌂∫≡◌fiⱲ☺▪ ─ ─◔▪─

╩ ∫≡™╢ ╙№╢20)⁹

2017 12 ⌐◌fiⱲ☺▪╩ ⇔√ ⌐

⇔√ ─ ─ │⁸JICA

╩ ∂ ⌂ ≢ ⁸ ╩ ∫√ ╩

∫≡™╢⁹ⱪⱡfiⱭfi ∞∫√ 10 ─

│ ┼─ ╩ ⌂ↄ↕╣⁸ ≤≤

╙⌐ 3⅛ ™≡ⱪ꜠▬ⱬfi ⌐√≥╡ ™√

⅜⁸ ─ ╛ ≢ ─ ╩ √⁹∕╣

≢╙ ⅝╢√╘⌐│ ─ ╡ ⌂╢∕─ ─

╩ ╗ ⌂⅛∫√⁹1979 ─ⱳꜟהⱳ♩

╙◌fiⱲ☺▪ ≢│ ⅜ 1993
╕≢ ⅝⁸ ╩ ∫≡⅛╠╙ │

≤⇔≡ ↕╣ ⌐ ≢ ╠

╣⁸ ⌐ ⅎ≡ ╩ ⅎ√⁹ ≢

╛ ─ ⌐№√╢ ₁≢

₈ ⌐│ ⁸ ╤⌐│ⱳꜟהⱳ♩─ ⁸≥

∟╠⅛⌐ ╗⇔⅛⌂™₉≤™℮ ⌂

∞∫√⁹ ─ ╩ ∂╠╣√ ╡─ ─

ↄ⅜ⱴꜝꜞ▪≢ ↄ⌂∫≡™∫√─╙

√21)⁹

2-3. ◌fiⱲ☺▪ ⌐⅔↑╢ ┘

─

513 535
609 648

743

0

200

400

600

800

2011 2012 2013 2014 2015

(
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1970 ⌐ ─ ⌐╟╢ ⌂

≤™℮ ╩⇔√◌fiⱲ☺▪ ⌐⅔™≡

│⁸ ↄ─ ⅜ ⌐ ╩ ∫≡™╢≤─ ⅜

№╢ 22)⁹∕─ │ ∏⇔╙ ╠⅛⌐│↕╣≡

™⌂™⅜ 10 №√╡─ ╖

│WPRO 11◌ ─ ⅜ 9.11⌂─

⌐ ⇔⁸◌fiⱲ☺▪ │ 12.8≤ ™(

3)23)⁹ 

WPRO ⌐⅔↑╢ 10 №

√╡─ (2015 ) 

 10 №√╡

─ (2015 ) 

 9.11 

 24.1 

⸗fi◗ꜟ 28.1 

 15.4 

ꜝ○☻ 14.0 

◌fiⱲ☺▪ 12.8 

ⱬ♩♫ⱶ 7.2 

ⱴ꜠▬◦▪ 6.5 

ⱨ▫ꜞⱧfi 3.8 

Global Health Observatory data (WHO) 

≤ WHO │2017 4 ⁸◌fiⱲ☺▪

≢│ 40 ⅜℮≈ ╩ ⇔≡™╢

⅜№╢≤ ⇔√⁹WPRO ≢│

ⱨ▫ꜞⱧfi⅜ 3.8≤ ╙ ™ ≤⌂∫≡™

╢⁹

╕√ ⌐╟╢ ≤™℮ ⅛╠│⁸ 

2016 ─◌fiⱲ☺▪ National 

Policy Agency ─ ⅜ ⌐⌂╢⁹2011 

⅛╠ 2015 ⌐ ↕╣≡™╢ │ 3

─≤⅔╡≢№╢⁹⇔⅛⇔⁸ │♃כ♦

⅜ ⇔√ ≢№╡⁸◌fiⱲ☺▪

⌐⅔™≡│™╕∞ ⌐╟╢ ⌐ ∆╢♦ 

─♃כ ⁸ ◦☻♥ⱶ⅜ ↕╣≡™⌂

™⁹

⌐◌fiⱲ☺▪╩ ╗ ▪☺▪ ⌐⅔

↑╢ 10 №√╡─

≤ ⁸ ─ ╩ ╠

⅛⌐⇔√≤↓╤⁸ ⁸ №√╡─

≢ ⇔√ ≤─ ⌐ ─ │

╘╠╣⌂⅛∫√⁹◌fiⱲ☺▪⁸ꜝ○☻⁸♃

▬⁸ⱬ♩♫ⱶ⁸ ─WPRO ≢│ ╙

─ ™ ⅜ ╙ ™ ╩ ⇔≡

⅔╡⁸ ─ ⅜ ⌂™↓≤⅜ ™ ≤

⅜№╢≤│™ⅎ⌂™↓≤⅜ ↕╣≡™╢

4 ⁹ 

◌fiⱲ☺▪ ≤ ▪☺▪ ─  1000 №√╡─ ─ ≤  10 №√╡─  

    1 №√╡

(GNI, ♪ꜟ⁸2014

)a)

1000 №√╡─

─ ( )b)
( 10 №√╡⁸

⁸2015 )c)

◌fiⱲ☺▪ 1,020 0.168(2013 ) 12.8 

ꜝ○☻ 1,660 0.179(2012 ) 14.0 

♃▬ 5,780 0.394(2010 ) 12.7 

Ⱶꜗfiⱴ2012)0.568 1,270 כ ) 4.5 

ⱬ♩♫ⱶ 1,890 1.180(2013 ) 7.2 

 42,000 2.297(2012 ) 15.4 

a) 2016 24) 

b) WHO  10 №√╡─ ─

c) WHO  10 №√╡─ ⁸2015 
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2-3. ◖Ⱶꜙ♬♥▫ה▪ⱪ꜡כ♅⌐╟╢ⱷfi♃

ꜟⱫꜟ☻

─◌fiⱲ☺▪ ≢│⁸ ⅜

⇔⁸WHO─ ⌐ ∂√ⱪꜝ▬ⱴꜞהⱫ

─▪◔ה☻ꜟ ⌐ ∂√Ⱬꜟ☻◘כⱦ☻─

╩ ⇔≡⅝√⅜⁸ⱪꜝ▬ⱴꜞהⱫꜟ☻ה◔

▪╩ ℮Ⱬꜟ☻☿fi♃כ◘─כⱦ☻│⁸

─ ≢№╢ ╛

⌐ ⇔⁸ ⌐⅔↑╢ⱷfi♃ꜟⱫꜟ

☻ │№╕╡ ╪≢™⌂™─⅜ ≢№╢⁹

─ ╡⁸ │◌fiⱲ☺▪

≢╦∏⅛ 60 ⁸ │ 40

⇔⅛⅔╠∏⁸ ⌐ ─ ⌐ ↕

╣≡™╢⁹◌fiⱲ☺▪ │⁸ⱷfi

♃ꜟⱫꜟ☻◘כⱦ☻╩ ∆╢⌐№√╡⁸

│ ⅛╠─ ╩ ↑≡™√⅜⁸ ≢│

NGO ⌂≥─ ╩ ↑≡ ⇔≡™

╢⁹Dr. Chimm Sotheara⅜ ╩ ╘╢

TPO Cambodia TPO│ 1993 ○ꜝfi♄≢

↕╣√ⱷfi♃ꜟⱫꜟ☻╩ ≤⇔√

NGO │ 1995 ⌐◌fiⱲ☺▪ ─

⌐⅔™≡◖Ⱶꜙ♬♥▫הⱷfi♃ꜟⱫꜟ☻

╩ ⇔⁸2000 ⌐ NGO ≤⇔

≡∫╟⌐ⱨ♇♃☻ꜟ◌כ꜡⁸≡ ↕╣≡™

╢⁹TPO│⁸◌fiⱲ☺▪ ⌐ ⇔√◖Ⱶꜙ

☻ꜟⱷfi♃ꜟⱫה▫♥♬ ≢

⅝⌂ ╩№→≡⅔╡⁸╕√⁸Battambang

⌐⅔™≡⁸ Ⱬꜟ☻☿fi♃כ⌐╟╢ⱷfi♃ꜟⱫ

ꜟ☻ ─ ⁸ ╩ ∫≡™╢⁹╕√⁸

☿fi♃כ꜠♩╛כ♬fi◓☿fi♃כ╩ ⇔⁸

─ ╛⁸ ─ ─ NGO⌐

∆╢ ⌂≥╙ ∫≡™╢⁹◖Ⱶꜙ♬♥▫ה▪

ⱪ꜡כ♅⌐╟╢ⱷfi♃ꜟⱫꜟ☻ │⁸ ─

≤↓╤⁸TPO⅜ ≤⌂∫≡Ⱬꜟ☻☿fi♃כ

╩ⱬכ☻⌐ⱷfi♃ꜟⱫꜟ☻◘כⱦ☻╩ ⇔≡

™╢ Battambang ⌐ ↕╣≡™╢╟℮

≢№╢⅜⁸ ⌐⅔↑╢ ╛

⅜ ⅝⌂ ╩ →≡™╢↓≤⅛╠⁸Ⱬꜟ

☻☿fi♃כ⌐╟╢ⱷfi♃ꜟⱫꜟ☻ ≤∕─

│ ╕∆╕∆ ≤⌂╢≢№╤℮⁹

D.  

◌fiⱲ☺▪ │⁸1970 ─ ┘

ⱳꜟהⱳ♩ ─◒ⱷכꜟהꜟכ☺ꜙ⌐╟╢

⌐╟∫≡⁸ ─ ⁸

╩☻ⱦכ◘ ⅎ╢ ┘ ╙

╩ ↑√√╘⁸ ≢╙ ─

⅜⌂ↄ⁸ │ ⁸ │∂

╘ ╡ ╖⅜ ∟ ╣≡™╢⁹ ─ │

⌂ↄ⁸ ⌐╟╢ ─ │ ⌐

↕╣≡™╢√╘⁸ ≢│ⱷfi♃ꜟⱫꜟ

─☻ⱦכ ◘☻ ⅜≢⅝≡™⌂™⁹

╕√⁸ⱳꜟהⱳ♩ ≢─◒ⱷכꜟהꜟכ

☺ꜙ⌐╟╢ ⅜⁸ ₁─↓↓╤─ ⌐

╙ ╩ ⅎ≡™╢↓≤⅜⁸ ─▪☺▪

─ ≤ ⇔≡ ╘≡ ≢№╢⁹
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™⁸≤─↓≤≢⁸ ⅜≥↓─ ⅛

╙ ⅛╠⌂™ ≢ ─ ╡ ⇔

⅜ ╕∫√⁹↓─ ≢│ ─ ╡

⇔⌐№√∫≡ ↄ─ ⅜♠▬♇

╩כ♃ ∫√ ╩ ∫√⁹№√⅛

╙ SNS ≢№∫√⁹SNS ≢─

⅛╠⁸ ≤∕─ ─ ╩≈

↑⁸ ⅜ ↕╣√⁹ ╩≈↑

√ ╛ ─ ≢ ⅝ ╖╩ ™⁸

⅜ ↕╣╢≤ ⌐ ⅝ ╖⅜ ╦

╣╢⁹ 

 ≢─ ─ │⁸ ─

─√╘⌐ ─ ≤⌂╡╩ ╠⅛⌐

∆╢↓≤≢№╢⁹⅜⁸∕─╟℮⌂ ⅜

╦╣╢≤≥℮⌂╢⅛⁹ ⌐≤∫≡

─ ≥╙⅜ ↕╣√⅛╙⇔╣⌂™ ⌐

ⱴ☻◖Ⱶ⅜ ⇔≡ ⇔ ∑≡⅝

≡⁸ ⇔√ ≢ ╩℮↑╢⁹ ╙

⅜ ⅝ ╕╣√⅛╙⇔╣⌂™ ≢

╩℮↑╢⁹ ╙ ─ ⌐ ⅛

╣╢⁹ ≤⇔≡ ⌐≤∫≡ⱷ

♦▫▪☻◒ꜝⱶ≤⇔≡ ↕╣≡⇔╕

™⁸ ⌐╟∫≡│ ≢ 110

↕╣╢↓≤╙№∫√⁹↓─╟℮⌂ⱷ♦

▫▪☻◒ꜝⱶ─ ─ ≢⁸ ⅜

⌐ⱴ☻◖Ⱶ ⌐⌂∫≡⇔╕™⁸

≤⌂∫≡⇔╕℮↓≤⅜ ₁⌐⇔≡№╢

↓╣╠│⁸ ─ ∆╢

─ ─ ≢│⌂ↄ⁸ ─

ↄ─ ─ ─ ≢№╢ ⁹ 

 ⅛╠ 10 ╒≥√∫≡⁸

⅜ ╩ ⇔⁹ ∑≡⁸ ≤

┼─ ─ ⅜ ≢ ↕

╣√ ╩ ⅝ ⇔√╙─⅜ⱷ♦▫

─≢☻fiⱨ□꜠fi◌ה▪ ≤⇔≡

↕╣√ ⁹↓─↓╤╕≢⌐⁸

│ ⌐ ∫≡™√⅜⁸ ≤⇔

≡ ─ ⌐ ─ ╩ ∫

≡╢ TVⱷ♦▫▪⅜№╢ 30 2

20 ─ ⁹ 

─ ⌐≈™≡ 

 ≢ ─ ╩ ⌐

™√ ╩ ⇔√↓≤⅜№╢⁹∕─

≢ ⅛╠ ↕╣╢↓≤│⁸

⌐⅔↑╢ ≢╟™⅛⁸ ⌐

∆═⅝⅛─ ─ ⌐ⱷ♦▫▪☻◒ꜝⱶ

╩ ≤⅛⇔≡ↄ╣≤─↓≤≢№╢⁹

─ ⌐│⁸ⱷ♦▫▪─ ≢│⌂

ↄ⁸ ⇔≡ ╩ ∆═⅝≤─

╙№╢≤─↓≤∞⁹ ─

≤⇔≡ⱷ♦▫▪☻◒ꜝⱶ⌐╟╡ ╩

≈↑√™╦↑≢│⌂™≤ ℮⅜⁸ ↄ─

⅜ ∂╟℮⌂ ╩≤╢─≢⁸

≤⇔≡ ↓∫≡⇔╕∫≡™╢⁹

⌐⅔™≡⁸≥─╟℮⌂ ⅜

≢№╢─⅛│ ⅎ⅜ ≡™⌂™⁹╕

√⁸ ⌐⅔↑╢ ה ─ ™ ↑

│ ⁸ ⅜ ⇔≡™╢⁹

⌐ ∆╢ ⅛╠─ ─ ⅜№

╢⌂⅛≢⁸ ⌐ ⌐⇔≡╟™─

∞╤℮⅛⁹ ─ ≢№╢

│ ↄ─ ╩ ∫≡⅔╡⁸∕─ ≢

⅜ ה ╩ ╘╢─│ ≤⇔

≡│ ⅛ ╩ ⅎ╢⁹ ⌐⅔

↑╢ ─№╡ ⌐≈™≡│⁸

╙ ⅜ ∞⁹ 
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─ ╩℮↑≡ 

 ─ ─⌂⅛≢⁸ ≢ ⌐√™

│ ╙™⌂⅛∫√≤─ ─◖ⱷ

fi♩⅜№∫√⁹ ⁸ⱷ♦▫▪│

≤ ⇔√⅜⁸ ─ ╖─ ∞

∫√↓≤⌐ ≠⅛↕╣√⁹∕─╟℮⌂

⌐⅔™≡⁸ ≢ ∆╢≤ ─

╖⌐ ≠↑⌂⅛∫√ ⅜ ╘╠╣│

⇔⌂™⅛≤╙ ∫√⁹ 

 ─ ≥╙ │ SNS ≢ ─

™╩ ⇔≡™╢⁹ ─ ≢│⁸

╠─ ™⌐ ⇔≡⁸ ⅜⁸ ₁⅜

∆╢╟℮⌂ ╟╡ ⌐ ╩

∫≡™√⁹≥─╟℮⌐ ⅜

╡≢⅝╢─⅛⅜ ⌂ ∞≤ ∂

√⁹ 

╕≤╘ 

 ─ ≢│⁸ ⌐⅔↑╢

─ ─ ⌐≈™≡ ╘≡

ⅎ↕∑╠╣√⁹ ⅜ ≡

⌐⇔√╠ │⁸∕╣╩ ↑≡ ≡

⌐⌂∫≡⇔╕℮⅛╙⇔╣∏⁸ ⌐

⅜⅛⅛∫≡⇔╕℮⁹╕√⁸

╛ ╩ ╦⌂™≤ ─ ≤⌂╡⅜

╦⅛╠∏⁸ ⌐⌂∫≡⇔╕℮─≢│⌂

™⅛≤╙ ℮⅜⁸↓╣│ ─ ╡ ─

⌂ ⌂─∞╤℮⁹ ╩╘←

∫≡ ╡ ─ ⅜ ↕╣≡ ™─

⅛⁹ ≢№∫≡╙⁸ ∞↑≢⌂ↄ

►▼Ⱪ ⌐ ╩ ∆╢ ≢№

╡⁸ ⌐№√∫≡►▼Ⱪ ⌐

╩ →⌂™⌂≥ ─№╡ ─ ╩

⇔≡™╢⁹ ⁸ ≡─

─ ⌐ ⅜≈™≡ ┼─

⅜ ↕╣√⁹ ⁸ ─

⅛╠ ⅜ ⌐╟╢ ╩ ⇔√

⁸ ⅛╠ ↕╣╢╟℮⌂ ≢⁸

⅜ ∆╢╟℮⌐⌂∫≡™╢⁹

≤⇔≡│ ─ ─ ⌐

⅜ ⅛╠ⱷ♦▫▪╩ ↨↑╢√╘≢

│⌂™⅛⁸≤ ←∫≡⇔╕℮↓≤╙№

╢⁹ ⅎ┌⁸ ─ ─╟℮⌂

≢⁸∕─ ⌐™∂╘ ⅜№╡ ⅜

╛ ─ ⌐ ╩ ∫≡™╢

⁸ ⌐╟∫≡ ⅜ ╩ →⌐ↄↄ

⌂∫≡⇔╕╦⌂™⅛⁸ⱷ♦▫▪⅜≥─╟

℮⌐∆ↄ™ →╠╣╢─⅛⁸≤™∫√↓

≤╙ ⅎ╢⁹ 

 ╕√⁸ⱷ♦▫▪☻◒ꜝⱶ⌐≈™≡⁸

╡ ╙ⱷ♦▫▪☻◒ꜝⱶ⇔√™ │™

⌂™│∏∞⅜⁸⇔⌂™≤⌂╢≤≥─╟℮

⌐ ⇔≡ ™─⅛│ ≢№╢⁹

≢│ ⁸♦☻◒⁸ ⌐ ⅎ ─ ™

⅜ ≡ↄ╢↓≤╙№╢⁹ ⌐ ™

─ ⅜⁸♦☻◒╛ ⅛╠─ ⌐

╩╙≈╟℮⌂ ⅜№╢⅛╙⇔╣⌂

™⁹ 

 ⅎ─⌂™ ⁸ⱷ♦▫▪⅜ ─

⌐≥─╟℮⌐ ⇔≡™∫√ ™

─⅛ ⅎ↕∑╠╣√ ∞∫√⁹ 

NHK ה 

כ♃◒꜠▫♦ ₈ ⌐√™₉≤

⇔≡ ⅎ╢ ╩ Ɫכ♩Ⱡ♇♩ TV₈

⅝╢√╘─♥꜠ⱦ₉─ ╡ ╖  

│⁸ ─

≢│⌂ↄ⁸NHK─ ה ♦

≡⇔≥כ♃◒꜠▫ ─ ⌐√™ ∟

⌐ ⅝ ∫√ ─ ⌐ ╦∫≡⅔

╡⁸ ╛ ─ ≢─ ╛

⌐≈™≡ ⇔≡™√∞™√⁹ 29 ⌐
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↕╣√₈ 8 31 ─ ⌐⁹₉─

╛ ─ ⅜ ↕╣

√⅜⁸↓─ ⌐ ∆╢◖fi♥fi♠│▬

fi♃כⱠ♇♩ ≢ ╢↓≤⅜≢⅝╢⁹  

 Ɫכ♩Ⱡ♇♩ TV│ NHK─ E♥꜠≢

⇔≡™╢ ≢⁸₈ ⌐√™≤

⇔≡ ⅎ╢ ₉─ ╩ ⇔≡ 10

⁸ ╩ⱴכ♥─ ∫≡⅝√⁹NHK≢

─ ─ │⁸ 34 ─ ♥

꜠ⱦ⁸E♥꜠─ ≤≤╙⌐ ↕

╣≡™╢⁹ 

 2011 ⅛╠│⁸ ╩ ↄ ⅎ≡№

╠╝╢ ≢─ ∆⌐ⱴכ♥╩↕╠≠⅝

╢↓≤≤⇔⁸♃▬♩ꜟ⅛╠ ╩ ⇔√

Ɫכ♩Ⱡ♇♩ TV ≤⇔≡ ⁸ ⌐ ╡

╪≢⅝√⁹∕─ ─ ⇔≥ⱴכ♥─≈

≡ ⌐ ∆╢ ╩№≈⅛∫≡⅝√⁹ 

 ─ ─ ⌐ ⇔≡⁸

29 ─₈ 8 31 ─

⌐⁹₉╩ ∆╢ ─ ⅜

↕╣√ ⁹Ɫכ♩Ⱡ♇♩ TV─ ◘▬♩

⌐│⁸10 ⅛╠₈ ⌐ ⅝√ↄ⌂

™₉⁸₈ ⌐ ↄ─⅜ ↄ≡ ⌐√

™₉ ─ ↄ─ⱷכꜟ⅜ ∑╠╣╢⁹

ⱪꜝ▬Ᵽ◦כ⌐ ⇔⌂⅜╠⁸ ╠

─ ™╩ ⌐∆╢ ≢ ⅜ ⇔ ⌐

⌂∫√╡⁸ ─⸗ꜘ⸗ꜘ╩ ⇔≡

™ↄ↓≤≢⁸ ⌐ ⅝≡™↑╢↓≤╩

╣⌂™⅛⁸≤™℮ ∞∫√⁹ ⌐

∫√⅝∫⅛↑│ ≈№╡⁸ ≈│ 10

⅛╠ ∑╠╣╢ⱷ⁹╢№≢ꜟכ ─

◘▬♩⌐ 2008 ⅛╠─ 9 ≢ 500 ⁸

4 ⅜ ╠╣⁸ ↄ⌐ ⌂

⅜ ╕╣≡™╢↓≤⁹╙℮ ≈│

≢ 10 ─ │ ⅜

╙ ⅛∫√↓≤≢№╢⁹ ≢│⁸

⌐ ─ 10 ≤ꜞ▪ꜟ♃▬ⱶ─♅ꜗ♇

♩◦☻♥ⱶ╩ ⌐ ⇔⁸ⱪ꜡☺▼◒

◦ꜛfiⱴ♇Ⱨfi◓≢ ↕∑≡ ⌐

◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi╩ ∫√⁹ ⌐

╙ 200 ─ⱷ⁸ꜟכ ≢ 2.4 ─♠

 ⁹√∫№⅜♩כ▬

 ╛ ─◖ⱷfi♩⌐│⁸ ⌐

√™≤™℮ ─ ∟┼─ ™╛⁸

∟╩ ⌐ ↑ ╘≡╙╠ⅎ⌂™⁸

─ ≤ ≤─ ─ ╖⌂≥─

₁⌂ ⅜№∫√⁹ ↄ─ 10 ⅜₈

⌐√™₉≤ ⌐ ∆↓≤≢ ↕╣√

╩ ∫≡™√⁹₈ ╛ ⌐│

⅛↑√ↄ⌂™⅛╠ ⅎ⌂™₉⁸₈ │

⌐ ↕╣ ╕╣≡™╢─⌐ ⌐√

™₉⁸₈ ⌐√™⌂╪≡ ∫≡│™↑⌂

™─⌐ ⌐√™≤ ∫≡⇔╕℮₉↓≤≢

⌐╙ ∏ ™ ╕╣≡™╢

√∟⁹╕√⁸₈ ⌐√™₉≤ ℮─╙

⌐╟∫≡│ ⌂↓≤⅜⅝∫⅛↑─╟

℮⌐╙ ⅎ≡⇔╕℮⅛╙⇔╣⌂™⁹ ⅎ

┌₈ ╖⌐ ⌐↔ ╩ ═╢ ⅜™

⌂ↄ≡ ⌐√™₉ ⁸ │™∂╘╠

╣≡╢╦↑≢│⌂™⅜⁸ ╖⌐ ⌐

↔ ╩ ═╢ ⅜™⌂™ ≢₈ ⌐√

™₉≤ ∫≡⇔╕™ ⇔╪≢™╢⁹ 

20 ─ ─ ≤ ═≡ 10

─ ⌐│ ℮ ⅜№╢⁹ ⌐│

ꜞ☻◒⅜№╢⅛╙⇔╣⌂™ ≢⁸⌂−

╩℮↑≡ↄ╣√─⅛⁹ │⁸ ⅜

╦╣╢⅝∫⅛↑⌐⌂╢─≢│⁸╙⇔⅛

⇔√╠ ⌐ ∆↓≤≢⁸ ⌐⇔≡╖╢

↓≤≢ ─ ╩ ⅎ√™⁸ ╩

╖∞∑╢↓≤─ ⅜№╢╟℮⌐╙ ∂

╢⁹ 
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⌐√™≤ ⅎ╢ ╩ ⇔√  

 2009 ⁸3 ─ ⅜

⅝⁸ ≤⇔≡─ ⁸ ⅜ ╗

≢⁸ ─ ≢│ ה ≤™℮

≢─ ╩ ≤⇔≡ ∫≡™√⁹∕

─ ≢ ◘▬♩₈ ≤ ⅝ ℮₉⌐

⅛╠─ ⅜ ∑╠╣⁸ ╕≢

⌐ 5000 ╩ ⅎ╢⌐ ╢⅜⁸∕─

⌐│₈ ─ ⌐√™₉≤─ ∟

╩ ∫√ ⅜ ↄ⁸ ⌐│ ⅛╠─

ⱷ⁹√∫№╙ꜟכ ₁⌂ ╩ ⇔≡

™╢≤⁸™ↄ≈⅛─ⱳ▬fi♩⅜№╡⁸

₈ ⌐√™≤⌂⅛⌂⅛ ⅎ⌂™₉⁸₈

⌐√™ ∟│ ↕╣⅜∟₉⁸₈ ╦

╡√™↑≥ ╦╣⌂™⅛╠ ⌐√™₉

≢⁸ ⁸ ≤ ↄ≤⁸

│ ⌐√™≤ ⌐∆╢↓≤↕ⅎ ↕

╣⌂™─∞⁸≤ ⌐ ™ ™⌐⌂∫≡⇔

╕℮≤─ ⁹∕℮⇔√ ⌐ ⇔≡⁸

⁸ ≤™℮ ⌂ ≤│

⌐⁸₈ ⌐√™≤ ⅎ╢ ₉╩ NHK

≤⇔≡⁸ ≤⇔≡ ∫≡™ↄ⁸≤

™℮☻♃fi☻⅜ ⅛╣√⁹2014 ⅛╠

₈ ⅝╢√╘─ ₉╩ ⇔√⁹

─↓╤│ 20 ─ ─ ⌂≥

╙ ∫√⁹∕─ ⁸Ⱶ♬♪ꜝⱴ╛ JR

≤◖ꜝⱲ꜠כ◦ꜛfi⇔√ ─

™ ⌐▪ⱪ꜡כ♅∆╢ ⌂≥╩ ∫≡

⅝√⁹↓℮⇔√ 10 ─ ╩ ╕ⅎ

≡ ⌐₈ 8 31 ─ ⌐⁹₉╩

⇔√⁹ 

 ↓─ⱪ꜡☺▼◒♩│ 10 ⌐ ↄ╟℮

⌐⁸TV ≤ꜝ▬Ⱪ☻♩ꜞכⱵfi◓⁸SNS─

≈─ ╩ ╢╟℮⌐ ⇔√⁹∕╙

∕╙ 10 ⅜ TV╩ ⌂™⁸NHK╩ ⌂

™⁸ ⅜™╢ ≢│ ╣⌂™⁸≤™∫

√ ╩ ⅎ⁸TV∞↑≢⌂ↄ≡╙ ≢⅝

╢ⱪꜝ♇♩ⱨ◊כⱶ╩ ╡√™≤ ⅎ

√⁹∕⇔≡₈ 8 31 ─ ⌐⁹₉╩

∫√⁹ ─ ⌐│ 20 ─

⁸ⱷ♇☿כ☺⅜ ⅛∫√⁹ ™⌂

↓≤⌐ ⅛™ⱶכ♪⅜ ╠╣⁸

⌐⌂╢≤ ⇔╪≢™╢ 10 ⅛╠─◖ⱷ

fi♩⅜ ∑╠╣╢╟℮⌐⌂∫√⁹ 

─ ╩℮↑≡⁸ 

 ₈ ⌐√™₉≤ ⅎ╢ ≠ↄ╡╩Ɫכ

♩Ⱡ♇♩ TV≢ ∟ →⁸ ╡ →≡⅝√

⅛╠⁸∕─₈ ⌐√™₉≤™℮

∟╩ ↕╣√ ⌐₈ √╢ ™₉

╩ ∂√≤─↓≤⁹ ⁸ ⱶכ♅∂

≢ ╩℮↑√ ╩ ≥ⱴכ♥⁸⇔

⇔≡№╠√╘≡₈ ⌐√™₉≤™℮

∟≤≥℮ ⅝ ∫√╠™™─⅛⁸SNS╛

WEB≤≥℮≈⅝№∫≡™∫√╠™™─

⅛⁸╩ ╡ →√  

https://www.nhk.or.jp/hearttv-

blog/hntv/284544.html ─

⅜ ↕╣√ ⁹ 

 │⌂™⅜⁸ ⁸√ↄ↕╪─

ⱷכꜟ⅜ ∑╠╣╢⁹ ─ ╩ ╕

⌂™≤ ╕╠⌂™⁸ ╗↓≤⅛╠ ╕╢

≤ ⅎ≡™╢⁹ 

│≥─╟℮⌐ ─

⌐ ╦╡℮╢⅛ 

─ ∆╢ │⁸

⌐ ⅜ ∆╢╟℮⌂ ─

╩ ∫≡™╢≤─↓≤⁹ │⁸

⌐ ⇔√ ⌂≥⌐≈™≡ ⇔

≡™√∞™√⁹  
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 │ ⌐ √⁹™ↄ≈

⅛─ ⅜№≈╕∫≡⁸⅔╙⌐

⅜ ∆╢ ╩ ∫≡™╢⁹ │

⌐ ⇔⁸

⅛╠ ⌐ ≢ⱴכ♥╢∆ ⁸

╩⅔↓⌂∫≡™╢⁹ 

 ↕╪≤ ↕╪─ ─╟℮⌂

⌐⌂╢⁹ 

┼─ ⌐≈™≡ 

 ≢│ ─ ⁸ ≈─ ╩

∫√⁹ 

₈╦√⇔│ ℮₉ 10 ─

≢│⁸ ─ ⌐ ╩≥℮≤

╠ⅎ╢⅛╩ ∫≡╙╠∫√⁹ ─

│⁸ ─ ≢

╙ ╡ ╪∞⁹ ─ ╩ ⅎ√

≤⅝⁸ ≢⌂ↄ ⌂ ⅜

≢№╤℮⁹ ⅝≠╠↕╩ ⅎ╢ ⌐≥

℮ ⅝ ℮⅛⁸ ─ │≥℮№

╢═⅝⅛⁸SNS⅜ ╪∞ ⌐≥℮ ╡

╗⅛ ⁸10 ⌐ ⇔≡ ⅜ ╦╣√

https://mainichi.jp/ch171190880i/╦

√⇔│ ℮ ⁹ 

 ₈ ⅝√™ ─

≢₉ 3 ─ ≢│⁸ ⌐

∆╢ √∟≢│⌂™⅜ √╟℮⌂ ⌐

№╢≤ ⅎ√ ⌐ ⇔≡╙╠∫√

╩ ∫√⁹ ─ ≤⇔≡⁸ ∂╟℮

⌂ꜞ☻◒│№╢╟⁸≤ ⅎ√™≤≤╙

⌐⁸ ─ ∂╠╣ ┼─ ─

⁸ │ ⅜ ⌂ↄ⌂∫≡™╢

↓≤≤⁸ ┼─ ⅜ ╘≡ ⇔™

─⌂⅛⁸ ─ ↄ─ ⅜ ∂╠

╣⁸ ⅜ ─ ┌⅛╡≢ ╠╣

╢↓≤┼─ ⅛╠ ⇔√⁹ 

≠⅛↕╣√↓≤ 

 ⅝≠╠↕╩⅛⅛ⅎ╢ ≤ ₁

⁸ ─ ─ ↕╩ ∂√⁹

⅜≢⅝≡⁸ ⅜

⌐╟╡∕⅔℮≤─ │ ╪⌐⌂∫

√⁹√∞⁸ ⌐╙ ™≡™╢⅜⁸

│ ℮≤↓╤≢ ╩№→≡™╢⁹

₈ ⌐√™₉╩

≤⇔≡ ⁸ ⅜ ╡ →√⅜⁸₈

│ ∂╟℮⌂ ╩ ⌐ ⇔≡™

╢⁸™╕↕╠ ⅝⁸ ∆╢─│⌂

− ₉≤─ ╙№∫√⁹ ─

⌐ ↄ ∆╢─│ ≈ ⁹ ╙

⅝∫┐⌂⇔─ⱷ♦▫▪≢№╡

⅜ ≈⁹ ─ ≢│⁸SNS╩ ∫

√ ─ ⌐ ⇔≡ │∆←

⌐ ⇔≡™√⁹ ─ ⁸

│≢⅝≡™⌂™⁹ ─ ⌐∆←⌐

⇔⌂™≤⁸ ⌐╟╡∕ⅎ⌂™─∞

╤℮⅛⁹≥─╟℮⌐ ⇔√╠╟™─⅛

╗⁹╕√⁸ ─ ↕⁸№╢™│ ↕

─ ⁹ ─₈ ⌐√™₉⌐ ⇔≡⁸

≥─ↄ╠™─ ╖╩╙∫≡ ↑ ╘√╠

╟™─⅛ ─ ≢─₈ ⌐√

™₉≤│ ⁸╙℮ ⇔ ™ ≢ ╦╣

≡™╢╟℮∞⁹ ⌐⁸ ⅜ ∫√

≤↕╣╢₈ ↑≡№→╢╟₉⁸₈ ⌐

─℮₉⁸₈ ↑⇔≡№→╢╟₉⌂≥

─ │≥↓╕≢ ⁸│√╕√ ⌂

─⅛ √∟⌐│ ⁸ ⅜ ⌂™⁹

│ ⇔™ ∞≤ ∂√⁹ ⅎ⅜

≡™⌂™⁹ 

⅜ ─ ⌐≥℮⅛⅛╦╣╢

⅛ 
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 ⅜ ─ ⌐ ⅜ ╢⅛

╩ ⅎ≡╖√⅜⁸ ≈─ ≤⇔≡⁸

⌂ ⅎ⅜ ≈ →╠╣╢

⌂ ⅜ ↕╣√ ⁹ 

 ╩ ⇔⁸ ⌐ ∆

╢⁹ 

 ⌐ ╡ ∫≡⁸ ╠─

⌐ ╩ ↑√ ╩∆╢⁹ 

 ╩ ⇔⌂™╟℮⌐ ⇔

≡⁸ ⅛╠ ∆╢⁹ 

 ↓╣╠─ ≢ ─Ɑ⁸☺כⱷ

♦▫▪ ╩ ∫≡ ╩ ⇔≡⅝

√⁹↓─╟℮⌂ ─ ╛ │⁸

╙┤ↄ╘≡ ╛ ⅜⅛⅛╢⁹

─ ╩ ╡ ↄ ╩ ╕ⅎ╢≤⁸↓

─╟℮⌂ │ ⌐│ ≤≥⅛⌂™

⅛╙⇔╣⌂™≤ ∫≡™√⁹⇔⅛⇔⁸

≢ ∫√ ≥╙─ ⌐ ╦∫

≡™╢ ─ ⅛╠⁸₈ │

╙Ⱡ♇♩⌐ ↕╣√╡⇔≡

╩⅛↑≡ ╕╢⅛╠⁸ ─╟℮⌂☻

♃fi☻─ ⅜ ↕╣╢↓≤│

≤⇔≡ ⌐ ╡ ℮↓≤⌐⌂╢─≢

│ ₉≤™╦╣√⁹ ⅛⌐⁸ ⌐│╕

∞ ⁸ ⅜ №╢─≢⁸

─╟℮⌂ ⌐ ╦╢ ─

⌐│≈⌂⅜╢─≢│⌂™∞╤℮⅛⁹

≤⇔≡ ─ ╩ ╠∆─│ ─

∞≤™℮ ⅜ ╡ ⅜∫≡⅝≡™

╢─≢⁸ ╙∕╣⌐ ⅎ╢═ↄ ⌐

⇔≡™ↄ ⅜№╢─≢│⌂™∞╤

℮⅛⁹ 

 ⁸ ⱷ♦▫▪⌐ ╦╢╙─⇔

≡⁸ ─ ⌐ ∆╢ ⌂

╩ ∫≡╖√™⁹↓─ │

≢ ↕╣√↓≤│№╢⅜⁸╕∞

≡™⌂™⁹ ╛ ⌂

≥─ ⌐ ⇔≡⁸ ⌐ ∆╢

Ⱡ●♥▫Ⱪ⌂ ╩ ↑√ ╛ ⁸

№╢™│ ⅝⌂ ∟⌐⌂╣√ ╛

╩ ⅝ ╡ ⇔≡⁸ ─№╢═

⅝ ╩ ≈↑╠╣√╠⁹ ≤ⱷ♦

▫▪─ ⌐≈™≡ ⁸ │№╢

⅜⁸↓─╟℮⌂ │ №√╠⌂™⁹√

∞⇔⁸ ⇔≡╙╠ⅎ╢ ╩≥─╟

℮⌐ ∆─⅛│ ≢№╢⁹ ╩

⌐ ⇔≡™⅝√™⁹ 

─  

─№≤⁸ ╘≡

─ ╡ ╡≤ ╩ ∂√ ╩ ∫

√⁹ ⁸ ╩ ∆╢⁹  

ⱷ♦▫▪─ ⌐≈™≡ 

≥▪▫♦ⱷה ⁸ ⌐ⱴכ♥─

⌂╢≤⁸≥℮⇔≡╙ WHO─ ⌐ ∆╢

●▬♪ꜝ▬fi─ ╛⁸ ⱷ♦▫▪≢─

⌂●▬♪ꜝ▬fi─№╡ ⌂≥⁸ ╩

∆═⅝≢⌂™⅛⅜ ⌐⌂╢↓≤⅜

™⅜⁸ ◌fiⱨ□꜠fi☻≢│ⱷ♦▫▪

⅜ ⌐ⱳ☺♥▫Ⱪ⌐≥℮ ╦∫≡

™↑╢⅛╩ ⁸ ∆╢ ⌐⌂∫

√⁹ 

⁸≡≈⅛ה ≥╙─ ╩ⱷ♦▫▪⅜

∂╢⅛≥℮⅛│™∂╘⅛≥℮⅛∞↑⅜

─ⱳ▬fi♩∞∫√╟℮⌂№╢

⌂ ⅜ ⅛⌐№∫√⁹ ≢│⁸ ─

╟℮⌐ ⌂ ⅜ ╦╣╢ ⌐⌂

∫√⁹ ∞↑≢⌂ↄ ─№╡

⌐⅛≈≡ ╘╠╣≡⅝√↓≤≤⁸

╘╠╣≡™╢↓≤⅜ ∫≡⅝≡™╢─

≢│⌂™⅛⁹↓─╟℮⌂ ─ ≢⁸ⱷ
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♦▫▪⅜ ⌐ ⌐≥℮ ╦∫

≡™↑╢⅛⁸ ⅎ≡™⅝√™⁹ 

╩♩♇Ⱡה ∫√ ╩╙∫√

⅜ ↕╣√⅜⁸ ⱷ♦▫▪╙╕

∞╕∞ ─ ⅜№╢─≢│⌂™⅛⁹

─ ⌐≈™≡⁸ ─ⱳכ♃ꜟ◘

▬♩⌐ ↕╣√ │╟ↄ ╕╣╢

⅜⁸≥─╟℮⌂ ⅜ ╦╣≡ ↕╣

╢⅛│◘▬♩ ≢ ╘≡™╢⁹╕√⁸SNS

≢ ↕╣╢≤ ⅜╢↓≤╙№╢⅜⁸≥

─╟℮⌐ ⌐ ≢⅝╢─⅛│

≢№╢⁹ ⁸ ─ ─ ⅛╡╛∆

™ ≤™℮ ≢│⁸ ◖fi♥fi

♠≢ ∆╢≤⁸ ⌂ ─▬ⱷכ

☺⅜ ⇔╛∆ↄ⌂╢ ⅜№╢∞╤℮⁹ 

─▪▫♦ⱷה ⁸ ≤™℮ ≢

│⁸ ⌐╟╡∕℮∞↑≢│⌂™

⅜№╢⁹ ─ │ ⌐╟∫≡ ⅝

ↄ ∫≡ↄ╢⅜⁸ ─ ⅛╠

│⁸ ─ ⅜ ⌐ ╣╢─⅜

⁸ ≢№╡⁸ ─ ╩ ⅎ╢─

⅜ ─ ≤ ⅎ╢⁹ ≥╙─

─ ⌐≈™≡│⁸ ⌐ ⌂

⅜№╢ ⅜ №╢⁹ ⌐ ╛

─ ⁸ ⌐⌂╢ ─ ─

⌂ ⅜№╡│⇔⌂™⅛⁸≤™℮

≢ │∑↨╢╩ ⌂™⁹ ⌐ ⌐

╣⌂™⁸ ╩ ∂⌂™≤™℮ ⌐

│⌂╣⌂™⁹↓─╟℮⌂ ≤⁸ⱷ♦▫

▪●▬♪ꜝ▬fi≢ ↕╣╢╟℮⌂

≤╩≥─╟℮⌐ ╡ ╦∑╢⅛│ ≢

№╤℮⁹ 

─№╡⅛√⌐≈™≡ 

ה ─ ⌐≈™≡⁸ⱷ♦▫▪☻◒ꜝ

ⱶ╩≥℮ ←⅛⁸ ─ ─

⁸ ⇔⌂™ ╩≥℮ ←⅛⌂≥⅜

№╢⅜⁸ ⅎ⅜⌂™ ∞╤℮⁹♦▫▪

☻◒ꜝⱶ╩≥℮ ←⅛⌐≈™≡│⁸

⁸▪ⱪ꜡כ♅⇔≡╖⌂™≤ ╕╠⌂™

≤↓╤╙№∫≡ ⇔™⁹ ≢│ⱷ♦▫

▪☻◒ꜝⱶ╩ ↓⇔√™ │™⌂™≤

℮⁹ⱷ♦▫▪╙ ⁸ ╠╣√╠

⇔⌂™│∏⁹ ⌂╠ ⅜ ⌂™

⅜⁸ ⌂╢≤ⱷ♦▫▪☻◒ꜝⱶ≤⌂╢⁹

─ ⅛ ⇔≡ ─╟

℮⌂ ≢ ⇔≡ ┼ ╩

∆ ⁸™╤™╤ ⇔≡™╢⅜⁸

≤⇔≡ⱷ♦▫▪☻◒ꜝⱶ┼─ ⁸

⅜№╢ ⁸ ─ ╡ ⌐│ ─

⅜№╤℮⁹ 

⁸√╕ה ⁸ ─ ─ ⌐

⅜ ⌐ ∂≡ↄ╣╢↓≤

╙№╢⅜⁸ ⁸∕─ ╩

⅜ ⅎ≡™⌂™ ⅜№╡⁸ ⌐│

∕─╟℮⌂ ⌐ ≠™√ ⅜

⅜∫≡™ↄ↓≤⌐ ⅜№╢≤─ ╙

ↄ⁹ ⅛╠∆↓⇔ ╩⅔™≡

√╠╟™─⅛╙⇔╣⌂™⅜⁸

⅜ ╘╠╣≡™╢≤ ⅎ╠╣≡™╢

─ ⅛╣≡™╢ ⅛╠⁸↓↓⌐

╙ ⅜ ╢⁹ 

ה ⌐╟╡∕⅔℮≤∆╢ ≢─ⱷ

♦▫▪─ ⌐≈™≡╙⁸ ⌐

⌐ⱨ▫♇♩⇔≡™╢─⅛⁸ ⌐ ╣≡

⅜ ∞╤℮⁹ ─ ™ ⌐

ⅎ╢ ⁸ ─ ↄ⌂™ ⌐ ⅎ

╢ ⁸∕╣∙╣─ ⅜№╡⁸

─ ─ ⌐⌂∫√⁹ 

─₈ ⌐√™₉⌐≈™≡ 

ה ─ │⁸ ─ ∟─ ↕
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╩ ⅜ ⇔√─⅜ ─ ≢№

╢⁹₈ ⌐√™₉⌐ ⇔≡ ─

⌐ ה ─ ⅜ ╩ ↑≡™╣┌

⅜ ╦╣√─≢│⌂™⅛≤ ∫√⁹

⇔≡™╢≤⁸ ⅜ ╦╣√⅛≥

℮⅛│ ∞∫√─≢│⌂™⅛≤ ∂

√⁹ ≢ ⌐⌂∫√ ─₈ ⌐√

™₉─ ⁸ ⌐≈™≡│ ⅜ ⇔

™⁸№╢™│∆╢═⅝≢│⌂™≤─

≤⌂∫√⁹ ─ ─ ⌐≈™≡

≤─ ─ ⌂ ⅜⌂™

⅜⁸ ─ ↕⁸ ╘⌂ↄ⌂╢

⌐ ™ ╕╣≡₈ ⌐√ↄ₉⌂∫≡⇔╕

∫≡™╢⌂≥ ≤─ ⅜№╢╟

℮⌂ ⅜ ╠╣√⁹ 

⁸↑⅛∫⅝ה ⅜≥℮№╣ ─₈

⌐√™₉╩ ⇔⌂™ ⅜╟™─≢│⌂

™⅛⁹ ⅛⇔╠─ ⅜ ↕╣╣┌

⅝≡™√™⁸≤™℮ ⅜ ™⁹ꜞ▪ꜟ⌂

≢₈ ⌐√™₉≤ ℮≤ ⅛╣╢⅜⁸

SNS ≢₈ ⌐√™₉≤ ∆╢≤ ↑

╣╠╣╢⁹ ™₈ ⌐√™₉≢╙ ⅎ⌂

™╟╡⁸ ⅎ╢ ⅜╟™─≢│⁸≤ ⅎ

≡ ⅎ╢╟℮⌂ ⁸ ╩ ╢↓≤╩

⇔≡™╢⅜⁸ ─ ⅜ ╦∫

≡™╢─⅛⁸№╢™│∕─ ⌐ ⅜

№╢─⅛╙⁸ ⇔≡™ↄ ⅜№╢∞

╤℮⁹ 

─⧵ה ⁸ ╩ ╘╢ ≢

─№╢╟℮⌂ ⌐≈™≡─ ⌐≈™

≡╙ ⁸ ⅜№∫√⁹ 

 

 ─ⱷ♦▫▪ה◌fiⱨ□꜠fi☻≢│

⌐ⱴכ♥╩ ≤ⱷ♦▫▪─

⁸∕⇔≡ ⌐⅔↑╢ⱴ☻ⱷ♦▫

▪─ ⌐≈™≡ ╩ ∫√⁹ ─

⌂⅛≢│⁸WHO ─ ⌐ ∆╢ⱷ

♦▫▪●▬♪ꜝ▬fi─ ⌐╙ ╣≈

≈⁸ ⇔↕╩ ∂╢ ╛⁸ ╩

╡ ↄ ⌐ ⇔≡ⱴ☻ⱷ♦▫▪⅜ √

∆↓≤─≢⅝╢ ⌂ ╩ ∆╢

≤≤╙⌐⁸ ─ ⅜ ╠╣√⁹ 

╩™√∞™√

⁸ NHK ה 

כ♃◒꜠▫♦ ⁸

⌐ ╩

∆╢⁹ 

D.  ⌂⇔ . 

E.  

1. ⌂⇔ 

2. ⌂⇔ 

F. ─ ה  ⌂⇔ 
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≥╙─ ≤ ⌐ ∆╢  

⌐⅔↑╢  

    

 

      

       

    ⱪ꜡☺▼◒♩ 

 

   ⱪ꜡☺▼◒♩ 

 

   1  

   4  

  ◖◖◌ꜝ►▫ⱷfi☼◒ꜞ♬♇◒  

    

  ġ  ☿fi♃כ ה  

 

   ↓↓╤≤⅛╠∞─ ≠ↄ╡  

   ↓↓╤≤⅛╠∞─ ≠ↄ╡  

    ↓↓╤≤⅛╠∞─ ≠ↄ╡  

   ≥╙  

☻ꜟⱫ♃כ♦ ╡⅛╝   

 

⁸ ─ │ ⌐№╢╙─

─⁸ ≥╙─ │ ⌐ ⇔≡™⌂

™⁹∕─ ─ ≈≤⇔≡ ↕╣╢

≥╙─ ⅜ ⇔≡™╢ ⅜ ⅎ

╠╣╢⁹ ≥╙─ │ ∆╢↓≤

⅜ ⇔™⅜⁸ ≥╙─ ≤─

⌐⅔↑╢ ╩ ╠⅛⌐∆╢↓≤⅜≢

  

⁸ ─ │ ⌐№╢╙──⁸ ≥╙─ │ ⌐ ⇔≡™⌂™⁹∕

─ ─ ≈≤⇔≡ ↕╣╢ ≥╙─ ⅜ ⇔≡™╢ ⅜ ⅎ╠╣╢⁹∕

↓≢⁸2017 ⌐ ⇔√₈ ≥╙─ ה ₉⌐⅔↑╢ ⁸ ⁸

╩♃כ♦╢↑⅔⌐ ⇔√≤↓╤⁸ ≥╙─ │⁸ ≥╙┼─ ╦╡─ ⇔↕⅔╟

┘ ≥╙─ ≢─ ╦╡╩ ↄ∆╢↓≤≢ ≥╙─ ╩ ↄ⇔≡™√⁹↓╣╠

⌐▪ⱪ꜡כ♅∆╢ ⅜ ≥╙─ ≤⌂╢ ⅜№╢⁹ 
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⅝╣┌ ⌐≈⌂⅜╢⁹ ─

│⁸ ≥╙─ ≤ ≥╙─ ⌐

≈™≡ ⸗♦ꜟ⌐╟∫≡∕─

╩ ╠⅛⌐⇔⁸ ⁸ ⁸ ≢

≢⅝╢ ≥╙─ ⌐╟╢ ╩

∆╢↓≤≢№╢⁹ 

 

2017 ⌐ ⇔√₈ ≥╙─

ה ₉⌐⅔↑╢ ⁸ ⁸

╩♃כ♦╢↑⅔⌐ ⇔√

N=1652 ⁹↓─ ≢│⁸ ≥╙─

╩ ≥╙ ⅜ ⅎ≡⅔╡⁸╕√

⌐≈™≡│ 

⅜ ⅎ≡™╢⁹ │ ⁸

─ ⁸ꜝ▬ⱨꜝ▬fi─ ™

─ ≈─ ⅛╠ ⇔√⁹ ꜠ⱬꜟ

≢│ ─ⱷfi♃ꜟⱫꜟ☻⁸ ─♁

Ⱨ♃ꜟ⁸ꜗ◐ꜟꜗ◦כ ─ ≥╙┼─

╦╡⁸ ꜠ⱬꜟ≢│ ꜟꜗ◦כ♁─

◐ꜗⱧ♃ꜟ⁸ ꜠ⱬꜟ≢│ ≥╙─

⌐⅔↑╢ ─ ≤─ ⁸ ─

≤⇔⁸▪►♩◌ⱶ╩ ≥╙─

≤⇔≡ ≤─ ╩

⸗♦ꜟ⌐╟∫≡ ╩ ⇔√⁹ 

┼─  

─ ─ ╩

√⁹ 

 

≥╙─ │⁸ ─ⱷfi♃ꜟⱫꜟ

╩ꜟ♃Ⱨꜗ◐ꜟꜗ◦כ♁⁸☻ ⌐ ⇔

≡ ≥╙┼─ ╦╡─ ⇔↕⌐ ⌐

⇔≡⅔╡⁸∕╣⅜ ≥╙─

─ ↕⌐╙ ⇔≡™√⁹↕╠⌐⁸

─ ╦╡─ ⇔↕⅜ ≥╙─ כ♁─≢

◦ꜗꜟ◐ꜗⱧ♃ꜟ╩ ⌐ ⇔≡ ≥╙

─ ≢─ ╦╡╩ ↄ∆╢↓≤≢ ≥╙

─ ╩ ↄ⇔≡™√ ≡

p<0.05 ⁹ 

 

↓─ ⅛╠⁸ ≥╙─ ⌐╟∫≡ ≥

╙─ ⅜ ⅜╢ⱷ◌♬☼ⱶ≤⇔

≡⁸ ─ ╦╡─ ⇔↕⅜ →╠╣╢⁹↓

╣│ ⌐№∫≡╙ ≥╙⌐ ⌐

╦╢↓≤⅜≢⅝╣┌ ≥╙─

╩ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢ ╩ ⇔≡⅔

╡⁸ ⌐⅔↑╢ ┼─ ╦╡╩ ∆╟

℮⌂ ⅜ ╘╠╣╢⁹ 

╕√⁸ ≥╙┼─ ╦╡─ ⇔↕⅜ ≥╙

─ ⌐⅔↑╢ ╦╡─ ⇔↕⌐≈⌂⅜

╡⁸∕╣⌐╟∫≡ ≥╙─ ⅜

⅜∫≡™╢Ɽ☻╙ ↕╣√⁹↓─ ⅛

╠⁸ ⌐№╡⁸ ≢ ≥╙┼─

╦╡⅜≥℮⇔≡╙ ⇔ↄ⌂∫≡⇔╕℮

⌐№∫≡╙⁸ ⅜ ⌐ ≤─

╦╡╩ ≈↓≤≢ ≥╙─ ╩

╘╢↓≤⅜≢⅝╢ ╩ ⇔≡™╢⁹

⅜ꜟ♃Ⱨꜗ◐ꜟꜗ◦כ♁─ ⌐

∆╢↓≤⅜ ↕╣≡ ⇔™⅜⁸ ≥╙─

⌐ ╩ ⅎ≡™╢↓≤╩ ∆

│ ⌂™⇔⁸ ╙╒≤╪≥⌂™⁹

│ ≠ↄ╡≤⇔≡♁כ◦ꜗꜟ◐ꜗⱧ

♃ꜟ╩ ∆╢ ≢⁸™⅛⌐ ≥╙╩ ⅝

╗⅛⁸≤™℮ ╩ ╡ ╣╢↓≤≢

≥╙─ ≤⌂╢ ⅜№╢⁹ 

 

≥╙─ ⅜ ≥╙─ ╩ ↄ

∆╢ ≤⇔≡⁸ ─ ≥╙┼─

╦╡─ ⇔↕⁸ ─ ≥╙┼─ ╦╡
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─ ⇔↕⅜№╢↓≤⅜╦⅛∫√⁹↓╣╠⌐

▪ⱪ꜡כ♅∆╢ ⅜ ≥╙─ ≤

⌂╢ ⅜№╢⁹ 

 

 

⌐⌂⇔ 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業））

分担研究報告書

エビデンスに基づく自殺問題の総合対策の確立に向けて

研究分担者  椿 広計  統計数理研究所名誉教授

研究協力者  久保田貴文 多摩大学大学院経営情報学研究科准教授

研究協力者  竹林由武  福島県立医科大学医学部助教

研究協力者  岡本 基  統計数理研究所

研究協力者  岡  檀  統計数理研究所

研究要旨： 自殺対策に関わるエビデンスを強化するために，平成 22 年度国民生活基礎調

査ミクロデータの分析の実現可能性を検討している。平成 28 年度に，利用申請した厚生労

働省平成 22 年度国民生活基礎調査匿名データについては，平成 28 年度末までには K6 をア

ウトカム変数として，ハイリスクグループに対して人口統計・家族構成・家計状況・介護

状況・ストレスを含む健康状況の影響に関する仮説を概ね探索していた。平成 29 年度に

は，政府統計改革で位置づけが明確になりつつあるオンサイト拠点で分析する可能性，統

計法 33 条に基づく平成 22 年度国民生活基礎調査目的外申請によって，匿名データには付

随しない地域特徴に関わる分析を企図した。オンサイト拠点は試行事業が終了し，本格的

運営が平成 30 年度以降実施されることとなったが，平成 29 年度末現在，利用可能なミク

ロデータは総務省・経済産業省の基幹統計に限定されている。また，国民生活基礎調査ミ

クロデータには，地域情報が原票に含まれず目的外申請が不調に終わった。 

方法：統計ミクロデータを探索的に分析できるオンサイト拠点の形成準備を行うととも

に，国民生活基礎調査ミクロデータを目的外申請で分析する方法を検討した。厚生労働省

国民生活基礎調査匿名化データの K6 をアウトカム変数とする探索的データ解析に基づき生

成された仮説を基に，地域情報との関連性を検討すべく国民生活基礎調査の目的外申請を

行った。 

結果と考察：平成 29 年度末現在，オンサイト拠点に対する政府統計ミクロデータ提供は，

総務省，経済産業省の 2 省にとどまった。平成 22 年度国民生活基礎調査目的外申請を，平

成 28 年度に明らかにした K6 リスク要因と地域特性の関連を明らかにするために実施し

た。しかし，国民生活基礎調査には地域コードは存在しても，それを実調査地域と紐づけ

る情報が含まれていないという理由で，目的外申請は不調に終わった。総務省への照会に

より，地域コードと調査区との照合は別途行政情報としては存在することは判明した。従

って，今後の目的外申請に地域コードを含めるか，国民生活基礎調査ミクロデータ自体を

法的位置づけが明確になりつつあるオンサイト拠点で利用可能とする活動が必要である。 

-58-



A．研究目的 

本研究の目的は，自殺対策に資する国内情報を

探索すると共に，その定量的分析の方法につい 

て，明らかにすることである。自殺リスクへの関

連が実証されている K6を厚生労働省が国民生活

基礎調査（基幹統計調査）の中で収集しており，

同調査匿名化データにおけるハイリスクグループ

に対する K6への影響のデータマイニングに基づ

く仮説探索を踏まえ，同調査ミクロデータの利用

技術を確立する。 

特に，国民生活基礎調査ミクロデータを自殺対

策検討に利用するために，統計法 33 条に基づく

目的外申請を実現するために，どのような環境整

備が必要かを検討した。 

第 1は，統計法 33条申請では認められていな

い探索的・創造的研究を自殺対策のような公益性 

の高い政策研究で可能にする情報環境の整備の検

討である。 

第 2は，実際に国民生活基礎調査ミクロデータ

に基づく実証研究可能性の検討である。 

B．研究方法 

3年に一度実施される厚生労働省国民生活基礎

調査には，平成 16年度調査からハーバード大学

の Kesslerらが開発した K6が調査項目となって

いる。平成 22年 1月 25日に開催された第 30回

内閣府統計委員会では，「K6の点数化は自殺対

策等の基礎資料として有用であると考えられるた

め，平成 22年調査から点数化した結果表を作成

する必要がある（阿藤人口・社会統計部会長発

言）」と答申された。少なくとも，平成 22年国

民生活基礎調査ミクロデータ（個票）には，自殺

リスクとの関係性が実証されている K6得点が存

在すると考えられる。 

しかも，国民生活基礎調査では，家族構成，教

育歴，家計状況，介護状況，健康状況など，自殺

の間接原因となりえる情報も測定されている。 

これらの調査情報の探索的な政策研究を可能に

する方法として，総務省を中心に検討を進めてき

た公的統計ミクロデータ分析のためのオンサイト

拠点形成が有効な方法であるという仮説の下に調

査を進めた。 

また，国民生活基礎調査ミクロデータを現行の

目的外申請制度で有効利用するために，事前にど

のような要因が K6に影響を与えるかの研究仮説

を探索するために，平成 28年 2月に，政府ミク

ロデータ利用申請にノウハウのある情報・システ

ム研究機構岡本 URAの支援を受けて，1年間の匿

名化データ利用承認を果たした。平成 28年度か

ら 29年度初頭にかけて，竹林が匿名化データを

探索的分析可能なデータセットに加工し，竹林を

中心に，K6増大リスク要因を探索するデータマ

イニングを実施することとした。 

平成 22年度国民生活基礎調査匿名化データに

は K6得点が存在し，研究目的を達成することが

可能なことが分かり，平成 22年度国民生活基礎

調査匿名データ（標本サイズ：15901 名）の中か

ら自殺ハイリスク群として，「うつ病又は他の精

神疾患群（以下，うつ病群と省略，標本サイズ：

259名）」，「介護負担者群(標本サイズ:505

名)」，「無職者群(標本サイズ：550名)」を抽

出した結果，うつ病群，介護負担者群，無職者群

のいずれの群においても，K6重篤化に最も影響

を与えるのは，主観ストレスであった。 

うつ病群では，主観ストレスが高い群でも，住

み込み，宿舎，3世代同居など配偶者，両親，子

供以外と密接なコミュニケーションを持たざるを

得ない家族構成を有する群に K6の重篤化傾向が

高く，更にその種のリスク性のある家族構成を有

する群では，所得や貯蓄が低い群に K6の一層重

篤化リスクが高いという仮説が探索された。ま

た，この最も高いリスク群には職業などもリスク

増大に寄与している可能性も探索された。 

介護負担者群で主観ストレスが高い群では，収

入，貯蓄が低いあるいは，自身に脳出血既往歴が

あると K6が重篤化するという仮説が探索され
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た。一方，主観ストレスが比較的低い群でも，総

所得が低いとハイリスクとなりえる可能性が探索

された。 

無職群では，主観ストレスが高い群で，男性の

学歴（高卒・大学院卒）が重篤化リスクに影響を

与えている可能性が探索された。 

 そこで，平成 29年度はオンサイト拠点におい

て平成 22年度国民生活基礎調査ミクロデータを

分析することを前提に，平成 28 年度までに探索

された K6悪化リスクファクターに加えて，地域

情報を付加した目的外申請を行うことで，地域と

リスクファクターとの関係性などを明らかにする

ことを企図した。 

C 結果 

 平成 29年 1月から，政府公的統計のミクロデ

ータの全情報を探索的に分析可能なオンサイト拠

点に関する試行事業が開始され，一橋大学，神戸

大学での試行実験が開始された。本研究グループ

では，情報・システム研究機構も 29 年 3月まで

に，オンサイト施設を新棟に設置するであろうこ

とを前提に，この試行実験に参画する予定であっ

た。しかし，実際には政府中央データ管理施設と

結ぶネットワーク整備が遅れ，平成 29年度は実

験施設としては利用できなかった。 

 一方，平成 29年度末には，厚生労働省研究資

金の支援を受け，多摩大学へのオンサイト拠点設

置が実現し，今後のミクロデータを用いた政策研

究の拠点として活用可能となっている。 

 平成 29年度末までに，オンサイト拠点として

は，一橋大学，神戸大学，滋賀大学，多摩大学が

設置され，平成 30年度前半には，情報・システ

ム研究機構，総務省統計局統計データ利活用セン

ター（和歌山市），群馬大学にオンサイト拠点が

形成されることが確定している。また，名古屋大

学，藤田保健衛生大学，京都大学での拠点形成が

進行する予定である。 

特にこの中で，多摩大学，群馬大学，新潟大

学，藤田保健衛生大学，統計情報利活用センター

の利用者からは，厚生労働省基幹統計（国民生活

基礎調査，人口動態調査）の利用希望が，医学部

関係者，現地医大関係者から寄せられている。 

さらに，平成 29年 5月に官房長官をヘッドと

する，統計改革推進会議最終とりまとめが行われ

た。この中で，ユーザーの視点に立った統計シス

テムの再構築と利活用促進の方針が確認され，各

種データを用いた統計的分析の促進，社会全体に

おける統計等データの利活用の促進が行われるこ

とになり，平成 30年 5月にはこの方針に基づき

統計法，独立行政法人統計センター法も改正され

ることが予定されている。公的統計ミクロデータ

に関わるオンサイト拠点制度についても，これま

での目的外申請に替わる制度としての位置づけが

明確になりつつある。 

平成 29年度末現在，オンサイト拠点でフルセ

ットの情報が探索的分析可能なデータとしては，

総務省基幹統計調査，経済産業省直近の基幹統計

調査のミクロデータがある。一方，厚生労働省，

農林水産省などのデータについては利用可能な状

態となっていない。オンサイトデータに提供する

公的統計ミクロデータを各府省からの委託を受け

て管理する中央施設としての独立行政法人統計セ

ンターでは，総務省・経産省以外の府省に対して

試行的にオンサイト拠点に提供する基幹統計調査

データに関する交渉を続けている。  

 平成 29年度末までに，国民生活基礎調査ミク

ロデータがオンサイト拠点では分析できない状

況，また平成 29年 9月時点で情報・システム研

究機構オンサイト拠点が設置できていない状況を

踏まえ，平成 22年度国民生活基礎調査ミクロデ

ータに関しては，それまでに竹林が示した K6増

大リスクファクターが算出できる変数ならびに，

調査地域情報を付加して，統計法 33条に基づく

目的外申請の活動を開始した。 

国民生活基礎調査の抽出方法は，「層化集落抽

出（世帯票・健康票），層化三段抽出（所得票・
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貯蓄票），もしくは層化二段抽出（介護票）」で

あるため，何らかの形で，地域の情報を得ること

ができると想定していたからである。 

しかし，厚生労働省担当者との事前形式審査の

やり取りの中で，元の調査票情報に最小で政令指

定都市までしか実際の地域と紐付けできる情報が

含まれていないことが判明した。申請手続きを行

っても，地区町村などの地域情報を利用した詳細

な地区別分析は不可能とされたため，引きつづき

申請の手順を進めることは今年度断念した。 

 

D. 考察 

菅官房長官を議長とした統計改革推進会議は，

平成 29年 5月 25日最終会議とりまとめを発表し

た。これ以降，わが国の統計改革に関する主要な

取り組みが加速している。 

 本研究で注目したオンサイト利用も平成 29年

度の試行運用から平成 30年 4月 1日総務省統計

局・(独)統計センター 統計データ利活用センタ

ーが和歌山市に設置され，本格運用が開始され

た。平成 30年 3月現在総務省・経済産業省の基

幹統計調査に限定されている利用可能データを関

係府省と連携して拡充する方針も総務省政策統括

官（統計基準担当）より示されている。一方，統

計ミクロデータの研究利用などを定めた統計法に

ついても平成 30年 5月の国会で改正される予定

で，この改正を踏まえた各種ガイドラインの改正

が予定されている。研究分担者もオンサイト拠点

形成の方法とその意義については国内外の統計関

係者に対して情報発信を行った。 

 本研究が着目した国民生活基礎調査ミクロデー

タについても，厚生労働省から中央データ管理施

設である統計センターへの委託が実現すれば，政

策研究への利活用が可能となる。しかし，平成

30年 3月時点では，その種の動きが顕在化して

いると言えない。現在，オンサイト拠点設置を実

現した多摩大学は，本研究を推進することを主要

目的としている。また，和歌山市に設立した統計

情報利活用センターに対しても，和歌山県立医科

大学から厚生労働省国民生活基礎調査の利用可能

性に関する要望が出ている。またオンサイト拠点

設置を平成 30年度には実施する群馬大学医学

部，その予定である新潟大学，藤田保健衛生大学

も，公衆衛生学研究を企図している。 

 国民生活基礎調査ミクロデータについては，ど

のような情報が存在するかは現状では統計法 33

条申請の中で，必要な地域情報を得る労力をしな

ければならない。確かに，現状での K6特別集計

が県単位となっていることからも，原票に地域情

報が含まれていないことはあり得る。 

一方，総務省労働力調査の標本設計と推計精度

を検討したミクロデータ利用の経験では，当該ミ

クロデータには，調査区の地域名は不明だが，県

コード以外に調査区コードが付随しており，国民

生活基礎調査においても同様と考えられる。調査

区コードは，調査毎に振られ，調査区を一意に定

めるものではないが，総務省統計局の調査担当部

局は調査区コードと調査区を照合する情報を有し

ていて，行政情報である当該標本設計情報を入手

できれば，調査区コードに基づく分析を事後的に

調査地域と紐づけることが可能である。もちろ

ん，国民生活基礎調査がオンサイト環境で分析可

能になれば，そのフルセット情報には調査区コー

ドも含まれているはずである。 

 平成 30年度には，その種の申請可能性も検討

する必要がある。 

 

F．健康危険情報 

なし 

 

G．研究発表 

1．論文発表 （総説，報告書）  

なし 

 

2．学会発表 

椿 広計(2017)公的統計作成に用いるミクロデー
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タの本格的研究利用開始を前にして－経緯・現

状・あるべき姿，公的統計ミクロデータ研究コン

ソーシアムシンポジウム基調講演，2017. 7/25, 

東京． 

椿 広計(2017) 統計ミクロデータ利活用の意

義：－経済的統計から統計的経営への転換－，第

4 回データサイエンティスト協会シンポジウム，

2017.10/23 東京. 

椿 広計(2017) データによる問題解決人財育成

－総務省 EBPM研修への日本品質管理学会の取組

み-，共同研究集会「平成 29年度官民オープンデ

ータ利活用の動向及び人財育成の取組み」，2017. 

11/17, 東京． 

Tsubaki, H. (2017) Keynote Speech: New Data 

sources of Japanese official statistics in 

Big data era, Seminar on Statistical 

Capacity Building for New Data Sources, 

organized by United Nations SIAP 

(Statistical Institute for Asia and the 

Pacific) and Statistics Bureau of Japan, 

2017. 12/8, Tokyo. 

椿 広計(2018) データに基づく問題解決，総務

省政策評価に関する統一研修(中央研修)， 

2018.1/16 東京． 

H．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金(政策科学総合研究事業(政策科学推進研究事業)） 

分担研究報告書 

教育現場での自殺対策の推進―命の教育プロジェクトの実践― 

研究分担者 井門正美 北海道教育大学教育学研究科教授・教職大学院長 

研究協力者 梅村武仁 北海道教育大学教職大学院特任教授 

研究協力者 川俣智路 北海道教育大学教職大学院准教授 

研究要旨 

本年度は，「教育現場での自殺対策の推進」というテーマに基づき，北海道教育大学

教職大学院の「命の教育プロジェクト」と連携して，本研究を推進し，特に，「SOS の

出し方教育」「命の教育 Yes/No カード学習」「命の教育プロジェクトホームページ更

新」の３つの教育研究活動を行った. 

Ａ．研究目的(命の教育プロジェクト) 

今日，学校関係者の様々な努力にもか

かわらず，児童生徒の自尊感情の低さ，

他者への思いやりや倫理観の欠如が問題

視されている．いじめ，虐待や DV，自殺

など，命に関わる問題が社会基盤を揺る

がす大きな問題となっている．こうした

状況に鑑み，北海道教育大学教職大学院

では，2016 年度より「命の教育プロジェ

クト」を開始した．本院ではこのプロジ

ェクト以前にも「いのちを大切にする教

育」(2012 年度～)を推進してきたが,新プ

ロジェクトでは，教職大学院としての組

織的教育実践研究として取り組んでお

り，特に自殺総合対策推進センター(本橋

豊センター長)との連携を図り，北海道の

みならず全国的な動向を見据えつつ教育

実践と研究を推進している点に特色があ

る． 

命に関する諸問題・諸課題の中では，

自殺が最も重いテーマで喫緊の課題であ

る．私たち教育に関わる立場では，その

自殺を生じさせる社会環境や教育 環境，

学校組織や教師そのものの在り方を問い正 

し，問題を改善することこそが教育実践研

究の基盤であると捉え，命を大切にし，生

きることへの志向性を促進することを目的

とした．幼児，児童生徒，学生，大学院

生，そして保護者に対して，命の大切さ，

生きることの意味・意義を伝えることを改

めて教育の根幹と捉えなければならないと

いう強い意識からである． 

研究目的達成のために，現在，次のよう

に７つの柱を設定し取り組んでいる． 

① 人間形成と成長の基盤となる教育と

して，「心を育てる読書教育」

② 日々の悩みや人間関係の軋轢等から

自身を解放する「ストレスマネジメ

ント教育」

③ 苦難やストレスに耐え立ち向かう

「レジリエンス教育」

④ 保健衛生に留意し健康被害を避け，

体づくりや健康を促進する「健康教

育」
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⑤ 危険から身を守る「安全教育」

⑥ 自殺者を一人でも減少させる人間関

係や社会基盤づくりを推進する「自

殺総合対策」

⑦ 教職大学院講義と教員免許状更新講

習への「命の教育」の組み込み

まず，①の「心を育てる読書教育」で

は，健やかな生活や成長を促進し，自己

実現を支援する図書 (児童書，一般書)の

収集と紹介を行う．現在，本学教職大学

院では，札幌校，旭川校，釧路校，函館

校 (平成 29 年度開校)の４校に図書を配

架している．また，これとは別に，「命の

教育」に関する教員や大学院生用の研究

書・専門書を購入した．教育研究・実践

を推進する上で必要となる文献・論文等

も収集し，教師教育の観点から児童生

徒，学生を指導する教員の資質向上を図

ることをめざしている．図書は，現在，

各校ごとに約 150 冊を配架している． 

次に，②の「ストレスマネジメント教

育」と③の「レジリエンス教育」につい

ては，日常生活，すなわち，学校や職

場，家庭等でのストレスを如何に回避す

るか，解決するか．ストレスとは何か，

また，その対処方法をどうすればよいの

か．これらを学ぶことによって，自身の

健康や生命を守る手立てを身につけるこ

とができる．併せて，レジリエンス 

(resilience），すなわち，日本語では

「精神的回復力」「抵抗力」「復元力」「耐

久力」「防御力」「逆境力」とも言われる

力をつける教育も大切である． 

そして④の「健康教育」は，健康被害

を招く薬物乱用や喫煙・受動喫煙等に関

する教育，保健衛生・医療並びに健康や

体力の維持・促進に関する教育，そして食

生活に関する教育である．こうした教育 

は，学校では，特に養護教諭，保健体育や

家庭科の教員の役割が重要となる．また，

保健医療関係者，栄養士・食品衛生関係者

等との連携促進を図ることも大切である． 

続いて⑤の「安全教育」については，

防災や防犯に関する教育，交通安全に関

する教育はもちろんのこと，今日の時代

的特色を踏まえた情報教育が果たす役割

は大きい．そのため，自治体や消防・警

察関係，情報関係のエキスパート等との

連携を図ることが重要となっている． 

⑥の「自殺総合対策」については，上記

①～⑤を含む自殺に関する総合的な対策の

中で，教育が果たす役割の重要性を改めて

確認し，温かい社会や組織づくりを促進す

る教育を展開する．特に学校や学級におい

ては，学習者に自己有用感や自尊感情と他

者存在の意義を実感させ，温かで信頼し合

える集団生活を送ることができるようにす

る学校組織マネジメントを重視する．自殺

という喫緊の重要課題については，特に，

若者の自殺が減少していない実情を踏ま

え，児童生徒や若者には SOS の出し方教

育，教師や保護者には SOS の気づき方教

育，両者併せて自殺対策学習を展開する． 

最後に⑦「教職大学院講義と教員免許状

更新講習への『命の教育』の組み込み」に

ついては，すでに，本学教職大学院の講義

科目では，「生徒指導の意義と今日的課題」

「『生きる力』を育む学級・学年経営の実

際と課題」「学校組織マネジメントの理論 

と実際」等の講義内容に組み込んでいる．

また，学校の教員を対象とした教員免許状

更新講習でも，「キャリア教育の方法」

-71-



「学校文化と教師」「動作とイメージを使

ったストレスマネジメント教育」等の講

義を実施している． 

Ｂ．研究方法 

今年度に実施した研究実践は以下の通

りである． 

１．ＳＯＳの出し方教育の実践 

本研究の目的は，「SOS の出し方教育」

の授業教材を開発し実践を行って，その

教育効果について質的，量的に検討する

ことである．そして，学校現場で実施す

ることが可能な「SOS の出し方教育」の授 

業実践について検討する. 

授業実践は，１時限(45 分～50 分)で実

施することを前提として，自尊感情を高

める「共有体験」に関するステージと，

SOSの出し方を教えるステージの２つの内

容から構成している．前者の「共有体

験」 に関するステージは，近藤卓

(2013)，望月美紗子 (2014)の研究実践

を参照している．すなわち，基本的自尊

感情を育むためには他人と感情や経験を

共有する「共有体験」が重要であるとす

る近藤等の知見に基づいている．後者の

「SOSの出し方」については，足立区の取

り組みを参照しつつ，筆者らが基本的な

メンタルヘルスの心理教育の内容を踏ま

え作成した． 

この実践では，授業前後の参加者の変化

を測定するため，近藤が開発した自尊感

情の測定尺度「そばセット（SOBA-

SET）」を使用した．我々は SOSの出し方

に関する指導の効果を確認するために，

この尺度に「誰でもこころの調子が悪く

なる可能性があると思います」「こころの

調子が悪くなっても,助けを求めることが

できれば回復することができると思いま

す」「まわりの人の心の調子が悪くなった

とき，自分にできることはあまりないと思

います」の３つを加え，全 21 問で構成し

４件法（とてもそう思う,そう思う,そう思

わない,全然そう思わない）で調査を行う

こととした． 実践はＡ市の市立Ｂ中学校

の１年生を対象に，筆者らが授業者として

実施した． 

２．命の教育 Yes/No 学習カード学習 

上記６つの内容に関して,WEB 上で学習で

きる「命の教育 Yes/No カード学習」(旧

自殺対策 Yes/No カード学習)サイトを開

設している(http://www．ido-labo． 

com/edu4life/)．当初の予定では,1)～6)で

計 100 問程度を目標としていたが,現段階

ではストレスマネジメント(10 問),レジ

リエンス(13 問,健康教育(20 問),安全教

育(20 問),SOSの出し方・気づき方 (5 

問),自殺総合対策(2 問)の計 70 問となっ

ている．これらの教育内容を学ぶための

学習方法としてゲーミング・シミュレーシ

ョン手法,具体的には Yes/Noゲーム形式を

採用した．まず,カードの表・質問部分が

提示される．学習者(player)が,これに 

Yes, Noで解答すると,カードの裏・解答

部分が表示される．正答には○,誤答には

×が表示され,正答は得点となる．いずれ

の場合にも「解説を読む」という バーナ

ーがあるので,これをクリックすれば解説

を読むことができる．カードの裏には,「次

へ」のバーナーがあるので,ここをクリッ

クすれば次の質問に移る．こうして,随時,
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カード学習が進む．１つのテーマ上記項

目ごとのステージが終了すると,合計得点

が示される． 

次のステージ(教育内容)に進み,同様

のカード学習を行うが,最終的には,1)～

6)の 70 問を終了すると総合得点が表示

される．この得点は,学習者の成績とし

て記録される．このカード学習は,「も

う一度挑戦する」というバーナーもあ

るので,これをクリックすれば何度もチ

ャレンジすることができ,その成績は時

系列でデータ化されるようにしてあ

る．以上のようにカード学習は展開す

るが,正誤のいずれであっても,学習者

が解説を読むことによって,上記 1)～6)

の教育内容を学ぶことができる．この

学びが,命の教育においては,自身や家

族,友達の悩みやストレスを回避したり

解消したりする基礎的な力になること

を目指している． 

３．ウェブサイトの構築と更新 

命の教育プロジェクトに関連する，

ウェブサイト (http://www.ido-

labo.com/edu4life/)を更新し、研究成

果を広く公表した． 

（倫理面への配慮）本研究課題で行われる

すべての調査は，参加者の人権に対して

人権および利益の保護を十分に講じる．

具体的には，以下の 5 項目を遵守し,研究

協力者の利益を損なわないように配慮す

る． 

① 調査協力者のプライバシーを侵害する

ような記録を残さない．

② 調査の協力には，説明と同意を徹底

し，強制はせず任意の参加とする． 

③ 調査期間中，協力者になにかしらの不

都合さが生じた場合は，迅速に対応

する． 

④ すべての研究で得られた結果は，集合

的な統計量の場合も，事例的検討の

場合は，個人や組織が同定されるよ

うなことのないよう，すべて匿名で

扱い，学術的目的にのみ使用する． 

⑤ データ全ての管理は，研究者が責任を

もって厳重に行い,研究終了後すべ

て廃棄する． 

また本研究は，北海道教育大学の研究倫

理委員会の承認を受けている． 

Ｃ．研究成果 

 １．ＳＯＳの出し方教育実践の成果 

実践前のアンケートは回答者が 121 名

（有効回答数 106 名）,実践後のアンケート

は回答者が 127 名（有効回答数 113 名）で

あった．有効回答数が少ない理由は,そば

セットの結果から回答の信頼性が低いと判

断された回答を除外したためである． 

社会的自尊感情の平均値は実施前 15.21   

点,実施後が 15.36 点となりほとんど変化

は見られなかった．基本的自尊感情の平均

値は実施前が 19.59 点,実施後が 19.69 点

となりほとんど変化は見られなかった． 

SOS の出し方についての知識が定着したか

について,実践前後で回答傾向に差がある

かどうかカイ二乗分析を行ったところ,図 

1 のように「こころの調子が悪くなって

も,助けを求めることができれば回復する

ことができると思います」の設問のみ,と

てもそう思うと答えた生徒が有意に増加し

ていた（χ 2 (3, N=243)=8.74, 

p<.05 ）．
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図１ 設問への解答結果の変化 

実践後の質問紙では「今日の講座で

新しく学んだこと,印象に残ったことが

あったら教えてください」という設問

に自由記述式で回答を求めた。55名の

生徒から「辛いときもまわりの人に相

談すれば,少し心がかるくなることを知

った」,「命は大切だと知った」,「何かあ

ったら相談することが大切だと思っ

た」,「今日の講座で SOS の時の対処方

法とかがわかったので良かったです．」,

「そうだんできるところがあんなにあ

るとはおもわなかった」といった講座

の目的を理解できたという内容の感想

が記入されており,一定の成果を挙げた

といえるものであった． 

２．命の教育 Yes/No カード学習の成果 

以下，Yes/No カード学習の展開を紹介

したい． 

２−１ 学習者氏名の入力 

まず，カード学習の初期画面では，図

のように「氏名入力」を行い，次に「ジャ

ンル」が選択できるよう になっている．

ジャンル選択では，学習したい項目を選

択し，その上で「挑戦する!」のバーナー

をクリックするとゲームが開始する． 

図２ Yes/No カード学習の初期画面 

２−２ カード学習の展開 

最初のジャンルのストレスマネジメン

トでは質問 が 10 問あるが，図は５問目

の質問並びに解答結果である．上記質問

に，Yes/No のいずれかを選択してクリッ

クする．この質問の場合の正答は「Yes」

であるが，正解すると〇，誤答だと×が

示される．正答誤答にかかわらず，「解

説を読む」が表示されるので，クリック

してその解説を読んで学ぶ． 
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図３ カード学習第 5 問 ストレスマネ

ジメント編 

図４ ストレスマネジメント質問５の解説 

こうして 10 問の解答が終わると，図のよ

うに集計結果が示される．この時点で「すべ

ての解説を読む」をクリックすると，当ジャ

ンル 10 問の解説全てを読むことができる．

また，「もう一度挑戦する」をクリックすれ

ば，当ジャンル 10 問について再度クイズに

答えることもできる．繰り返すことで正答

率が向上し，解説も暗記してしまうほどに

なる． 

２−３ カード学習の終了と成績の表示 

以上のように全ジャンルが終了すると，

全問の解答結果が示される． 

図５ ストレスマネジメント編の解答集計 
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解説では，ストレス対処法(コーピング)

について「イメージ呼吸法」「漸進性弛緩

法」「肩の動作法」などが紹介されてい

る． 

図６ 全問終了後の成績集計 



最後になるが，このカード学習では， 

facebook やTwitter も使えるようになって

いることを書き添えておきたい． 

２−４ 今後の予定 

このカード学習は，まだ，未完成であ

る．各ジャンルの質問数にばらつきがあ

り，質問がジャンル違いのものもある．

また，質問内容が児童生徒向けのものと

成人や保護者，教育関係者向けのものな

ど混在した状態にある．解説についても

同様で，その解説内容の対象者が定まっ

ていないものがあり，解説文章の分量に

ばらつきもある．

今後は，こうした問題点を修正して，

質問数については今日的な状況を見据え

つつ，随時増やしていこうと考えてい

る．また，自殺総合対策に関しては，児 

【問題作成者紹介】 

井門正美  北海道教育大学教育学研究科教授・

教職大学院長 

井上博文  札幌市立札幌中学校教頭 

武田竜太  北海道新十津川町立新十津川中学校 
教諭 

山田洋一  恵庭市立和光小学校教諭・北海道教

育大学教職大学院院生 

*井上，武田は井門研究室ゼミ修了

生，山田はゼミ生であり，本研究

に参加している．

３．命の教育ホームページの構築と更新 

命の教育プロジェクトに関連する，

ウェブサイトの更新履歴は以下の通りで

ある． 

■トップ（http://www.ido-labo.com/

edu4life/） 

・「心を育てる読書のススメ」バナー変更 

・「健康教育」バナー変更 

・「健康教育」バナー追加（[健康増進][薬

物乱用防止][禁煙・受動喫煙防止]）

・「教職大学院の命の教育に関する研究

　・実践活動」バナー追加（[講義・授　
　業・研修][著書・論文・発表][年度報　
　告]） 

■プロジェクト概要（http://www.ido- 
labo.com/ edu4life/about/） 

・画像 2 ファイル追加 

■心を育てる読書のススメ

（http://www.ido-labo.com/
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　70問全てが終わると，「○○さんの成

績□問中△正解です」と成績が示され

る．ここで「すべての解説を読む」をク

リックすると，全解説 7 0 問を読むこと

ができる．また，「もう一度挑戦する」

をクリックすると初期画面に戻り，再

度，問題にチャレンジすることができ

る． 

童生徒や若者向けの「SOSの出し方」と保

護者や教師向けの「SOS気づき方」に分け

た設問形式にするなどの工夫を図ること

も必要だと考えている． 

質問と解説等を整えた後，このカード

学習の学習効果についての調査研究を進

めたい． 

edu4life/reading/） 

・トップイメージ変更 

ストレスマネジメント■

（http://www.ido-labo.com/ 
edu4life/stressmanagement/） 

・画像 1 ファイル追加 

・「生きる力を育む心の学習」pdf 編

集 

http://www.ido-labo.com/edu4life/
http://www.ido-labo.com/edu4life/


■レジリエンス（http://www.ido- 
labo.com/edu4life/resilience/）

・画像 1 ファイル追加 

■健康教育（http://www.ido- labo.com/
edu4life/healtheducation/）

・トップイメージ変更 
・３章追加[健康増進][薬物乱用防止][禁

煙・受動喫煙防止] 

・「なぜ受動喫煙防止対策が必要なのか」

パワポファイル編集 

・「なぜ受動喫煙防止対策が必要なのか」

PDF リンク追加 

■ 自殺総合対策（http://www.ido- 
labo.com/
edu4life/suicideprevention/）

・画像 3 ファイル追加 

・「SOS の出し方を学ぼう」PDF リンク追

加 

・「子供の SOS の相談窓口」コーナー追加 

・「GS 手法による自殺対策カード学習試

案」PDF リンク追加 

・「自殺防止ゲーミング」の開発と実践」
PDF リンク追加 

－自殺対策学習（自殺対策 Yes/No カー
ド学習）（ http://www.ido-labo.com/

edu4life/ suicideprevention/card-

init.php） 
(ア)ジャンル変更．これに伴うプログラ
ム改修 

(イ)問題 60 問追加．既存問題 10問と

共に再構成 

(ウ)各単ジャンル及び全ジャンルの選択

を可能にプログラムを改修 

(エ)得点をデータベースに記録するよう

改修,DB
 
構築 
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(オ)管理画面「回答者一覧」「設問一　
　  覧」「回答データCSV出力」「回答
    データ初期化」の新規実装

教職大学院の「命の教育」に関する研■

究・実践活動（http://www.ido-labo.com/

edu4life/studyandactivities/） 

・画像 1 ファイル追加 

・３章追加 [講義・授業・研修]，[著書・

論文・発表]，[年度報告]－イベント情

報

・18.03.16 イベント記事追加 

・「SOS の出し方を学ぼう」PDF リンク追

　加 

・「札苗中「SOS の出し方を学ぼう」アン

ケートの結果」PDF リンク追加 

－講義・授業・研修 
・「提案授業「よみがえれ！ クニマス－
田沢湖姫観音の秘密から－」PDF リンク

追加

・小学校編「指導案」「実践授業」「検
討会」PDFリンク追加

・中学校編「実践授業」「検討会」PDF 

リンク追加 
・「「美味しんぼ問題」ワークショップ」

PDFリンク追加 

－著書・論文・発表 
・「社会科授業「クニマス発見！！－奇
  跡の魚, その謎を探る－」」PDF リン

ク追加 

・「屠畜体験学習の批判的検討(1)」PDF 

リンク追加 

・「社会系教科における原発震災下の

「農と食」の論点－「美味しんぼ問題」

 から－」PDF リンク追加 

・「命を守るエネルギー資源教育 
(1)[2011.10.22]」PDF リンク追加 

・「命を守るエネルギー資源教育 

(2)[2012.09.30]」PDF リンク追加 
・「命を守るエネルギー資源教育 
(3)[2012.10.26]」PDF リンク追加 
－年度報告 
・「井門 FOST 研究成果発表先報告書」

PDFリンク追加 

・「2016 年度の研究成果報告１」PDF

　　リンク追加 

〇井門正美研究室 HP 
トップ（http://www.ido-labo.com/）■

・「命の教育プロジェクト」バナー追加 



■講演と出前（http://www.ido- 
labo.com/ delivery/#lecture） 

－授業紹介 

・「SOS の出し方を学ぼう」PDF リンク

　追加 

・「札苗中「SOS の出し方を学ぼう」アン

　ケートの結果」PDF リンク追加 

４．おわりに 

以上，平成 29 年度の当分科会の研究実

践活動について紹介した． 
今後，北海道教育大学教職大学院の「命

の教育プロジェクト」と連携を図り，本分

科会の研究を推進していきたい．特に，

「SOS の出し方教育」については,現段階

で，本学附属札幌中学校や北海道夕張市立

夕張中学校での実践を予定している．本報

告の巻末に｢SOS の出し方を学ぼう｣のプレ

ゼン資料を掲載したが，さらに，教師や保

護者向けの「SOS の気付き方」に関する研

究実践も進めていきたいと考えている． 

「命の教育 Yes/No カード学習」につい

ても,さらにテーマごとのクイズコンテン

ツを増やして，この Web 上で行うカード学

習を行うことを通して，SOS の出し方や気

付き方に関する知識や技能を身に付けられ

るようにさせたい． 

最後になるが，現在，「命の教育に関す

る書籍」を百数十冊収集している．これら

の図書については，本学教職大学院の教員

や大学院生に図書紹介文を書いてもらい，

「命の教育プロジェクト」のホームページ

内コンテンツ「心を育てる読書教育」のコ

ーナーで図書紹介をしようと構想してい

る． 

次年度においては，一層の研究推進をし

たい． 
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Ｅ．知的財産権の出願・登録状況 

特に予定なし 

Ｄ．研究発表 

１．論文発表 

〇著書(命の教育教材集) 

井門正美著『命の教育プロジェクト－

北海道教育大学教職大学院の試み－』

(NSK の出版, 2018 年) 
２．学会発表 

井門正美，井上博文「北海道教育大学

教職大学院における『命の教育』プロ

ジェクト」，日本学校教育学会第 32 回
研究大会，2017 年 8 月．

①

井門正美「役割体験学習論に基づく教

師教育」，第８回教育に関する環太平

洋国際会議，2017 年 11 月．

②

井門正美他 6 名，「アクティブラーニ

ングにおけるゲーミング・シミュレー

ションの活用３」，日本シミュレーシ

③

ョン&ゲーミング学会 2017 年秋期研

究大会，2017 年 7 月．

http://www.ido-labo.com/


【資料編】 

資料１ 命の教育カード学習-質問のみ紹介- 

全ジャンル総計 70 問 

【ストレスマネジメント編】 

≥╙⌐│,☻♩꜠☻│⌂™  

≥╙⅜Ⱡ●♥▫Ⱪ⌂ ⅎ ⌐ ∫≡⇔╕℮─│,

⅜⌂™↓≤≢№╢  

כ◘♇꜠♩☻ ≢ ∆╢ ₁⌂ ╛

│, ≈≢№╢  
⌐כ◘♇꜠♩☻⌂╕↨╕↕ ∆╢↕╕↨╕⌂ ╩ 
₈☻♩꜠☻ ₉≤™℮   

↕╕↨╕⌂☻♩꜠☻⌐ ∆╢ ⅜№╢  

☻♩꜠☻≤℮╕ↄ ⅝ ℮√╘⌐│,₈ⱴ▬fi♪ⱨꜟ 

Ⱡ☻₉≤™℮ ⅎ ╛ ╩ ⌐≈↑╢↓≤⅜  

≢№╢  

☻♩꜠☻ⱴⱠ☺ⱷfi♩ │, ≢№╢  

☻♩꜠☻ⱴⱠ☺ⱷfi♩ │, ⅜ ↓∫√≤⅝⌐

℮╙─≢№╢  

☻♩꜠☻ⱴⱠ☺ⱷfi♩ │,™∂╘ ⌐╙ ≢

№╢  

10 ,│כꜝ☿fi►◌ꜟכ◒☻ ⌐⅔™≡ ─☻

♩꜠☻ⱴⱠ☺ⱷfi♩⌐ ∆╢ ╩ ∫≡™╢  

【レジリエンス編】 

11 ꜠☺ꜞ◄fi☻≤│ ⌐№╢,№╡┤╣√ ─ ≢

№╢  

12 ꜠☺ꜞ◄fi☻│₈ ╣⌂™ ₉₈ ₉≤™∫√№ 

╡┤╣√ ╩ ∆ ⌂─≢,№╕╡ ™ ╛  
  │⌂™  

13 LOC ≤│, ─ ⅎ ╛ ╛ ─◖fi♩꜡כ

ꜟ─№╡⅛ ⌐╟╡, ⅝ ─ ™⅜ ⅎ≡ↄ 

╢≤™℮↓≤≢№╢  

14 ꜠☺ꜞ◄fi☻⅜ ↕╣ ╘√─│,21 ⌐⌂∫≡⅛

╠≢№╢  
15 ꜠☺ꜞ◄fi☻⌐│,™╤™╤⌂ ⅜№╢  

16 ꜠☺ꜞ◄fi☻│,⅝√ⅎ╢↓≤⅜≢⅝╢  

17 ꜠☺ꜞ◄fi☻╩ ╘≡⇔╕℮ ⅎ ⅜№╢  

18 ꜠☺ꜞ◄fi☻ ⌐, │№╢  

19 ꜠☺ꜞ◄fi☻ │, ─ ╩☼כ♬─ ╕ⅎ√

⅜ ⌐ ╘╠╣≡™╢  

20 ꜠☺ꜞ◄fi☻╩ ╘╢ ─ ≈≤⇔≡, ─ ╩

┘╢↓≤│ ≢№╢  
21 ꜠☺ꜞ◄fi☻ │, ╩ ╢ ⌐≈⌂⅜╢  
22 ₈SOS ─ ⇔ ₉│, ∞↑≢ ℮╙─≢№

╢  

23 ↕╕↨╕⌂ ⅜⌂↕╣,≥─ ≢╙ ─

⅜ ╪≢™╢  

【健康教育編】 

24 ⌐╟╢ │, ⌐⅔╟┬  

25 ⅜╪≤ ─ │⌂™  

26 √┌↓⅜╛╘╠╣⌂™ │ ─ ™ ≢№╢  

27 √┌↓│, ⅜№╢╙── ⌂ ─ ╒≥≢ 

│⌂™  

28 √┌↓─ ╩ ∫≡, ⌐ ⅜ ┬─│  

≢№∫≡, ─ ⌐│ ⅜⌂™  
29 √┌↓ ─ ⅛╠ ╢ │,  

⅜ ℮√┌↓─ ⌐ ═≡, ⅜  

⌂™  
30 √┌↓│,☻♩꜠☻╩ ╠⇔≡ↄ╣╢⅛╠, ┼─ 

™ ╙№╢  

31 ⅝╩∆╢ ─ ⌐│, ⇔≡™╢ ╙™╢ 

.∞⅛╠, ≤ │ ⌂™   

32 ─ ה ⌐⅔™≡│,≥─ ⌐⅔™≡╙, ⅔ 

╟┘ ─ ─ │ ╩ ⅎ╢  

33 ⅜ ™╒≥, ⌐╟╢ │ ↄ⌂╢   

34 ≤│, ⌂ ╩ ⌐╦√╡, ─  

≢ ∆╢↓≤≢№╢   

35 ≢ ↕╣≡™╢ │ ⌐ ≢№╢  

36 ⌐╟╢ │ 21 ╩Ⱨכ◒⌐ ⇔ ↑≡™

╢  

37 ╩ ∆╢≤, ╛ ⅜ ╣╢╒⅛, ⌐

∆╢≤ ⌐ ╢↓≤╙№╢  
38 MDMA ≤™℮ │, , ╩ ↕∑╢. ╩

↕∑√╡, ╩ ╡ ™√╡∆╢ ⅜№╢  

39 ₈ ♪ꜝ♇◓₉≤ ┌╣╢ │,╙≤╙≤ ↕╣≡

™⌂⅛∫√╙─≢№╢─≢, ⅛╠─ ⌐ ═╢

≤,∕─ │ ™   

40 ─ │ ⌂╙─≢№╢⅛╠ ╩╛╘╣┌,  

    ⌐ ─ ⌐ ╢↓≤⅜≢⅝╢  

41 ╩ ⇔√ │ ∞↑≢│⌂ↄ, ⌐╙   

⅝⌂ ╩ ⅎ╢↓≤⅜№╢   

42 │, ╕╣≡ↄ╢ ⌐╙ ⅜№╢  

43 ⌐ ∆╢ │ ─ ─ ⌐╟╢  

【安全教育編】 

44 ₈ ≥╙ 110 ─ ₉│, ⅜ ↑╩ ╘√╠ ⇔≡

ↄ╣╢  

45 ▫♥ⱨכ☿₈ fi₉ꜛ◦כ♥☻ ≤│, ╛

─ ↑ ╖┼─ ╛ ⌐ ∆╢ 110 ,119 

⌂≥╩ ℮ ≢№╢  

46 ⅛╠₈ ─ ⌐ ∑╠╣∕℮⌐⌂∫√₉≤ ⅝,

™≢ ╩ ™⅛↑√  
47 ⅜ ┼ ⇔ ↑, ╠╣≡ ╩ ∫√.₈  

≤ ╩ ╢╦⌂™₉≤ ↕╣√─≢,∕─ │└≤ 
╕∏ ⇔√  

48 כ◌כ♩☻ ⌐≈™≡,₈ ה ⌂≥№⌂√─

ↄ ₁≢ ∟ ∑╩⇔≡™╢₉₈№⌂√─∕─ ─

╛ ⌂≥╩ ⱷכꜟ╛ ≢ →╢₉⌂≥│

⌂ ⅜⌂™√╘, ⌂≥⅛╠₈ ₉╩ ∆↓≤│

≢⅝⌂™   

49 ↓↓ ,₈ ™ ◘▬♩₉╩ ⇔√ ≤⇔≡, 

 18 ─ ⅜ ⌐ ⅝ ⅜☻כ◔╢╣╕ ╩ 

 √⌂™ ∕─ ─╒≤╪≥│, ≢№╢  

50 ─ⱷ₈,⌐ꜟכ ™ ◘▬♩₉─ ⅜ ╠╣ 

≡⅝√ ╩∆╢∞↑≢⅔ ╩ↄ╣╢≤™℮─≢, 

⌐ ∫√  
51 ₈ ─ ╩╙∫≡™╢₉₈Ⱡ♇♩⌐┌╠╕ↄ₉≤ ↕╣

√─≢,∆←⌐ ⌐ ⇔√   

52 ₈™∂╘│⇔≡│⌂╠⌂™₉≤ ≢ ╘╠╣≡™╢  

53 ₈™∂╘₉≤│ ⌂ ╩ ⅎ╢ ▬fi♃כ 

Ⱡ♇♩╩ ∂≡ ╦╣╢╙─╙ ╗ ≢№╢  

54 ≤⇔≡,  1 ─ ╛ ⌂≥╩ ∆╢

≤╟™  
55 ,│≥☺כ▪ꜞ♩ ⌐ ≠ↄ ─ ─↓

≤≢№╢   

56 ─ ─ ╛  ─ꜟכꜟ

╘ │, ⌐ ∂≡ ╩ ╡⌂⅜╠⅝╘╢  

57 ≢, ⌂≥≢ ⅜ⱶכꜝ▪─ ↓ 

ⅎ≡⅝√╠, ™≢ ┼ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™  

58 , ╩ ™≡ ∆╢ ,◄fi☺fi 

│כ◐ ↑√╕╕⌐⇔,♪▪│꜡♇◒⇔⌂™  

 59 │,  1 ⅜ √╠  2 │ ╕╢√╘, ╛ 

⌐ ╩ ⇔⌐ ↄ═⅝≢№╢  

60 │, ∏⇔╙ ⅝ ⅛╠ ╕╢≤│ ╠⌂™  
61 │ ⅜ ↄ, ⌂ │ ≢№╢  
62 ─ ⅜№╢≤ ╦╣╢≤⅝│, ╩ ╘╢ 

√╘ ╘⌐ ∑∏,⌂╢═ↄ ≢ ∆═⅝≢№

╢  
-79-



63 ╩ ⌐ ⌐ ⇔, ≢ ╩ ≈

≤⅝│, ◄fi☺fi╩ ∆╢  

【SOS の出し方・気づき方編】

64 ─ ה ╩ ╗ │, ⌂ 

≢№╢ ⌐ ─ ─ ≤⇔≡│, ↓

↓ 20 ⅜ ┌™≢№╢⅜, │

≤ ⅎ╢ ⌂ ≢№╢  

65 │ ─ SOS ╩ ∆↓≤⅜ ⌂™√╘,

≢ ─ │ ≢№╢  
66 ─ ≢, ╩ ≢⅝╢ ₁⌂ ≡⅜№ 

╢  
67 1981 ⌐₈ ≥╙─ ─√╘─ ₉⅜

↕╣, ╙ ⌐⅔™≡ ≤↕╣╢

⅜ ⌐ ═╠╣≡™╢─≢,↓╣≢

─ │ ≢№╢  

68 ⌐│,₈ כⱤכ◐♩כ◕,─╘√─

₉≤™℮, ─ ↑⌐, ⌐ ∆╢

⌂ ╛ ⌂≥╩ ⅎ╢√╘─ ⅝⅜№

╢  

【自殺総合対策編】 

69 ─  10 √╡─ │▪ⱷꜞ◌─∕ 

╣≤ ⇔≡⅔╟∕ 1.5 ™  

70 │ 1990 ⌐│ⱨ▫fiꜝfi♪╟╡╙  10 

√╡─ ⅜ ⅛∫√⅜,

╩ ⇔√ ,2002 ↔╤⅛╠ⱨ▫fiꜝfi♪╟

╡ 10 √╡─ │ ⌂ↄ⌂∫√  

≤ ⌐≈™≡│

₈ ─   ⱪ ꜡ ☺ ▼ ◒ ♩ ⱱ כ ⱶ Ɑ ₉ ☺ כ 
(http://www.ido-labo.com/edu4life/suicideprevention/#05)
╩ ─↓≤
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資料２ ＳＯＳの出し方教育実践資料 

SO S

SOS

1.

2.

3.

4.

v

v

vDVD
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17 0570-064-556 17 21 10
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v

§
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⌐⅔↑╢ ⌂ ─ ╡ ⌐ ∆╢  

─◖fi☿ⱪ♩

    

 

│ ─ ⅝⌂ ─ ≈≢№╢⁹ │⁸↓╣╕≢ ↕╣≡⅝√◄ⱦ♦fi

הꜟכ♠ה☻ ⌂≥─ ╩ ⌐ ⇔≡⁸ ─ ╛ ┼─

╩ ∆ⱨ▼▬☼⌐ ⇔≡™ↄ ⅜№╢⁹ ⅜▪◒☿☻∆╢ ⌐│ ≢

─ ⅜№╢⁹∆⌂╦∟⁸ ⁸ ⁸

◒ꜞ♬♇◒⁸ ─ ≈≢№╢⁹ ⌐ ⇔≡ ≢⅝╢ │∕╣∙╣ ⌂

╡⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ─ ≢∕╣∙╣ ⌂╢√╘⁸ ╙

∕╣∙╣⌐ ∆╢ ⅜№╢⁹ 

 ⁸ ⌐ ≢⅝╢ ⅜ ⇔™ ⌂≥ ╛ ♩הfiꜛ◦◒▫♦▪ה

ꜝ►ⱴ⌂≥ ≢│⁸ ─ ה ╩ ╘╢∞↑≢│ ⅜ ⇔ↄ⁸♃☻◒◦▼▪╛

⌂≥ ⅜ ≤⌂╤℮⁹ 

A  

─ │⁸ ─

╩ ╕ⅎ⁸ ⌐⅔↑╢ ─√

╘─ ⸗♦ꜟ≤ ╩ ⇔⁸

─ ⌐ ⌂ ה

─ ╩ ≢⅝╢╟℮⌐

∆╢↓≤≢№╡⁸↓╣⌐╟╡

⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ∆╢↓≤

╩ ≤∆╢⁹ ≢│⁸ ─

⅛╠⁸ ─ ─ ≤⌂╢

⌐⅔↑╢ ⌐≈™≡ ∆

╢⁹ 

↓╣╕≢─ ⅛╠⁸ ─

10-20 ⅜ ™∏╣⅛─ ⌐

⌐ ╢↓≤⅜ ╠╣≡⅔╡⁸ │

─ ─ꜞ☻◒ ≤╖⌂↕╣⁸

│ ─ ⅝⌂ ─ ≈≤

ⅎ╠╣≡⅝√⁹╕√⁸ ⌐ ∆╢

─ⱷ♃ ⅛╠│⁸ 80 ⌐⌂╪

╠⅛─ ⅜№∫√↓≤⅜ ↕╣≡⅔

╡⁸ ⅜ ⇔√ ╩ ⅎ≡

─ ⌂◔▪⌐≈⌂←↓≤⅜ ≢№

╢↓≤│ ⅛≢№╢⁹↓℮⇔√ ⌐ ≠

™≡⁸ ⌐ ∆╢ ⌂ ⌐

⅜ⱪ꜡◓ꜝⱶהꜟ◐☻╢∆ ↕╣≡

⅝√⁹↓℮⇔√ ה │ ─ ╩

╖≡⁸ ⅜ ─ │ ⌐№

╢⅜⁸∕╣≢╙ ⌐ ∆╢≤
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≤⇔≡ ↄ⁸ ╩ ╘≡│⌂╠⌂™

⌐№╢⁹ ⌐⁸ ⌐ ∂√ ≤

⇔√ ⁸ ─ ─ ⌂≥⁸

─ ⅛⌂™ ╛ ⅜№╢ ╩

⇔≡│⌂╠⌂™⁹ 

 ↓─╟℮⌐ │⁸ ה ה

─꜠ⱬꜟ≢ ⅜№╡⁸ │ ⌐№╢

⌂◄ⱦ♦fi☻⁸♠⁸ꜟכ ╖╩

⇔⌂⅜╠⁸ ╩⸗♦ꜟ≤⇔≡↕

╠⌐ ⌐ ╩ ╘⁸ ╛

┼─ ╩ ∆ⱨ▼▬☼⌐ ⇔

√≤™ⅎ╢⁹ 

B  

 ↓╣╕≢⌐ ≢ ╦╣≡⅝√ ⌂

⅛╠ ╠╣√ ╩╙≤⌐⁸

─ ╩┤╕ⅎ√

⌂ ⁸ ⌂

─ ╡ ╩ ∆╢⁹╟╡ ⌐│⁸

─ ≤⌂╢ ─

⌐ ∂√ ─Ɽ☻⌐⅔↑╢ ╩

⇔⁸ ⅜ ≤ ⌐ ⇔

⌂⅜╠ ╩ ≢⅝╢√╘─

╩ ∆╢⁹ 

┼─  

⌂⇔⁹ 

C  

│ ─ ╩ ⇔╛∆

ↄ⁸ ⌐♃▬ⱶꜞכ⌐ ∆╢√

╘─ ≤⌂╢─⌐ ⇔≡™╢⁹

╩ ≢⅝╢ ⌐│⁸ ה

≤™℮ ⇔√ ≈─◦☻♥ⱶ≤

─ ⅛╠ ─ ≈─Ɽ♃כfi⅜

↕╣╢⁹∆⌂╦∟⁸ᵑ

⁸ᵒ

⁸ᵓ ◒ꜞ♬♇◒⁸ᵔ

⁸≢№╢⁹ 

ᵑ

 ⌐ ≤⌂╢ ─℮∟

─ │ 10 ⌐─╓╢≤╙™╦╣╢

⅜⁸ ≤ ⅜ ↕╣≡

⅝√ ⅛╠⁸ ↄ─ │

⅜ ─ ≢⁸ ⌂≥

╩⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ ⌐↓╣╕≢

⅜⌂™ ≢│ ⌐╟╢

≢ ╘≡ ∆╢√╘⁸

≢─ │ ╘≡ ≢№╢⁹ 

↓℮⇔√ ⅛╠⁸PEEC

⌐⅔↑╢ ≤ ≤™℮

ⱪ꜡◓ꜝⱶ⅜ ⌐ ─ ≢

↕╣≡™╢⁹ 

 ⌐ ◔▪╩ ∆╢

╣≤⇔≡⁸ ☿fi♃כ⅜

(PSW)╩ ⇔≡◔▪∆╢ , 

2017 ⁸ ⅜ ⇔√ ☿fi♃כ⌐

⇔≡◔▪╩ ∆╢ ╠, 

2017 ⁸ ⌐№╢ ─

⌐≈⌂← ™╦╝╢ ⸗♦ꜟ ⌂≥

─ⱨ꜡⁹╢℮╡№⅜כ 

ᵒ
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™╦╝╢ ╩ ∆╢ ⌐≡

ꜞ◄♂fi◘כⱦ☻╩ ∫≡™╢

≢№╢⁹ ─ ╩ ℮

⌐ ⅜ ↕╣≡™╢↓≤≢⁸

─ ⌐⅛⅛╦╠∏ ⌐ ⇔

≡ ╛⅛⌐ ◔▪╩ ≢⅝╢ ≢

╙∫≤╙ ╕⇔™ ≢№╢⅜⁸ │

╩ ⅛⌂™ ⅜ ™⁹ 

╛ ≢ ◔▪

╩ ∆╢↓≤┼─▬fi☿fi♥▫Ⱪ≤⇔≡⁸

⁸ ⁸

ꜞ◄♂fi ⌂≥⁸ ┼─ ⌐

─ ⅜ ≤⌂∫≡™╢

╠, 2017; , 2018, Kanehara et al., 

2015 ⁹╕√ ┼─▬fi☿

fi♥▫Ⱪ≤⇔≡⁸

⁸ ⁸DPC ⌐⅔↑╢

⌂≥≢╙ ↕╣╢╟℮⌐⌂

∫≡™╢⁹ 

ᵓ

│ ╩⇔≡™╢ ⅜

ↄ⁸ ≢│ ↄ─ ⅜ ─

↓∕№╣ ⌂™⇔ ╩ ⇔

≡™╢⁹™╦┌ ─ │∆

═≡ ⌐ ∏╢≤™ⅎ╢⁹╕√⁸

⌐≈™≡│ ה ≢╙

∆╢⁸™╦╝╢Ⱶ◒꜡ ⅜ ╕⇔ↄ⁸

⌐│ ╛ ≤─

⅜ ≢№╢⅜⁸ ≤

∞↑≢ ↕╣╢ ↄ─ ⌂◒ꜞ♬♇

◒≢│↓℮⇔√ ⅜ ≢№╢⁹ 

⌐≈™≡│⁸◒ꜞ♬♇◒⅜

≢ ⌐ ∆╢⁸ ≤

─Ⱡ♇♩꞉כ◒╩ ∆╢

, 2017 ⌂≥⁸ ⌐╟∫≡ ─

╡ ╖⅜⌂↕╣≡™╢⁹ 

ᵔ

 │™╦╝╢Ɫכ♪⌂ ⌐

⇔≡⅔╡⁸ ╛

⌐≡ ⅜ ⇔≡╙⌂⅔

⇔√ ⅜ ⇔≡™╢ ⌐

↕╣╢⁹≤│™ⅎ⁸ ≢№

∫≡╙ ─ │☻♃♇ⱨ⌐ ⅝⌂

⅜⅛⅛╢╙─≢№╡⁸ ─√

╘─ ◔▪

⅜ ↕╣≡™╢⁹ 

─ ↄ⅜ ─╟ↄ⌂™

⌐№╢↓≤⁸ ™ ─ ⅛╠

⅜ ↕╣≡™╢↓≤⌂≥⅛╠⁸

≢№∫≡╙ ⇔⌂™

⅜ ↄ⁸ ⅛╠ ╣√

⌐ ≤⌂∫≡⅛⅛╡≈↑ ╛

≤─ ⅜ ⇔⌐ↄ™ ⅜

≢№╢⁹ 

ᵔ ᵓ 

ᵒ ᵑ
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D  

⅔╟┘∕─Ɫ▬ꜞ☻◒ ⌐

№╢ ⅜▪◒☿☻∆╢ ⌐│ ─

№╢↓≤╩ ∆╣┌⁸

╙ ╡⌐ ∆╢ ─

⌐ ∆╢ ⅜№╢⁹ ─ │⁸

⌐⅛⅛╢ ╙ ↕∑╢↓≤⅜≢

⅝⁸ ⌂ ╖⌐∆╢√╘⌐╙

≢№╢⁹ 

⌐⅔™≡│⁸ ┼

─ ⌐ ⅎ≡⁸ ┼─

╩ ⇔≡ ⌂ ⅜≢⅝╢

─ ⁸ ─ ה ה

≤─ ⌂≥─⸗♦ꜟ≤⌂╢↓≤⅜

↕╣╢⁹ 

│⁸ACTION-J

─◄ⱦ♦fi☻⅛╠ ─ⱷ♦▫◌ꜟ☻

♃♇ⱨ─ ⌐ ⅜ ↕╣√ ≢

≢│№╢⅜⁸ ≢│ ≢⅝╢╒

≥─ │ ≢⅝∏⁸ ─▬fiⱤ◒

♩│ ™⁹ ↕╣⅜∟⌂ ⅜

⌐▬fi◒ꜟכ☺ꜛfi↕╣⁸

╩ ≢ ∆╢

╖⅜ ∆╢⌐│⁸ ─ ⅜ ╘

╢↓≤╩ ∑⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹

⁸

ꜞ◄♂fi ⁸

⁸ ⁸DPC ⌐⅔↑╢

⌂≥╩ ⇔≡⁸

─⸗♦ꜟ╩ ∆↓≤⅜ ≢№╤℮⁹ 

⌐⅔™≡│⁸

⌐ ⇔ Ⱶ◒꜡ ⁸ ╙⅛⅛╡

≈↑ ⅜∆←⌐ ╛ ≢

∆╢ ♁ⱨ♩ ↓≤≢⁸ ⌂ ╩

←↓≤⅜≢⅝╢⁹ ⅜

⇔≡ ⌐ ⅎ≡ ⅜

≢⅝╢ ╛ ⅜⸗♦ꜟ≤⌂╤℮⁹╙

∫≤╙ ≤™℮ ≢│ ╩ ⅛

↑╢≤™℮╟╡│⁸ ─ ה

≤Ⱡ♇♩꞉כ◒╩ ∆╢

↓≤⅜ ≢⁸∕─ ╩ ≤∆╢─

╙ ≢№╢⁹ ⁸Ɫכ♪⌂

⌐ ∆╢ │ ─ ≢ ≤

─ ⌂ ⅜ ≤⌂╢⁹ 

↓─╒⅛⁸ ∞↑≢⌂ↄ⁸

☿fi♃כ╛ ☿fi♃כ⌂≥

─ ╩ ꜙ☺כ▪ꜞ♩≡⇔

╩ √⇔≡™╢ ╙ ≤⌂╡℮╢⁹ 

⌐ ⌐≈™≡ ═√™⁹ ∕─

╙─⅜ ⇔™ ה ─ ≢№╢⁹∆

⌂╦∟⁸ ╛ ╩≥╣∞↑ ⌐ ∫

√≤⇔≡╙⁸ ↑ ╘≡ ∆╢

⅜ ⇔≡™╢ │⁸ ≢ ∆╢

≢ ∆╢⇔⅛⌂™⁹

⅜☻ⱦכ◘ ⌐ ⇔≡™╢ ⁸

הⱴ►ꜝ♩הfiꜛ◦◒▫♦▪ה

⌂≥ ≢⅝╢ ⅜∕╙∕╙ ⇔≡

™╢ ⌂≥≢№╢⁹ ⇔™ ─

≤ ⌐⅛⅛╢ ╩ ╖╣

┌⁸ ╛ ─ ⇔™ ה ⅜ ⌐

℮ ╖│ ⌂™√╘⁸♃☻◒◦▼▪ ♃

☻◒◦ⱨ♩ ⁸ ⌂≥─ ⌐╟

∫≡ ℮ ⅜№╤℮⁹ 
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E  

 │≥─ ≢╙ ↓╡℮╢◖⸗

fi⌂ ≢№╡⁸ ⌐ 1 ⅛ ↕

╣╢☿fi♃כ─ ≢│⌂ↄ⁸ ⅜

⇔╛∆™╟℮ ⌐⌂╢═ↄ ↄ─

⅜№╢ ⅜╟™⁹ 

╕√⁸ ─№╡ │

╡≢│⌂ↄ⁸ ⌐ ─

™ ⅜ ⇔≡™╢⅛⁸

╩ ∆╢ ╩╙≈ ─

√≤ⅎ┌♁כ◦ꜗꜟ꞉כ◌כ╛

╩ ≢⅝╢⅛⁸ ⅛╠─

╩ ↑≡ ≢⅝╢ ─

⅜™╢⅛⌂≥⁸ ╛ ─꞉כ

◒ⱨ◊⁸☻כ ⌐ ∂≡⁸ ─⸗♦

ꜟ⅜ ↕╣╢⁹ 

ה☻☿◒▪  ╩ ⅎ√ ≢№

╣┌⁸ ↔≤⌐⌂╢═ↄ ↄ─

╩ ≤∆╢─⅜╟™≢№╤℮⁹ 

 

☿fi♃כ⌐⅔↑╢

כ◌כ꞉ꜟꜗ◦כ♁≥ ─ ╖

 119(6):408, 2017 

⁸ ≤

⌐╟╢ ┼─

 

 119(6):414, 2017 

, ☿fi♃כ⌐⅔↑╢

ꜞ◄♂fi ⇔™ ⱪ

꜡◓ꜝⱶ  46(1):31-36, 

2017 

─

 Japanese Journal of PSW 49(1):72, 

2018 

Kanehara A. et al. : Psychiatric 

intervention and repeated admission to 

emergency centres due to drug overdose. 

BJPsych Open 1, 158-163, 2015 

⌐⅔↑╢ ⌐
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自殺対策拠点病院のあり方と
精神科医の役割

東京大学医学部附属病院

精神神経科

近藤 伸介

包括的支援

（豪州LifeSpanより）

未遂者と既遂者

未遂者 既遂者

既遂者の半数以上が、

初回の自殺企図で完遂未遂者の10~20％が、

後に既遂する
（Suominen et al. Am J Psychiatry, 2004）

未遂後の既遂

既遂者の精神疾患

精神疾患 有病率

うつ病性障害 50.8％
双極性障害 2.0％
統合失調症スペクトラム 7.0％
物質使用障害 24.6％
パーソナリティ障害 12.2％

いずれかの精神疾患 ＝80％

（Cho et al. J Affective Disorder, 2016 ）

（n=6,626）

自殺未遂者の対応機関
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自殺未遂者

精神疾患患者

精神疾患を有する人

地域

救急外来
救命センター

精神科
救急

精神科外来 精神科病棟

未受療者
治療中断者

自殺未遂者

精神疾患患者

精神疾患を有する人

地域

救急外来
救命センター

精神科
救急

精神科外来 精神科病棟

未受療者
治療中断者

自殺未遂者

精神疾患患者

精神疾患を有する人

地域

救急外来
救命センター

精神科
救急

精神科外来

未受療者
治療中断者

精神科病棟

有床精神科を
もつ総合病院

自殺未遂者

精神疾患患者

精神疾患を有する人

未受療者
治療中断者

地域

救急外来
救命センター

精神科
救急

精神科外来 精神科病棟

構造的分断

医療（精神科以外） 精神医療

厚労省医政局

救急医療

• 救急医療機関
• 救急患者の精神科的側面に対応

厚労省社会・援護局

精神科救急

• 精神科医療機関
• 精神科的危機状況に対応

＊2015年10月、医政局に「精神科医療等対策室」設置

構造的分断

医療（精神科以外） 精神医療

厚労省医政局

救急医療

• 精神疾患合併の搬送困難
• 受け入れ後の対応に苦慮
• 精神科医不在の施設が多い

厚労省社会・援護局

精神科救急

• 十分に整備されていない
• 身体合併に対応が困難
• かかりつけの受入率が低い

有床総合病院精神科は不採算で減少の一途
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ACTION-J
• 全国17の救命救急センターによる多施設共同研究

• 未遂者に複合的ケース・マネジメントを実施

• 18か月後まで介入群の方が再企図率は低かった

• 危機介入

• 心理教育・情報提供

• 退院後の定期面接

• 社会資源利用支援

• 精神科受診勧奨

• 精神科・身体科の連携促進

(平安良雄ら, 2015)

 

救命救急センターの対応力

自殺未遂者への対応力向上の取り組み

 

  

精神科医療機関の対応力

(伊藤重彦ら, 2014)

身体合併のない精神科患者の救急搬送先

 

日経新聞
2016/1/19

 

  

構造的分断を越えて

一般救急医療
• PEEC
• ACTION-J
• ケースマネージメント
• 精神科医・リエゾンチーム

救命救急入院料の加算
救急患者精神科継続支援料

精神科救急
• 精神科スーパー救急病棟
• カウンセリング・ニーズ

（時間外の電話相談）
• かかりつけ医の時間外対応

（ミクロ救急・ソフト救急）

有床総合病院精神科の強化

• 精神科リエゾンチーム
• 精神科病棟があることによるインセンティブ

精神科身体合併症加算
精神科急性期医師配置加算
総合入院体制加算Ⅰ（精神科病床を有することが条件）
DPCにおける医療機能評価係数Ⅱ

 

自殺対策拠点病院の３様式

一般救急医療

未遂者のケースマネージメント
非常勤精神科医＋常勤SWの配置
精神科以外のスタッフの対応強化

有床総合病院精神科 （大学病院を含む）

精神科リエゾンチーム
救急受診者アセスメント＋精神科受診勧奨
精神科病棟での身体合併症対応強化
人材育成（臨床・研究・行政・教育）

精神科救急医療

警察介入などのハード救急
かかりつけ医療機関による
ソフト救急・ミクロ救急
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精神科側の課題

• 精神科のイメージは依然として悪い

• 危機介入に対応できる医療機関が少ない

• 平時でも相談支援できるスタッフが乏しい

• 「社会の役に立つ精神科」の視点の啓発

• 患者さんのニーズに則した支援開発が不十分

解決していくべき課題

• 一般医療（特に救急）との統合

• 情報開示をクリアする仕組み作り

• 相談員の配置に対する財源

• 同意者が見つからないときの医療保護入院

• 平時の支援者による予防策（電話相談）の充実
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